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道路行政セミナー

今月の表紙 :
中央を緑の山波で区切り、上方に都市の道路を図案化し、下方には道路管理者が設置する警戒標識の一つ、

uその他の危険"を配した。



は
じ
め
に

周
知
の
通
り
、
一
九
九
八
年
二
月
七
日
田
よ
り
二

月
二
二
日
圏
ま
で
の
間
、
長
野
に
お
い
て
冬
季
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
、
ま
た
、
三
月
五
日
内
か
ら

三
月

一
四
日
田
ま
で
の
間
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
期
間
中
、
一
三
〇
万
人
の
旅

行
者
が
長
野
地
域
を
訪
問
し
、
大
幅
な
混
雑
が
予
想

さ
れ
、
実
際
に
は
一
四
〇
万
人
の
旅
行
者
が
訪
問
し

ま
し
た
。
こ
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
建
設
省
関

東
地
方
建
設
局
が
中
心
と
な
っ
て
財
団
法
人
道
路
新

産
業
開
発
機
構
を
含
む
民
間
一
五
者
が
長
野
地
域
の

交
通
支
援
を
目
的
と
し
長
野
地
域
I
T
S
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
検
討
会
を
持
ち
、
色
々
な
I
T
S
技
術
の
応
用

を
検
討
し
ま
し
た
。
こ
の
検
討
会
で
検
討
さ
れ
た
、

道
路
管
理
の
高
度
化
や
ユ
ー
ザ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

の
た
め
手
法
を
、
長
野
地
域
I
T
S
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス

と
し
て
、
V
I
C
S
を
始
め
と
す
る
色
々
な
I
T
S

技
術
を
展
開
し
、
十
分
な
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

本
文
章
は
、
そ
の
長
野
地
域
I
T
S
シ
ョ
ー
ケ
ー

ス
の
実
施
内
容
を
紹
介
す
る
も
の
で
す
。

一

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
全
体
構
成

今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
現
在
、
実
用
化
し
つ

つ
あ
る
道
路
交
通
情
報
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
、
道
路

の
利
用
と
管
理
を
、
よ
り
安
全
に
快
適
に
効
率
的
に

実
施
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

図
1
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
全
体
構
成
を
示
し
ま

す
。

図
1
に
示
す
全
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
活
用
し
、
道
路

利
用
者
が
図
2

｢
一
般
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス

(高

速
道
路
利
用
者
の
場
合
)｣、
図
3

｢
一
般
利
用
者
へ

の
サ
ー
ビ
ス
(
一
般
道
利
用
者
の
場
合
)｣、
図
4
｢
一

般
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
(公
共
交
通
利
用
の
場
合
)｣

に
示
す
様
に
、
出
発
地

(自
宅
等
)
か
ら
オ
リ
ン
ピ
･

ッ
ク
会
場
ま
で
の
間
、
様
々
な
情
報
を
受
け
ら
れ
、

安
全
で
快
適
で
且
つ
効
率
的
な
旅
行
を
可
能
に
し
ま

し
た
。

タ
イ
プ
1
で
は
、
V
I
C
S
な
ど
の
現
在
、
全
国

展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
ま
た
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
最

新
の
シ
ス
テ
ム
の
実
展
開
及
び
道
路
情
報
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
な
ど
の
既
存
の
情
報
提
供
施
設
の
充
実
と
活
用

に
よ
り
、
道
路
利
用
者
に
対
し
て
適
切
な
情
報
を
提

供
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
円
滑
な
交
通
の
確
保
を
図

長
野
地
域
-
T
S
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
実
施

小

川
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圓V lC S
長野地域情報検扇協議会
国長野県

ナビゲーション
システムの高度化

道路交通情報の
一元化、共有化

⑭高速道路、一般道削略に設置された
′ 光ビーコン･電波ビーコン及びFM

多重放送によるナビゲーションシ
, ステムの高度化

　
; 圏道路情報ステ…ション運の朝"、SA･PA
イ e道路情報ステーション、道の駅、SA

･PAにおける各種情報の一括提供

‘圏新交通管理システム(UTM S)
;●光ビーコンを通じた双方向通信に
グ よる、大会車両の優先通行、大会関
多 係車両の位置把握及び大会関係車
′ 両への交通情報提供

之圏大会関係車両運行費里システム
のNAOCによる大会関係車両の連行
管理

圏情報コンセント･ITV ･LED標識車
◎長野地域に設置された光ファイバ
ーを利用した、動画像の伝送によ
る道路情報の収集、提供

フ圏道路管理車両支援システム
夕 (路面状況収集車)
'のGPSを利用した、道路管理車両の! 位置情報管理

, 團情報K iosk
ヲの情報Kioskによる各種情報提供

,圓PD A携帯端末
のPHSとPD篤実帯端末を利用した、

′ 歩行者への自己位置情報等の各種
′ 情報提供

爵存の情報提供メディアの活用･充実

◎インターネット、CATV、ラジオ、
ク FAX、電話等を通じた情報提供
} @道路交遊情報板、路側放送、LED
･ 標識車等による情報提供
の駐車場案内システム

タ
イ
プ
2
は
、情
報
内
-0の封
や
P
D
A
携
帯
端
末
を

用
い
た
歩
行
者
支
援
を
目
的
と
し
た
新
し
い
シ
ス
テ

ム
で
あ
り
、
今
後
の
I
T
S
の
展
開
方
向
の
検
討
も

含
む
試
験
的
な
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。

り
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
も
長
野
地
域
で
活
躍
す
る
も

て
残 り

、

す オ

図 1 プロジェクト全体構成図

ハイウエイ オリンピック競技日程も
飼經夕-ミ"し 饅砲煙俄搾 SA ･P A

高速造路 クツ気象情報
規制･‘施瀰･事故編瀬
　　　

逍窮傾濯攝 皺稠･渋滞･
離期

賤面搬ん
抗議鱗,

Vlcs 親戚部穢情報
　　　　　　

道鸚鯏揮振 舞銭情報
　　 　　　　　　　　 　　　

オリンピック餓跛日程
　　　　

ビーコン

シャトルバス

フライ離醐 出発時轌
國雜予定特製

オUンビツク競技日程
　　　　　　
　　　　　　　
艷面状況鴻
　　　

P A

インターチェンジ

オリンピック
会場内

閃鱗鉄 筋の廃位田な蹴る
慣椒K1o桃 目的地までの蛭窺茶内目的地までの蛭窺茶内

オリンピック蹴抜目理競技変更観崑
JR、薗遠火ス節の西行状況
絨劃･事故解鰤
蝮面状況再

図 2 一般利用者へのサービス (高速道路利用者の場合)
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『れ 一般道
錦やオフィス

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
　　　 　　　

オリンピック競技日雇

　　
　　

　　
　 　

　

、 回臨時駐車場 彩 るぞ□汽戸&、 オリンピック

一般道(会場近隣)

　　 　　　　　 　
　 　　　 　

通路憎濯仮 南田,流習,
ッヲ トサ ッツ

- -
　　　　　　　　　

シャトルバス PDA餅難鎚末 自分の現在位団を裏示する　　　　　　　
窟圏状況再
　　　　　 傾揮KIDsk 目約始までの餐鷹棗内

オリンピック賊抜目桜
麒技変更鯛超
JR、高速バス鱈の遊行状況
　　　　　　　
摺面機況再

図 3 一般利用者へのサービス (一般道利用者の場合)

目繊麗薩ス

　　　

　　

最寄り駅

オリンピック競技日程 ,CAW
魁反変更情箱 ゞインタ-ネット 親栩.事盈燐罐 、

　　
　　 　　 　　　 　

長野駅など

摘巍k鱒k 目約地までの経燭棗内 ! 外国からの観光客
　 　　　 　 　　　　

シャトルバス ミ ビーコン ミ “リた“知日程簸綬熊停留所
JR,国選バス等の遊行状況
　　　

オリンピック会場内

　　 　　　　　　　　　　

シャトルバス 拗憊幅鈞瞭 自分の現在位冒を峩示する

壤費 噛
コンシャト

箋きき徊雑Kiosk′ 目的地までの経路蒸内

んを よさキ
･雑務指数礬日捉鰐麩炎変更煉
　　　　　
JR、高澤火ス莎の連行状況

図 4 一般利用者へのサービス (公共交通利用の場合)
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二

個
別
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
概
要

ゆ

V
-
C
S
(道
路
交
通
情
報
シ
ス
テ
ム
)
の
概
要

す
で
に
首
都
圏
や
大
阪
府
、
愛
知
県
や
京
都
府
の

一
般
道
路
と
全
国
の
高
速
道
路
で
情
報
提
供
サ
ー
ビ

ス
を
開
始
し
て
い
る
V
I
C
S
を
、
長
野
の
主
要
幹

線
道
路
に
カ
ー
ナ
ビ
と
通
信
を
行
う
た
め
の
ビ
ー
コ

ン
を
設
置
し
、
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
対
応
し
た
サ

ー
ビ
ス
を
展
開
し
ま
し
た
。

内
容
的
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
地
図
上
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
関
連
施
設
の
表
示
以
外
に
、
図
5
｢V
I
C
S
(長

野
バ
ー
ジ

ョ
ン
)
｣
に
示
す
よ
う
に
、
ビ
ー
コ
ン
や
F

M
多
重
放
送
に
よ
り
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に
対
し
て
リ
ア

ル
タ
イ
ム
な
道
路
交
通
情
報
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
関
連

情
報
な
ど
を
提
供
す
る
ほ
か
、
臨
時
駐
車
場
を
含
め

長
野
地
域
の
駐
車
場
の
滴
空
情
報
等
を
レ
ベ
ル
2
で

駐
車
場
マ
ー
ク
が
五
段
階
に
変
化
す
る
こ
と
で
ド
ラ

イ
バ
ー
に
知
ら
せ
た
り
、
交
差
点
間
等
の
特
定
区
間

の
旅
行
時
間
を
同
じ
く
レ
ベ
ル
2
で
表
示
す
る
こ
と

で
快
適
で
か
つ
効
率
的
な
ド
ラ
イ
ブ
を
可
能
と
し
ま

し
た
。

②

道
路
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
、
道
の
駅
、
S
A
、
P

A
の
充
実
及
び
活
用

長
野
地
域
の
幹
線
道
路
沿
い
に
設
置
し
た
四
カ
所

の
道
路
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
一
カ
所
の
道
の
駅
に

お
け
る
リ
ク
エ
ス
ト
端
末
や
関
越
自
動
車
道
、
上
信

　
　

讓

至白匿 - ~~ 　　

　　
/
＼

/

至名古屋、大隅

図 5 V IC S (長野バージョン)

画面2 ;臨時g蓬動蜴情報
画面記道脂情報

“ 道行セ 98.3



越
自
動
車
道
、
中
央
自
動
車
道
や
長
野
自
動
車
道
の

二
二
カ
所
の
S
A
及
び
P
A
に
設
置
さ
れ
た
ハ
イ
ウ

ェ
ー
情
報
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
通
じ
て
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に

対
し
て
交
通
情
報
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
情
報
等
を
、
リ

ク
エ
ス
ト
に
応
じ
て
詳
細
に
提
供
し
ま
し
た
。

ま
た
、
写
真
1

｢東
和
田
道
路
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
内
部
｣
に
示
さ
れ
る
東
和
田
道
路
情
報
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
や
更
埴
道
路
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
設
置
さ
れ

た
大
型
L
E
D
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
に
よ
り
、
各
種
道
路写真 1 東和田道路情報ステーション内部

情
報
や
道
路
際
に
設
置
さ
れ
た
I
T
V
に
よ
り
撮
ら

れ
た
動
画
等
が
施
設
に
立
ち
寄
っ
た
道
路
利
用
者
に

提
供
さ
れ
、
道
路
利
用
者
の
効
率
的
な
移
動
に
活
用

さ
れ
ま
し
た
。

③

新
道
路
交
通
管
理
シ
ス
テ
ム
(U
T
M
S
)
の
展

開
光
ビ
ー
コ
ン
を
通
じ
た
双
方
向
通
信
に
よ
る
大
会

関
係
車
両
の
位
置
把
握
や
大
会
関
係
車
両
へ
の
交
通

情
報
の
提
供
及
び
優
先
通
行
を
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、

主
と
し
て
大
会
関
係
者
に
提
供
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

以
下
の
三
つ
の
シ
ス
テ
ム
構
成
と
な
っ
て
い
ま
す
。

①

公
共
車
両
優
先
シ
ス
テ
ム

(P
T
P
S
)

図
6

｢公
共
車
両
優
先
シ
ス
テ
ム

(P
T
P

S
)｣
に
示
す
よ
う
に
、
選
手
等
を
輸
送
す
る
バ

ス
、
専
用
車
等
の
大
会
関
係
車
両
を
光
ビ
ー
コ

ン
を
使
用
し
た
双
方
向
通
信
に
よ
り
、
交
差
点

手
前
で
感
知
し
て
青
信
号
を
延
長
、
ま
た
は
赤

信
号
を
短
縮
す
る
事
に
よ
り
優
先
的
に
通
行
さ

道行セ 98.3 5
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せ
ま
す
。

②

車
両
連
行
管
理
シ
ス
テ
ム

(M
O
C
S
)

図
7

｢車
両
連
行
管
理
シ
ス
テ
ム

(M
O
C

S
)
｣
に
示
す
よ
う
に
、
光
ビ
ー
コ
ン
を
使
用
し

た
双
方
向
通
信
に
よ
り
大
会
関
係
車
両
の
位
置

情
報
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
把
握
し
、
無
線
等
で

連
行
指
示
す
る
事
に
よ
り
円
滑
な
連
行
管
理
を

行
い
ま
す
。

③

交
通
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム

(A
M
I
S
)

図
8

｢交
通
情
報
提
供
シ
ス
テ
ム

(A
M
I

S
)｣
に
示
す
よ
う
に
、
光
ビ
ー
コ
ン
に
よ
っ
て

収
集
し
た
交
通
量
を
も
と
に
、
V
I
C
S
搭
載

車
両
に
対
し
て
リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
交
通
情
報
を

提
供
し
ま
し
た
。

図 7 車両運行管理システム(M O C S )

l-燿霊壼"
ず

図 8 交通情報提供システム (A M IS )

@

情
報
コ
ン
セ
ン
ト
、
ー
T
V
、
及
び
L
E
D
標
識

車
の
活
用

図
9

｢道
路
管
理
の
効
率
化
ー
情
報
コ
ン
セ
ン
ト
、

I
T
V
、
L
E
D
標
識
車
｣
に
示
す
よ
う
に
、
長
野

地
域
の
主
要
道
路
に
沿
っ
て
敷
設
さ
れ
た
光
フ
ァ
イ

バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
に
五
〇
0
m
間
隔
で
設
置

さ
れ
た
情
報
コ
ン
セ
ン
ト
を
利
用
し
て
、
光
フ
ァ
イ

バ
ー
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
と
路
上
に
設
置
さ
れ
た
I
T

V
を
接
続
し
、
道
路
管
理
、
防
災
業
務
に
必
要
な
情

報
を
、
動
画
像
と
し
て
収
集
し
、
建
設
省
長
野
国
道

工
事
事
務
所
で
集
中
的
に
管
理
し
ま
し
た
。
ま
た
、

そ
の
収
集
し
た
動
画
情
報
を
、
長
野
国
道
工
事
事
務

所
か
ら
各
道
路
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
情
報
内
5
終
に

配
信
す
る
事
に
よ
り
、
道
路
利
用
者
に
動
画
像
と
し

て
交
通
情
報
を
提
供
す
る
ほ
か
、
収
集
し
た
情
報
を

文
字
情
報
や
簡
易
図
形
に
加
工
し
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
通
じ
、
情
報
コ
ン
セ
ン
ト
に
接
続
し
た
L
E

D
標
識
車
を
通
じ
て
、
ド
ラ
イ
バ
ー
に
道
路
情
報
等

を
提
供
す
る
事
に
よ
り
ド
ラ
イ
バ
ー
の
安
全
な
且
つ

効
率
的
な
運
転
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

◎

道
路
管
理
車
両
支
援
シ
ス
テ
ム
の
導
入

①

道
路
管
理
支
援
シ
ス
テ
ム
の
導
入

図
m

｢道
路
管
理
支
援
シ
ス
テ
ム
｣
に
示
す

よ
う
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
時
に
お
け
る
道
路
維
持

管
理
を
効
率
的
に
行
う
た
め
に
、
G
P
S

6 道行セ 98 .3



(○
け
す
巴
勺
o当
5
巳
品

の
で
盟
の日
=
全
地
球

測
位
シ
ス
テ
ム
)
と
移
動
体
通
信
等
を
利
用
し

て
、
除
雪
車
や
融
雪
剤
散
布
車
や
道
路
パ
ト
ロ

ー
ル
カ
ー
な
ど
の
道
路
管
理
車
両
の
現
位
置
情

報
や
作
業
状
況
を
、
長
野
国
道
工
事
事
務
所
に

設
置
さ
れ
た
サ
ー
バ
ー
を
用
い
て
、
デ
ジ
タ
ル

ンセ
報
ン

情
コ

地
図
上
で
集
中
管
理
し
、
適
切
な
作
業
指
示
を

事
務
所
側
か
ら
移
動
体
通
信
で
行
う
シ
ス
テ
ム

を
導
入
し
ま
し
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、

各
道
路
管
理
車
両
の
作
業
状
況
及
び
作
業
経
路

が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
分
か
る
た
め
、
重
複
の
な

い
適
切
な
作
業
計
画
の
策
定
や
指
示
が
移
動
体

通
信
で
行
え
、
幹
線
道
路
の
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な

維
持
管
理
業
務
が
可
能
と
な
っ
た
ほ
か
、
今
後

の
適
切
な
道
路
管
理
車
両
配
置
計
画
の
策
定
に

役
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

②

路
面
セ
ン
サ
ー
搭
載
車
両
の
導
入

写
真
2

｢路
面
セ
ン
サ
ー
搭
載
車
両
｣
に
示

す
よ
う
に
、
三
基
の
路
面
判
別
セ
ン
サ
ー
を
フ

ロ
ン
ト
バ
ン
パ
ー
全
面
に
取
り
付
け
た
パ
ト
ロ

ー
ル
カ
ー
が
道
路
上
を
走
行
し
な
が
ら
、
そ
の

場
で
路
面
状
況
を
乾
燥
、
湿
潤
、
新
雪
、
圧
雪

道イテセ 98 ,3 7
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及
び
凍
結
の
五
種
類
に
連
続
的
に
判
別
し
、
移

動
体
通
信
を
通
じ
て
、
そ
の
情
報
を
長
野
国
道

工
事
事
務
所
に
設
置
さ
れ
た
サ
ー
バ
ー
に
送
信

し
、
同
サ
ー
バ
ー
は
、
収
集
し
た
デ
ー
タ
を
パ

ト
ロ
ー
ル
カ
ー
の
軌
跡
に
従
い
、
デ
ジ
タ
ル
地

図
上
に
表
示
す
る
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
ま
し
た
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル
地
図
上

に
道
路
の
路
面
状
況
が
連
続
的
に
か
つ
道
路
に

沿
っ
た
形
で
表
示
さ
れ
る
た
め
、
長
野
国
道
工

事
事
務
所
が
管
理
し
て
い
る
路
面
の
状
況
が
非

常
に
把
握
し
や
す
く
、
除
雪
等
の
道
路
維
持
管

理
作
業
の
具
体
的
な
指
示
が
可
能
と
な
る
ほ
か
、

道
路
利
用
者
に
対
す
る
詳
細
な
路
面
情
報
の
提

供
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

⑩

情
報
K
i
o
s
k
の
設
置

図
離
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
一
般
に
｢情
報
内
5
の封
｣

と
呼
ば
れ
る
一
五
台
の
地
上
設
置
タ
イ
プ
の
情
報
提

供
機
器
を
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
会
場
や
宿
泊
施
設
や
駅

な
ど
の
公
共
施
設
に
設
置
し
光
フ
ァ
イ
バ
ー
な
ど
に

よ
り
、
長
野
国
道
工
事
事
務
所
の
サ
ー
バ
ー
と
接
続

れ

締

蟇
圓
愁

㈱
ミ

獺

‘

鱗
灘薹
盤纖毬

廟
霊
高繊

し
、
旅
行
者
に
対
し
て
、
デ
ジ
タ
ル
地
図
を
活
用
し

た
目
的
地
ま
で
の
経
路
案
内
情
報
や
道
路
情
報
や
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
情
報
な
ど
を
提
供
し
ま
し
た
。
こ
の
シ

ス
テ
ム
は
、
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
方
式
で
、
利
用
者
が
画

面
の
必
要
な
項
目
を
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
り
簡
単
に
操

作
で
き
、
例
え
ば
、
主
要
な
交
差
点
に
お
け
る
道
路

の
動
画
像
情
報
や
公
共
交
通
の
連
行
状
況
な
ど
の
個

人
個
人
の
ニ
ー
ズ
に
あ
っ
た
高
付
加
価
値
な
詳
細
情

報
を
利
用
者
に
対
し
て
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

写真 2 路面センサー搭載車両

図11 情報K iosk
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置情報提供サービスサーバー

＼"
節緯度経度情報及
ぴ各種付加情報

C S緯度経度情報より、 自己位置のゾーン
表示

CS
32 k

自己位置確認信号の発信

偽緯度経度情報

地図情報及び爲

緯度経度情報

設省長野国道工事事務所

図12 歩行者支援用P D A携帯端末

各種情報

　　　　　　

り
ま
し
た
。

□
P
D
A
携
帯
端
末
の
実
験
的
展
開

図
酸
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
P
H
S

(簡
易
携
帯
電

話
)
と
P
D
A

(肝
易
ob
P
-
□
国
[巴
か
のの疥
幇
旦
)

と
呼
ば
れ
る
携
帯
端
末
器
を
組
み
合
わ
せ
た
小
型
情

報
機
器
を
用
い
て
、
歩
行
者
支
援
を
目
的
と
し
、
利

用
者
の
現
在
位
置
情
報
を
デ
ジ
タ
ル
地
図
と
組
合
わ

せ
P
D
A
の
画
面
に
表
示
し
た
り
、
目
的
地
ま
で
の

経
路
案
内
情
報
を
デ
ジ
タ
ル
地
図
上
に
表
示
す
る
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
ほ
か
、情
報
内
-oの寿
と
同
じ

よ
う
に
主
要
な
公
共
交
通
の
情
報
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

情
報
の
提
供
、
ま
た
主
要
な
交
差
点
の
静
止
画
像
情

報
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
な
シ
ス
テ
ム
の
フ

ィ
ー
ル
ド
実
験
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
の
最
大
の
特
徴
は
、
ワ
イ
ヤ
レ
ス

で
あ
り
、
携
帯
機
器
で
あ
る
た
め
、
歩
行
者
が
必
要

な
と
き
に
必
要
な
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
な

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
こ
と
と
、
大
ま
か
で
は
あ

る
が
、
利
用
者
の
現
在
の
位
置
情
報
を
そ
の
場
で
入

手
可
能
な
点
で
し
た
。

あ
く
ま
で
も
、
今
回
の
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
及
び
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
期
間
中
の
展
開
は
、

今
後
の
歩
行
者
支
援
と
し
て
の
I
T
S
技
術
の
展
開

方
向
の
検
討
の
た
め
の
、
フ
ィ
ー
ル
ド
テ
ス
ト
で
あ

り
、
そ
の
操
作
性
な
ど
に
色
々
な
問
題
点
を
残
す
こ

と
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
の
将
来
性
が

道イテセ 98.3 9



大
き
く
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
の
、
モ
ニ
タ
ー

か
ら
の
意
見
を
沢
山
い
た
だ
き
ま
し
た
。

口
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
の
提
供

I
T
S
と
い
う
ほ
ど
の
物
で
は
な
い
が
、
既
存
の

情
報
提
供
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
の
一
環
と
し
て
、
長
野

国
道
工
事
事
務
所
内
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
バ
ー

を
設
置
し
、
従
来
か
ら
の
一
般
的
な
情
報
提
供
の
他
、

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
関
連
の
情
報
や
長
野
地
域
に
お
け
る

交
通
の
円
滑
化
を
目
的
と
し
、
主
要
交
差
点
の
静
止

画
像
を
含
む
各
種
の
道
路
情
報
な
ど
を
提
供
し
、
長

野
地
域
の
住
民
の
方
々
や
長
野
を
訪
問
す
る
方
々
の

道
路
利
用
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。現
在
も
、長
野
地
域
の
道
路
を
利
用
す
る
方
々

の
た
め
に
、
道
路
情
報
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
情
報

を
提
供
し
て
い
ま
す
。
参
考
に
、
長
野
国
道
工
事
事

務
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
U
R
L
を
記
載
し
ま
す
。

長
野
国
道
工
事
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
U
R
L

宣
言
＼
ご
ヌ
ンコ
と
白
滝
鑓
8
-言
･日
oo
㈹
o
･"
＼

現
実
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
時
に
お
い
て
地
域
支
援

の
た
め
に
I
T
S
技
術
を
用
い
て
の
円
滑
な
交
通
確

保
で
あ
り
、
ま
た
他
方
で
は
、
I
T
S
技
術
内
、
現

実
化
し
つ
つ
あ
る
最
新
の
道
路
交
通
情
報
シ
ス
テ
ム

の
導
入
と
展
開
に
よ
る
交
通
渋
滞
の
緩
和
、
交
通
管

理
の
最
適
化
、
効
率
化
と
新
た
な
る
分
野
の
展
開
に

よ
る
将
来
イ
メ
ー
ジ
等
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

で
し
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
今
回
の
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
は

長
野
地
域
の
円
滑
な
交
通
確
保
が
行
わ
れ
た
と
同
時

に
、
日
本
の
進
め
る
I
T
S
の
方
向
性
を
内
外
に
大

き
く
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
き
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

今
後
も
、
㈱
道
路
新
産
業
開
発
機
構
と
し
て
は
、

こ
の
よ
う
な
試
み
を
、
産
官
学
の
関
係
者
の
方
々
と

密
接
な
協
力
の
下
に
試
み
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。(鯛

道
路
新
産
業
開
発
機
構
I
T
S
統
括
研
究
部
調
査
役
)

三

ま
と
め

今
回
の
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
、
予
想
と
し
て
一

三
〇
万
人
、
結
果
と
し
て
一
四
〇
万
人
を
越
え
る
大

勢
の
旅
行
者
を
長
野
地
域
に
迎
え
、
そ
の
旅
行
者
を

ど
の
よ
う
に
長
野
地
域
を
移
動
さ
せ
る
か
が
課
題
で

あ
り
ま
し
た
。

今
回
の
I
T
S
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
の
目
的
の
一
つ
は
、

!0 道行セ 98.3



1

タ
イ
ヤ
変
遷

九
六
年
の
タ
イ
ヤ
生
産
量
は一億

六
、
七
〇
〇
本

間
日
本
自
動
車
タ
イ
ヤ
協
会

(略
称
…
J
A
T
M
A
)

発
行
の

｢
日
本
の
タ
イ
ヤ
産
業
1
9
9
7
｣
に
よ
る
と
、

一
九
九
六
年
の
自
動
車
タ
イ
ヤ
の
生
産
量
は
タ
イ
ヤ
本
数

で
一
億
六
、
七
一
三
万
本
、
ゴ
ム
量
で
一
〇
七
万
六
、
一

三
〇
ト
ン
、
共
に
前
年
比
一
〇
三
･
八
%
。
ま
た
販
売
量

で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
億
六
、
七
三
〇
万
本
(前
年
比
一
〇
三
･

四
%
)、
一
〇
七
万
二
、
三
八
五
ト
ン
(同
一
〇
三
･六
%
)

で
、
需
給
い
ず
れ
も
過
去
最
高
を
記
録
し
て
い
る
。

図
1
及
び
表
1
、
2
は
、
八
七
年
か
ら
の
車
の
保
有
･

生
産
台
数
と
、
新
車
用
･
市
販
用

(取
替
用
)
タ
イ
ヤ
の

販
売
本
数
の
推
移
を
表
し
た
も
の
だ
が
、
九
六
年
の
自
動

車
生
産
台
数
は
一
、
0
三
四
万
六
、
0
0
0
台
、
新
車
用

タ
イ
ヤ
販
売
本
数
は
四
、
一
七
六
万
九
、
0
0
0
本
、
前

年
比
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
一
･
五
%
、
一
〇
一
･
七
%
。
同

じ
く
自
動
車
保
有
台
数
は
六
、
八
二
九
万
五
、
0
0
0
台
、

市
販
用
タ
イ
ヤ
販
売
本
数
は
六
、
九
七
六
万
二
、
0
0
0

台
、
前
年
比
は
一
〇
二
･
九
%
、
一
〇
六
･
四
%
と
な
っ

て
い
る
。
自
動
車
保
有
台
数
、
市
販
用
タ
イ
ヤ
販
売
本
数

は
過
去
最
高
数
を
更
新
し
た
。
(資
料
"
運
輸
省
、
彌
日
本

自
動
車
工
業
会
、
J
A
T
M
A
)

九
七
年
の
数
値
と
し
て
は
後
半
で
景
気
の
低
迷
が
顕
著

に
な
り
、
タ
イ
ヤ
の
生
産
･
販
売
に
お
い
て
も
大
き
な
伸

び
は
望
め
そ
う
に
な
い
が
、
ま
ず
ま
ず
の
線
は
キ
ー
プ
し

そ
う
で
あ
る
。
そ
の
分
、
九
八
年
は
反
動
と
も
言
え
る
傾

向
が
現
わ
れ
る
と
予
想
さ
れ
て
お
り
、
タ
イ
ヤ
の
需
給
で

数
年
振
り
の
ダ
ウ
ン
と
な
る
可
能
性
が
大
き
い
。

タ
イ
ヤ
は
車
の
性
能
向
上
と
と
も
に
そ
の
性
能
も
向
上
。

ひ
と
丑
旦
別
の
チ
ュ
ー
ブ
タ
イ
ヤ
か
ら
チ
ュ
ー
ブ

レ
ス
ヘ
、

一
九
九
七
年

一
二
月
末
の
時
点
で
、
日
本
全
国
で
保
有
さ
れ
て
い
る
車
の
台
数
は
約
七
、
二

〇
三
万
台
。
不
況
で
販
売
台
数
が
伸
び
な
い
と
は
言
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
と
保
有
台
数
だ

け
を
見
れ
ば
前
年
か
ら
二
･
八
%
の
伸
び
に
な
る
。
そ
の
全
て
の
車
体
に
四
本

(以
上
)
の
タ

イ
ヤ
が
装
着
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
総
本
数
は
三
億
本
に
迫
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

現
代
の
過
密
な
車
社
会
に
お
い
て
、
車
と
道
路
と
の
直
接
の
接
点
に
な
っ
て
い
る
の
が
タ
イ
ヤ
。

道
路
と
車
に
深
い
関
わ
り
を
持
つ
タ
イ
ヤ

(国
内
メ
ー
カ
ー
)
の
最
新
動
向
を
垣
間
見
る
。

道行セ 98 3 !!

坂崎 賢俊
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図 1 自動車とタイヤの推移

タイヤ本裁万本

新車用タ中販売本敏 ノノ 、 / /
ノメナノ自動車台数

′万台

、、、、｣
-000 市勝南タイキ販売 :数 ＼

【工三二臥

敦
▼

l987 1988 1989 1990 ig91 1992 1993 1994 -995 1996

(｢日本のタイヤ産業 1997｣、 ㈲日本自動車のタイヤ協会 出典)

表 1 自動車保有台数と市販用タイヤ販売本数の推移 螂立 保有台数/千台、夕ィャ本数/千本

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

保 乗用車 29,478 30 ,776 32 ,621 34 ,924 37 ,076 38,964 40 ,772 42 ,678 44 ,680 46 ,868

菰 トラック 20,o57 21 ,290 22 ,o70 22 ,352 22 ,401 22 ,243 22 ,o26 21,856 2L 682 21'427

数 計 49 ,535 52 ,066 54 691 57 276 59 477 61 207 62 798 64 534 66 362 68 29549 ,535 52 ,066 54 ,691 57 ,276 59 ,477 61,207 62,798 64 ,534 66,362 68 ,295

タ販 乗用車用タイヤ 26 ,422 30 ,177 3上112 32,364 36 ,115 40 ,487 37,621 38 ,707 43,639 47,478

鎌 トラック用タイヤ 22,拗 23,剱 23,既 23,雄 23'総 22'鋼 20'蜘 20'鰯 21'堀 22'捌
数計 49 ,142 53 ,797 54,708 55,628 59 ,478 63 ,144 57,981 59 ,545 65 ,593 69 ,762

注) 1 自動車保有台数は、大型特殊車、被けん引車、二輪及び三輪車を除く 資料/運輸省、 JA T M A
2 トラック用タイヤはトラック及びバス用、小型トラック用の合計 (会 (｢日本のタイヤ産業 1997｣、
員外を含む) 岡目本自動車のタイヤ協会 出典)

3 特殊用、モーターサイクル用、運搬車用タイヤを除く

表 2 自動車生産台数と新車用タイヤ販売本数の推移 単位 生産台数/千台、タイヤ本数/千本

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

生 乗用車
萎 トラック

数 計

7 ,891 8,198 9 ,052 9 ,948 9 ,753 9 ,379 8 ,497 7 ,801 7 ,611 7 ,864

4 ,358 4,502 3 ,973 3 ,539 3 ,492 3 ,120 2 ,731 2 ,753 2 ,585 2 ,482

l2 ,249 12,700 13 ,025 13 ,487 13 ,245 12 ,499 11,228 10 ,554 10 ,196 10 ,346

乗用車用タイヤ 42 ,894 42,030 41 ,454 42 ,781 41,075 38 ,589 33 ,966 30 ,589 30 ,838 31,567夕販 - ヤ 42 ,894 42,030 41 ,454 42 ,781 41,075 38 ,589 33 ,966 30 ,589 30 ,838 31,567

鎌 トラック用タイヤ 12,概 13,鰡 13,饅 13 燃 14'篤 12'眺 10'靴 10'㈱ 10'戦 10'籤
数計 54 988 55 537 55 056 56 610 55 140 51 395 44 858 41 212 41 090 41 76954 ,988 55,537 55 ,056 56 ,610 55 ,140 51,395 44 ,858 41,212 41,090 41,769

注) 1 自動車生産台数は、二輪を除く 資料/自工会、 JA T M A
2 トラック用タイヤはトラック及びバス用、小型トラック用の合計 (会 (｢日本のタイヤ産業 1997｣、
員外を含む) ㈲日本自動車のタイヤ協会 出典)

3 特殊用、モーターサイクル用、運搬車用タイヤを除く
4 輸入品を除く

杁
總
フ
ロ
ー
ド
4
W
D
、
セ
ミ
キ

ヤ
ブ
ワ
ゴ
ン
)
は
二
0
八
万

鯲
運

三
、
四
0
0
台
。
い
わ
ゆ
る
R
V
比
率
は
四
0
･
八
%
に

余
ク

用

ツ

ル

達
し
て
い
る
。
特
に
最
近
は
ミ
ニ
バ
ン

(セ
ミ
キ
ャ
ブ
ワ

曲
-フ

ク′

ニ
ト

ィ

ゴ
ン
)
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ワ
ゴ
ン
の
人
気
が
非
常
に
高
い
。

　
　

　

翳

疼
く

当
然
タ
イ
ヤ
に
も
R
V
人
気
は
反
映
さ
れ
、
タ
イ
ヤ
メ

!
用
)
モ
除

ク
む

、を

ー
カ
ー
各
社
も

｢R
V
用
｣
を
謳
う
タ
イ
ヤ
を
順
次
投
入
。

ッ
含
用
品

‐杉
衆
麟

ま
た
高
速
道
路
な
ど
の
整
備
が
進
ん
だ
こ
F
こ
か
ら
･

こ
れ

員

1
2

3
4

ら
R
V
用
タ
イ
ヤ
に
も
高
速
走
行
性
能
が
求
め
ら
れ
、
セ

ダ
ン
並
み
に
安
定
性
、
静
粛
性
が
向
上
し
て
い
る
こ
と
が

大
き
な
特
徴
と
言
え
る
。

フ (
ロ ス
1 テ
ド 1
4 シ

そ
し
て
バ
イ
ア
ス
か
ら
ラ
ジ
ア
ル
へ
と
構
造
･
材
質
が
進

化
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
最
近
で
は
タ
イ
ヤ
メ
ー
カ
ー
各

社
は
、
そ
の
独
自
に
培
っ
て
き
た
ゴ
ム
合
成
･
製
品
化
技

術
に
最
新
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術

･
理
論
を

マ
ッ
チ
さ
せ
、

よ
り
高
度
な
製
品
化
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
車
の
人
気
の
大
き
な
流
れ
に
よ
っ
て
、
タ
イ
ヤ
の

傾
向
も
変
化
。
ひ
と
こ
ろ
の
ス
ポ
ー
ツ
タ
イ
プ
車
の
全
盛

時
に
は
、
タ
イ
ヤ
も
よ
り
ス
ポ
ー
テ
ィ
ー
な
も
の
、
ハ
イ

ソ
サ
エ
テ
ィ
な
高
級
車
が
支
持
を
得
れ
ば
、
タ
イ
ヤ
も
高

級
指
向
の
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
タ
イ
プ
の
も
の
と
、
そ
の
メ

イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
を
変
え
て
き
た
。

こ
こ
に
来
て
人
気
は
R
V
。
彌
自
動
車
販
売
協
会
連
合

会

(自
販
連
)
の
調
べ
に
よ
る
と
、
九
七
年
の
新
車
販
売

台
数
は
五
一
一
万
二
、
五
〇
〇
台
だ
が
、
そ
の
中
で
R
V

ン
ワ
ゴ
ン

ワ
ン
ボ

ク

ス
ワ
ゴ

ン
、

オ
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2
ー
ー

㈱
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン

の
五
社
だ
が
、
各
社
と
も
独
自
の
タ
イ
ヤ
開
発
技
術
を
特

定
行
に
よ
る
性
能
低
下
を抑

制
す
る
技
術
を
採
用

日
本
国
内
に
は
大
手
タ
イ
ヤ
メ
ー
カ
ー
が
五
社
あ
る
。

㈱
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
、
横
浜
ゴ
ム
㈱
、
住
友
ゴ
ム
工
業
㈱
(ダ

ン
ロ
ッ
プ
)、
東
洋
ゴ
ム
工
業
㈱
、
オ
ー
ツ
タ
イ
ヤ
㈱
が
そ

っ
て
い
る
。

ま
ず
㈱
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
。
ブ
リ
ヂ
ス
ト
ン
は
九
四
年
に

タ
イ
ヤ
基
盤
技
術
｢D
O
N
U
T
S

(ド
ー
ナ
ツ
)｣
を
発

表
し
た
。
こ
れ
は
タ
イ
ヤ
の
構
造
、
ゴ
ム

(
コ
ン
パ
ウ
ン

ド
)
、
溝

(ト
レ
ッ
ド
)
の
パ
タ
ー
ン
な
ど
を
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
で
設
計
し
、
そ
れ
ら
を
統
合
し
て
製
品
化
す
る
技
術
。

そ
れ
ま
で
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
使
わ
れ
て
い
た
が
、
ひ
と

つ
の
ま
と
ま
っ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
技
術
化
さ
れ
た
の
は

初
め
て
と
言
わ
れ
て
い
る
。
以
後
各
社
と
も
こ
の
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
に
よ
る
開
発
を
独
自
の
手
法
で
推
し
進
め
、
製
品

に
反
映
さ
せ
て
い
る
。

｢D
O
N
U
T
S
｣
を
も
う
一
段
階
発
展
さ
せ
た
の
が
九

七
年
に
発
表
さ
れ
た
新
タ
イ
ヤ
基
盤
技
術

｢A
Q

D
O

N
U
T
S
｣。
タ
イ
ヤ
は
走
行
す
る
と
当
然
摩
耗
す
る
。
そ

し
て
性
能
も
低
下
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
の

｢A
Q

D
O

N
U
T
S
｣
は
そ
の
性
能
低
下
部
分
を
抑
制
す
る
技
術
(の

総
称
)
だ
。

タ
イ
ヤ
の
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
は
走
行
で
発
生
す
る
熱
で
硬

化
し
、
ウ
エ
ッ
ト
性
能
が
低
下
す
る
が
、
同
社
は
新
開
発

の
配
合
剤
を
加
え
る
こ
と
で
そ
れ
を
抑
え
た

｢A
Q
コ
ン

パ
ウ
ン
ド
｣
を
採
用
。
ま
た
ト
レ
ッ
ド
ブ
ロ
ッ
ク
内
に
、

表
層
に
比
べ
ウ
エ
ッ
ト
グ
リ
ッ
プ
の
高
い
コ
ン
パ
ウ
ン
ド

を
凸
型
に
配
し
た

｢ト
レ
ッ
ド

･
イ
ン
･
ト
レ
ッ
ド
｣
に

よ
り
、
摩
耗
に
伴
う
性
能
の
ダ
ウ
ン
を
軽
減
し
て
い
る
。

同
社
に
よ
る
テ
ス
ト
で
は
、
濡
れ
た
路
面
で
新
品
と
五

0
%
摩
耗
時
の
タ
イ
ヤ
を
装
着
し
た
時

(八
○
如
/
h
)

　
　

の
ブ
レ
ー
キ
性
能
は
、
従
来
品
の
場
合
、
新
品
時
で
三
二
･

ノ

三
m
、
五
○
%
摩
耗
時
が
三
六
･
二
m
。
性
能
低
下
は
一

3

二
%
。
こ
れ
対
し
、
新
技
術
採
用
品
は
新
品
時
三
一
.
三

セ-丁

m
、
五
0
%
摩
耗
時
三
二
.
二
m
と
三
%
の
低
下
に
と
ど

漸

ま
っ
て
い
る
。

｢A
Q

D
O
N
U
T
S
｣
の
そ
の
ほ
か
の
代
表
的
な
技

性能低下部分抑制技術

新品時性能向上技術

%“ ←

　

　　

、

0

、

D

50 % 摩耗時

図 2 トレッド ･イン ･トレッドの構造 (イメージ図)

図 3 ｢D O N U T S ｣ から ｢A Q D O N U T S ｣ への進化概念図



術
に
は
、
接
地
部
や
サ
イ
ド
部
の
形
状
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

で
最
適
化
し
て
操
縦
安
定
性
を
高
め
た

｢G
U
T
T
n
｣
、

接
地
面
の
ブ
ロ
ッ
ク
剛
性
と
ト
レ
ッ
ド
の
厚
さ
を
均
一
化

し
て
直
進
安
定
性
と
静
粛
性
を
向
上
さ
せ
た

｢
フ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ス
･ブ
ロ
ッ
ク
｣
、
タ
イ
ヤ
の
変
形
の
力
を
分
散
さ

せ
る

｢
0
l
B
e
a
d
口
｣
な
ど
が
あ
る
。

こ
の

｢
A
Q

D
O
N
U
T
S
｣
を
採
用
し
た
最
新
の

タ
イ
ヤ
が

｢
G
R
I
D
口

(グ
リ
ッ
ド

ツ
ー
)｣
。
ヤ
ン

グ
層
を
中
心
と
し
た
ユ
ー
ザ
ー
向
け
の
、
ス
ポ
ー
テ
ィ
ー

な
ツ
ー
リ
ン
グ
ラ
ジ
ア
ル
タ
イ
ヤ
で
、
特
に
摩
耗
時
の
ウ

エ
ッ
ト
性
能
の
低
下
を
抑
制
し
て
い
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル

ポ
イ
ン
ト
に
、
既
に
上
市

(二
月
発
売
)
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
同
社
製
品
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
昨
年
夏
に
発
売

さ
れ
た

｢B
-
R
V
｣
が
あ
る
。
今
や
車
の
主
流
と
な
っ

た
観
さ
え
あ
る

(後
述
)
R
V

(
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ナ
ル
･

ビ
ー
ク
ル
)
の
た
め
の
専
用
タ
イ
ヤ
と
し
て
開
発
さ
れ
て

お
り
、
高
重
心
･
高
荷
重
で
不
安
定
な
が
ら
、
セ
ダ
ン
並

み
の
快
適
性
が
要
求
さ
れ
る
現
代
の
R
V
に
適
し
た
特
性

を
持
つ
タ
イ
ヤ
と
し
て
、
評
価
さ
れ
て
い
る
。

2
1
2

横
浜
ゴ
ム
㈱

人
間
の
感
覚
を
加
味
し
てタ

イ
ヤ
を
作
り
上
げ
る

横
浜
ゴ
ム
㈱
は
九
五
年
に

｢K
i
s
s
｣
と
名
付
け
た

新
技
術
を
発
表
し
た
が
、
同
社
で
は
こ
れ
を

｢P
r
o
d

u
c
t

P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
｣
、
つ
ま
り
製
品
化
の

哲
学
と
し
て
捉
え
、
位
置
付
け
て
い
る
。

｢K
i
s
s
｣
は
タ
イ
ヤ
開
発
に
関
す
る
知
識
を
統
合

し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
繰

り
返
し
行
い
、
さ
ら
に
そ
こ
に
人
間
の
感
覚
を
加
味
し
て

理
想
的
な
タ
イ
ヤ
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
考
え
方
だ
。

ま
ず
、
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
可
能
な
限
り
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
、
摩
擦
や
音
、
乗
り
心
地
、
排

水
性
、
安
定
性
な
ど
に
つ
い
て
の
膨
大
な
デ
ー
タ
を
解
析
。

そ
し
て
そ
れ
ら
を
も
と
に
、
チ
ュ
I
ニ
ン
グ
の
段
階
で
人

間
の
五
感
を
通
し
て
厳
し
い
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
。
こ
こ
で

こ
の

｢感
覚
｣
の
テ
ス
ト
に
合
格
し
な
け
れ
ば
、
初
期
段

階
に
戻
っ
て
や
り
直
し
が
行
わ
れ
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
だ
け
に
頼
ら
ず
、
人
間
的
な
感
覚
の
要

素
を
重
視
し
て
い
る
の
が
同
社
の

｢K
i
s
s
｣
の
特
徴

だ
。
細
か
く
は
、
路
面
入
力
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
｢
I

N
P
U
T
｣
で
乗
り
心
地
を
改
善
し
、
｢
ス
ペ
ク
ト
ル
･サ

ウ
ン
ド
･
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
｣
で
ノ
イ
ズ
を
抑
え
る
。

ま
た
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
設
計
進
化
シ
ス
テ
ム

｢C
O
O
K
｣

で
新
し
い
コ
ン
パ
ウ
ン
ド
が
生
ま
れ
、
｢
s
e
t

u
p
シ

ス
テ
ム
｣
で
は
乗
り
心
地
と
操
縦
安
定
性
が
ア
ッ
プ
す
る
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
最
近
の
同
社
の
コ
ン
セ
プ
ト
に

タ
イ
ヤ
の
整
備
不
良
第
一
位
は

｢タ
イ
ヤ
溝
不
足
｣

㈱
日
本
自
動
車
タ
イ
ヤ
協
会
は
毎
年
一
五
〇
回
前

後
に
も
及
ぶ
、
路
上
で
の
タ
イ
ヤ
点
検
を
行
っ
て
い

る
。
九
六
年
の
点
検
回
数
は
一
六
四
回
。
点
検
車
両

は
延
べ
一
万
九
、
0
一
三
台
。
そ
の
う
ち
タ
イ
ヤ
の

整
備
不
良
車
両
は
一
、
九
〇
六
合
で
、
不
良
率
は
一

四

･
0
%
と
な

っ
て
い
る
。
九
五
年
は

一
三

･
一
%

で
あ
り
、
0
･
九
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
た
。
最
も
多
い

不
良
項
目
は

｢タ
イ
ヤ
溝
不
足
｣
で
一
、
三
〇
八
件
、

そ
の
次
が
｢異
常
摩
耗
｣
で
七
四
四
件
、
さ
ら
に
｢空

気
圧
不
足
･
過
多
｣
が
三
〇
九
件
と
続
く
。
タ
イ
ヤ

溝
の
深
さ
は
運
輸
省
の

｢道
路
運
送
車
両
の
保
安
基

準
｣
で
一
･
六
鰤
が
摩
耗
限
度
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
満
た
な
い
と
整
備
不
良
と
な
る
。
一
般
的
に

は
タ
イ
ヤ
の
サ
イ
ド
部
に
ス
リ
ッ
プ
サ
イ
ン

(溝
が

一
･
六
噸
に
な
る
と
ト
レ
ッ
ド
面
に
そ
れ
を
表
す
サ

イ
ン
が
出
る
)
の
位
置
を
示
す
△
マ
ー
ク
が
記
さ
れ

て
い
る
の
で
、
日
頃
か
ら
注
意
し
て
お
き
た
い
。
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な

っ
て
い
る
の
が
｢i
n
c
h

u
p
(イ
ン
チ
ア
ッ
プ
)｣

だ
。イ

ン
チ
ア
ッ
プ
と
は
通
常
、
タ
イ
ヤ
の
外
径
を
変
え
ず

に
内
径
を
大
き
く
す
る
こ
と
。
つ
ま
り
低
偏
平

(ロ
ー
プ

国品化する前に、必訴人間による-緻賞-のテストが探り返し行なわれ
満足できなければ酒ぴ初期段階へ。

離
へ

　
　聾鞆

口
フ
ァ
イ
ル
)
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
内
径
が

大
き
く
な
る
と
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
ブ
レ
ー
キ
径
も
大
き

く
な
り
、
制
動
性
能
が
向
上
す
る
。
ま
た
タ
イ
ヤ
の
剛
性

も
増
し
、
コ
ー
ナ
リ
ン
グ
性
能
な
ど
の
走
行
安
定
性
が
ア

ッ
プ
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の

｢K
i
s
s
｣
と

｢i
n
c
h

u
p
｣
の
両
方

が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
が
今
年
三
月
に
発
売
さ
れ
た

｢A

S
P
E
C

d
B

(ア
ス
ペ
ッ
ク

デ
シ
ベ
ル
)｣
だ
。
イ

ン
チ
ア
ッ
プ
し
つ
つ
、
.静
粛
性
や
乗
り
心
地
を
同
時
に
求

め
る
ユ
ー
ザ
ー
に
応
え
て
開
発
さ
れ
た
も
の
で
、
コ
ン
セ

プ
ト
は

｢
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
･イ
ン
チ
ア
ッ
プ
｣
。
R
V
の
次

に
時
代
を
担
う
と
も
言
わ
れ
る

(高
級
)
セ
ダ
ン
を
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
す
る
。

ま
た
"〉
-
バ
ン
、
ワ
ン
ボ
ッ
ク
ス
専
用
タ
イ
ヤ
と
し
て

発
売
さ
れ
た
の
が
｢A
S
P
E
C

M
V
｣
。
イ
ン
チ
ア
ッ

プ
は
そ
れ
ほ
ど
色
濃
く
な
い
が
、
｢K
i
s
s
｣
を
駆
使

し
、
高
荷
重

･
高
重
心
の
ミ
ニ
バ
ン
、
ワ
ン
ボ
ッ
ク
ス
へ

の
特
性
を
強
く
意
識
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
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2
-
3

住
友
ゴ
ム
工
業
㈱

最
新
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
で

タ
イ
ヤ
を
転
勤
さ
せ
て
解
析

住
友
ゴ
ム
工
業
㈱
は
｢D
u
N
L
O
P
(ダ
ン
ロ
ッ
プ
)｣

ブ
ラ
ン
ド
の
タ
イ
ヤ
を
製
造
、
販
売
し
て
い
る
が
、
今
年

一
月
に
発
表
し
た
タ
イ
ヤ
開
発
の
新
技
術
が

｢デ
ジ
タ
イ

ヤ
｣。そ

の
名
の
通
り
最
新
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
導
入
す
る
こ

と
で
、
タ
イ
ヤ
の
設
計
･開
発
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
･

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
高
度
な
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
た
も

○
コ
ス
ト

0
パ
タ
ー
ン

●
材
料

e
招
造

の
形
状

　
　
　

　

e
音

S

　
　
　
　
　

　
　

e
排
水
性

｢
I

e
安
定
性

　　図 念概の　K【　

滋目標性能に従い、各ジャンルにおいてタイヤ
のアウトラインが示される"たとえばアグレッシブ
スポーツタイプ、コンフォートスポーツタイプ、ラグ
ジュアリセダンタイブ、RVタイプなどに指向が分

◎外径をほぼ一定にした時のタイヤサイズの例

轢き濃證*蘂副 l二選謠饗手当 lふこ舵揉シチきlE 磁翁ン~テコ

図 5 ｢インチアップ｣ とは



タイヤのどの部分から減っていくかが見える!!

l 赤一線一青の順に磨毛していくり

の
だ
が
、
ポ
イ
ン
ト
は
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
中
で

タ
イ
ヤ
は
カ
ー
カ
ス
(ゴ
ム
付
き
繊
維
)、
ス
チ
!
ル
ベ

る
。
ま
た
常
に

｢た
わ
み
｣
や

｢す
べ
り
｣
を
伴
う
も
の

鰓

デ
ジ
タ
ル
で
タ
イ
ヤ
を
組
み
立
て
、
転
勤

(※
)
さ
せ
て

ル
ト
(ゴ
ム
付
き
の
撚
ら
れ
た
ス
チ
ー
ル
コ
J
ド
)、
ト
レ

で
も
あ
る
。

セ

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
。
(※
同
社
に
よ
れ
ば
｢転

ツ
ド
ゴ
ム
(溝
の
刻
ま
れ
た
表
面
の
ゴ
ム
)、
サ
イ
ド
ウ
ォ

行

同
社
で
は
、
従
来
の
簡
略
化
さ
れ
た
ト
レ
ッ
ド
パ
タ
ー

道

動
｣
と
は
、
回
転
し
て
し
か
も
転
が
り
動
い
て
い
る
と
い

ー
ル

(横
部
)
ゴ
ム
な
ど
、
様
々
な
材
料
の
複
合
体
で
あ

ン
、
構
造
で
、
し
か
も
静
止
状
態
で
行
わ
れ
て
い
た
コ
ン

6

う
タ
イ
ヤ
の
挙
動
を
表
現
す
る
語
句
)

り
、
表
面
に
は
複
雑
な
ト
レ
ッ
ド
パ
タ
ー
ン
を
持

っ
て
い

ピ
ュ
ー
タ
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
本
来
の
タ
イ
ヤ
の

図 6 最新デジタル技術を利用した例

デジタイヤほど

走っているタイヤの音が聞ける!!



挙
動
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
に
く
い
と
し
て
、
最
新
の

デ
ジ
タ
ル
技
術
を
使
い
、
実
物
を
細
部
ま
で
忠
実
に
再
現
。

タ
イ
ヤ
モ
デ
ル
を
転
勤
さ
せ
て
解
析
す
る
技
術
の
開
発
に

成
功
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
今
ま
で
難
し
か
っ
た
、
タ
イ
ヤ

が
実
際
に
地
面
に
接
し
て
動
い
て
い
る
と
き
の
様
々
な
現

象
を
見
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
獅
/
h
で
走
行
中
の
タ
イ
ヤ
を
画
面
で
見
る
こ

と
も
で
き
る
た
め
、
接
地
形
状
や
接
地
圧
の
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
、
高
速
時
に
今
ま
で
よ
り
広
い
接
地
面
積
を

確
保
す
る
こ
と
も
可
能
。
ま
た
摩
耗
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
は
、
タ
イ
ヤ
が
ど
の
部
分
か
ら
減

っ

て
い
く
か
が
分
か
り
、
偏
摩
耗
を
抑
え
た
ト
レ
ッ
ド
パ
タ

ー
ン
が
開
発
さ
れ
た
。

ゴ
ム
配
合
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
ド
ラ
イ
、
ウ

エ
ッ
ト
、
雪
、
氷
な
ど
様
々
な
路
面
を
作
る
こ
と
が
で
き
、

各
路
面
で
の
性
能
差
の
小
さ
い
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
ゴ

ム
配
合
が
実
現
。
ノ
イ
ズ

･
振
動
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

は
、
タ
イ
ヤ
が
回
転
中
に
発
生
す
る
ノ
イ
ズ
を
実
際
の
音

と
し
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
人
の
耳
に
優
し
い
ブ

ロ
ッ
ク
配
列
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
第

一
弾
タ
イ
ヤ
が

｢L
E

M
A

N
S

(
ル
･
マ
ン
)

L
M
7
0
1
｣。
｢デ
ジ
タ
イ
ヤ
｣

の
各
技
術
を
駆
使
し
、
各
性
能
が
高
次
元
で
バ
ラ
ン
ス
の

取
れ
た
ラ
ジ
ア
ル
タ
イ
ヤ
に
仕
上
が

っ
て
い
る
。

2
ー
4

東
洋
ゴ
ム
工
業

車
に
合
わ
せ
を
専
用
タ
イ
ヤ
発
想
で

タ
イ
ヤ
を
開
発

道イテセ 98 ,3

車
に
R
V
、
セ
ダ
ン
、
ス
ポ
ー
ツ
と
タ
イ
プ
が
あ
る
よ

う
に
、
タ
イ
ヤ
に
も
タ
イ
プ
が
あ
っ
て
い
い
と
い
う
こ
と
。
!

東
洋
ゴ
ム
工
業
㈱
は

｢専
用
タ
イ
ヤ
発
想
｣
で
各
製
品

を
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
す
る
。

愛
車
に
マ
ッ
チ
し
た
性
能
と
デ
ザ
イ
ン
の
タ
イ
ヤ
を
選
べ

ば
、
さ
ら
に
車
の
性
能
と
魅
力
を
引
き
出
せ
る
と
い
う
発

想
だ
。

そ
こ
で
同
社
は
ま
ず
｢R
V
｣
｢
セ
ダ
ン
｣
｢
ス
ポ
ー
ツ
｣

　

蜜
剛

　
　
　
　　
　
　

　　
　

T

^I
麟

　
　
　
　

◎ラグジュアリーテイスト静かで、ゆコたりとした、割暮な燻り啄,◎クルージングテイストロングドライブに挨週な、し窮やか奪乗り味
のカジスアルチイスト盲段の街薫りに巌緘&、バランスのいい燻り球.

図



と
い
う
車
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
定
。
そ
し
て
さ
ら

現
す
る
技
術
だ
。

に
、
静
か
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
豪
華
な
乗
り
味
の
カ
ジ
ュ

走
行
中
の
タ

ア
ル
テ
イ
ス
ト
、
ロ
ン
グ
ド
ラ
イ
ブ
に
最
適
な
ク
ル
ー
ジ

ン
グ
テ
イ
ス
ト
、
普
段
の
街
乗
り
に
最
適
な
バ
ラ
ン
ス
の

い
い
乗
り
味
の
カ
ジ

ュ
ア
ル
テ
イ
ス
ト
と
い
う
フ
ァ
ク
タ

ー
を
加
え
、
タ
イ
ヤ
の
乗
り
味
に
よ
る
ブ
ラ
ン
ド
間
の
ポ

ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
で
専
用
化
を
図
っ
た
。

そ
の
結
果
R
V
で
は
、
ツ
ー
リ
ン
グ
･
高
速
性
能
を
追

求
し
た
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ワ
ゴ
ン
用
、
オ
フ
ロ
ー
ド
よ
り
市

街
地
で
の
走
行
が
多
い
現
代
の
四
輪
駆
動
車
用
、
特
に
安

全
性
に
留
意
し
た
ミ
ニ
バ
ン
･
ワ
ン
ボ

ッ
ク
ス
用
の
タ
イ

ヤ
を
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
。

セ
ダ
ン
は
、
セ
ダ
ン
全
般
に
適
応
す
る
バ
ラ
ン
ス
重
視

の
タ
イ
ヤ
、
ゆ
っ
た
り
と
静
か
な
乗
り
心
地
の
プ
レ
ス
テ

ー
ジ
サ
ル
ー
ン
用
タ
イ
ヤ
、
ウ
エ
ッ
ト
路
面
の
走
行
安
定

性
を
高
め
た
タ
イ
ヤ
を
用
意
。

ま
た
ス
ポ
ー
ツ
系
車
種
の
た
め
に
は
、
高
速
ク
ル
ー
ジ

ン
グ
に
応
え
る
ハ
イ
パ
ワ
ー
車
用
、
コ
ー
ナ
リ
ン
グ
で
強

み
を
発
揮
す
る
グ
リ
ッ
プ
力
強
化
タ
イ
プ
、
レ
ス
ポ
ン
ス

に
優
れ
た
軽
快
な
走
り
が
特
徴
の
タ
イ
ヤ
を
揃
え
た
。

そ
れ
ら
を
支
え
る
同
社
の
基
本
設
計
技
術
は

｢D
S
O

C
n

(デ
ィ
ー
ソ
ッ
ク

･
ツ
ー
)
｣
(T
O
Y
O
統
合
最
適

化
タ
イ
ヤ
設
計
技
術
)
と
呼
ば
れ
る
。

最
新
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

･
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
駆
使

し
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
集
め
た
情
報
を
ベ
ー
ス
に
設
計

を
行
い
、
各
々
の
車
に
適
し
た
専
用
タ
イ
ヤ
の
開
発
を
実

o

(ト
ラ
ン
サ
ス
･
イ
ー
ノ
)｣
な
ど
。

2
-
5

オ
ー
ツ
タ
イ
ヤ
㈱

ニ
ュ
ー
ト
ン
的
発
想
か
ら
生
ま
れ
を

独
自
理
論
を
開
発

オ
ー
ツ
タ
イ
ヤ
㈱
は
、
既
存
の
開
発
技
術
に
さ
ら
に
新

し
く
技
術
理
論
を
順
次
投
入
し
て
、
独
自
の
進
化
す
る
タ

イ
ヤ
総
合
技
術
理
論

｢ア
ッ
プ
ル
理
論
｣
を
集
大
成
し
た
。

そ
の
内
容
は
、
同
社
で
五
つ
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
発
想
と
呼

ば
れ
て
い
る
｢軽
さ
と
強
さ
｣
｢丸
さ
｣
｢く
い
つ
き
｣
｢静

か
さ
｣
｢持
ち
｣
に
関
す
る
理
論
で
構
成
さ
れ
る
。

走
行
中
の
タ
イ
ヤ
の
変
形
や
接
地
面
の
変
化
を
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
で
解
析
し
て
、
精
度
の
高
い
タ
イ
ヤ
を
開
発
す
る

の
が
｢D
S
O
C
I
T
｣。
タ
イ
ヤ
内
部
に
働
く
力
や
摩
擦

の
様
子
も
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
き
る
解
析
技
術
が

｢D

S
O
C
は
S
T
A
C
S
｣。走
行
中
の
タ
イ
ヤ
か
ら
発
生
す

る
ノ
イ
ズ
を
解
析
す
る
ソ
フ
ト
が

｢D
S
O
C
口
C
A
S

P
A
N
｣。
こ
れ
ら
の
技
術
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
、
各
カ
テ

ゴ
リ
ー
、
タ
イ
プ
の
タ
イ
ヤ
が
誕
生
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。

最
近
の
代
表
的
な
タ
イ
ヤ
は
街
乗
り
四
駆
用
の

｢T
R

A
N
P
A
T
H

S
/

u

(ト
ラ

ン
パ

ス
･
エ
ス
ユ

ー
)｣
、
F
F
セ
ダ
ン
用
の

｢
T
R
A
N
S
A
S

E
…
n

タ
イ
ヤ
サ
イ
ズ
の
見
方
と
ロ
ー
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
化

タ
イ
ヤ
の
サ
イ
ズ
は

｢1
9
5
/
65
R
1
5
9
4

H
｣
と
い
っ
た
数
字
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
さ
れ

る
。
｢
1
9
5
｣
は
タ
イ
ヤ
幅

(
皿
)
、
｢
65
｣
は
偏
平

率

(%
)、
｢R
｣
は
ラ
ジ
ア
ル
の
意
味
、
｢お
｣
は
リ

ム
径

(イ
ン
チ
)
、
｢
94
｣
は
荷
重
指
数
で
そ
の
タ
イ

ヤ
の
負
荷
能
力
、
｢H
｣
は
最
高
速
度
記
号
で
L
か
ら

Z
ま
で
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
す
。
偏
平
率
と
は

タ
イ
ヤ
の
幅
に
対
す
る
、
接
地
面
か
ら
リ
ム
緑
ま
で

の
タ
イ
ヤ
の
断
面
の
高
さ
の
比
率
。
数
値
が
小
さ
く

な
る

(=
ロ
ー
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
化
)
程
タ
イ
ヤ
の
た

わ
み
が
減
少
し
剛
性
も
ア
ッ
プ
す
る
た
め
、
操
縦
安

定
性
や
ブ
レ
ー
キ
性
能
な
ど
が
向
上
す
る
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、
乗
り
心
地
は
悪
く
な
る
。
荷
重
指
数
と

最
高
速
度
記
号
は
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
数
値
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。

!8 道行セ 98.3



｢軽
さ
と
強
さ
｣
の
た
め
に
は
｢応
力
制
御
理
論
｣。
走
行

中
に
か
か
る
外
か
ら
の
力
を
タ
イ
ヤ
全
体
で
バ
ラ
ン
ス
良

く
受
け
止
め
、
操
縦
安
定
性
と
耐
久
性
を
向
上
さ
せ
る
新

し
い
設
計
方
法
だ
。
構
造
の
無
駄
を
省
い
て
軽
量
化
を
実

現
し
、
燃
費
も
向
上
さ
せ
て
い
る
。

｢丸
さ
｣
に
つ
い
て
は
｢新
ビ
ー
ド
設
計
理
論
｣。
タ
イ
ヤ

の
ビ
ー
ド
部

(ホ
イ
ー
ル
と
の
接
合
部
)
と
ホ
イ
ー
ル
の

リ
ム
フ
ラ
ン
ジ
部

(タ
イ
ヤ
と
の
接
合
部
)
と
の
フ
ィ
ッ

ト
性
を
高
め
て
、
真
円
性
を
ア
ッ
プ
。
走
行
時
の
振
動
を

低
減
さ
せ
、
直
進
安
定
性
を
優
れ
た
も
の
に
し
て
い
る
。

｢く
い
つ
き
｣
に
関
し
て
は

｢接
地
形
条
最
適
化
理
論
｣。

走
行
時
の
状
況
に
応
じ
て
、
タ
イ
ヤ
の
接
地
形
状
が
ベ
ス

　　
　

÷
名

図

ト
に
な
る
よ
う
に
、
意
図
的
に
タ
イ
ヤ
断
面
形
状
を
変
え

る
技
術
。
操
縦
安
定
性
を
高
め
、
耐
偏
摩
耗
性
も
ア
ッ
プ

さ
せ
る
。

｢静
か
さ
｣
の
た
め
に
は
｢新
ピ
ッ
チ
配
列
理
論
｣。
ノ
イ

ズ
低
減
に
貢
献
し
た
従
来
の
ト
レ
ッ
ド
パ
タ
ー
ン
を
、
さ

ら
に
左
右
に
ず
ら
し
た
新
配
列
を
採
用
。
周
波
数
の
分
散

が
よ
り
効
果
的
に
な
り
、
よ
り
一
層
ノ
イ
ズ
の
低
減
が
実

現
し
た
。

｢持
ち
｣
に
は

｢ウ
エ
ッ
ト
&
ウ
エ
ア
理
論
｣
。
タ
イ
ヤ
の

コ
ン
パ
ウ
ン
ド
を
構
成
す
る
物
質
、
ポ
リ
マ
ー
の
分
子
量

と
分
子
配
列
を
検
討
。
ウ
エ
ッ
ト
路
面
で
の
グ
リ
ッ
プ
力

を
ア
ッ
プ
さ
せ
、
耐
摩
耗
性
も
向
上
さ
せ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
同
社
が
N
1
レ
ー
ス
で
培
っ
た
ハ
イ
ス

ペ
ッ
ク
な
性
能
･
数
値
を
反
映
さ
せ
た
ス
ポ
ー
ツ
タ
イ
プ

か
ら
、
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
な
セ
ダ
ン
タ
イ
プ
、
今
や
人
気

を
確
立
し
た
R
V
タ
イ
プ
、
レ
ー
ス
仕
様
の
ス
ペ
シ
ャ
ル

バ
ー
ジ

ョ
ン
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
走
り
の
領
域
に
お
い
て

個
性
と
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
す
る
よ
う
、
性
格
付
け

が
さ
れ
て
い
る
。

特
に
R
V
用
の
タ
イ
ヤ
に
つ
い
て
は
、
｢ド

レ
ス
ア
ッ
プ

ワ
ゴ
ン
｣
｢
フ
ァ
ミ
リ
ー
ワ
ゴ
ン
｣
｢
ク
ロ
カ
ン
4
W
D
｣

と
分
野
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
個
の
タ
イ
ヤ
を
設
定
し

て
い
る
。

｢ド
レ
ス
ア
ッ
プ
ワ
ゴ
ン
｣
は
、
R
V
タ
イ
ヤ
に
ス
タ
イ

リ
ッ
シ
ュ
で
ス
ポ
ー
テ
ィ
ー
な
感
覚
を
プ
ラ
ス
し
た
い
、

い
わ
ば
イ
ン
チ
ア
ッ
プ

･
ド

レ
ス
ア
ッ
プ
指
向
派
向
き
。

製
品
は

｢L
A
N
D

A
I
R

(ラ
ン
ド
エ
ア
ー
)

W

G
-
S
｣
。
｢
フ
ァ
ミ
リ
ー
ワ
ゴ
ン
｣
は
乗
用
車
感
覚
で
ワ

ゴ
ン
に
乗
り
、
家
族
全
員
で
レ
ジ
ャ
ー
を
楽
し
む
フ
ァ
ミ

リ
ー
派
に
。
｢
L
A
N
D

A
I
R

W
G
-
T
｣
が
そ
れ

に
当
た
る
。
｢
ク
ロ
カ
ン
4
W
D
｣
は
、
オ
ン
ロ
ー
ド
、
オ

フ
ロ
ー
ド
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
と
ら
わ
れ
ず
、
広
範
囲
に

自
分
の
ス
タ
イ
ル
で
楽
し
む
多
目
的
派
に
向
く
。
｢L
A
N

D

A
I
R

A
T

･
C
T
｣
が
用
意
さ
れ
る
。
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タ
イ
ヤ
の
現
状
と
今
後

各
社
の
タ
イ
ヤ
性
能
向
上
で

選
択
要
素
は
｢価
格
｣
に

こ
の
よ
う
に
各
タ
イ
ヤ
メ
ー
カ
ー
が
独
自
の
開
発
理
論

で
多
種
多
様
の
タ
イ
ヤ
を
製
品
化
、
市
場
に
供
給
し
て
い

る
。
こ
れ
は
タ
イ
ヤ
メ
ー
カ
ー
の
戦
略
で
も
あ
る
が
、
多

様
な
ユ
ー
ザ
ー
ニ
ー
ズ
の
反
映
で
も
あ
り
、
ス
ポ
ー
テ
ィ

ー
、
セ
ダ
ン
、
R
V
と
い
っ
た
大
き
な
人
気
の
流
れ
は
あ

る
も
の
の
、
例
え
ば
特
定
の
メ
ー
カ
ー
や
ブ
ラ
ン
ド
へ
の

一
般
的
な
傾
倒
は
な
い
。

強
い
て
言
え
ば
前
記
の
、
車
に
お
け
る
R
V
比
率
の
高

ま
り
に
よ
り
、
そ
れ
に
即
し
た
タ
イ
ヤ
の
動
き
が
い
い
か

も
し
れ
な
い
。
R
V
人
気
の
初
期
に
は
P
C

(P
a
s
s

e
n
g

e
r

C
a

r
=
乗
用
車
)
用
タ
イ
ヤ
の
特
定
の

サ
イ
ズ
で
対
応
が
図
ら
れ
て
い
た
が
、
最
近
で
は
や
は
り

前
記
の

｢R
V
用
タ
イ
ヤ
｣
の
投
入
で
、
個
別
に
シ
リ
ー



ズ
化
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
が
特
徴
的
と

言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

し
か
し
そ
れ
よ
り
も
現
在
、
市
場
を
支
配
し
て
い
る
の

は
別
の
フ
ァ
ク
タ
ー
、
｢価
格
｣
で
あ
る
。

一
昨
年
の
四
月

に
タ
イ
ヤ
の
価
格
が
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
た
。
販
売
店
店
頭

に
お
け
る
表
示

(割
引
)
価
格
と
、
メ
ー
カ
ー
の
希
望
小

売
価
格
の
差
が
大
き
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
の
措
置
だ
が
、
こ

れ
に
よ
っ
て
ユ
ー
ザ
ー
の
低
価
格
指
向
が
一
層
強
ま
っ
た

と
も
さ
れ
る
。

タ
イ
ヤ
メ
ー
カ
ー
各
社
の
開
発
技
術
が
向
上
し
、
メ
ー

カ
ー
間
の
性
能
格
差
が
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
も
、
そ
の

要
因
の
一
つ
。
ど
こ
の
メ
ー
カ
ー
の
ど
の
タ
イ
ヤ
を
買

っ

て
も
ま
ず
そ
の
性
能
に
間
違
い
は
な
く
、
だ
っ
た
ら
少
し

で
も
安
い
タ
イ
ヤ
を
と
い
う
の
は
ユ
ー
ザ
ー
の
自
然
な
心

理
で
も
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
一
部
高
級
ブ
ラ
ン
ド
は
別
で

あ
り
、
各
社
の
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
ブ
ラ
ン
ド
に
は
確
実
な

ユ
ー
ザ
ー
層
が
存
在
す
る
。

今
後
の
動
向
を
左
右
す
る
の
は
、
ま
ず
第
一
に
車
の
人

気
具
合
。
現
在
の
R
V
人
気
が
ど
こ
ま
で
、
ど
う
い
う
形

で
続
く
か
、
そ
し
て
R
V
の
次
に
来
る
の
は
ど
の
分
野
か

が
、
ま
ず
は
焦
点
に
な
る
。
今
言
わ
れ
て
い
る
の
は

｢高

級
セ
ダ
ン
｣
と
い
う
括
り
だ
が
、
こ
れ
も
実
際
、
ど
う
い

う
形
で
進
ん
で
く
る
の
か
は
不
明
な
部
分
も
多
い
。

ま
た
景
気
の
動
向
も
大
き
い
。
現
在
の
ユ
ー
ザ
ー
の
低

価
格
指
向
が
、
景
気
の
動
き
に
伴
っ
て
ど
う
変
化
す
る
か
。

一
度
定
着
し
た

(低
価
格
)
傾
向
は
、
簡
単
に
は
戻
ら
な

い
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
こ
を
各
タ
イ
ヤ
メ
ー
カ
ー
が
ど
う

突
い
て
、
ど
う
製
品
化
を
進
め
、
ど
う
戦
略
を
打
ち
出
し

て
く
る
か
。
そ
れ
に
ユ
ー
ザ
ー
が
乗
る
か
ど
う
か
が
、
今

後
は
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
れ
は
限
ら
れ
た
地
方
に
つ
い
て
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
あ
ま
り
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
か
な
い
が
、
冬

用
の
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
の
動
向
も
勘
案
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
積
雪
地
で
ス
パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
に
代
わ
っ
て

今
や
必
需
品
の
地
位
を
固
め
た
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
だ

が
、
年
間
を
通
じ
た
履
き
潰
し
傾
向
の
増
大
に
伴
う
冬
タ

イ
ヤ
比
率
の
ア
ッ
プ
は
、
ユ
ー
ザ
ー
と
メ
ー
カ
ー
に
と
っ

て
今
ま
で
の
タ
イ
ヤ
の
環
境
を
大
き
く
変
え
る
要
因
に
も

な
っ
て
い
る
。
北
の
地
区
で
は

｢
ス
タ
ッ
ド

レ
ス
｣
に
つ

い
て
の
別
個
の
考
察
が
必
要
だ
ろ
う
。

(フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
)

競
争
力
の
あ
る
タ
イ
ヤ
を
投
入
す
る
輸
入
タ
イ
ヤ
各
社

国
内
メ
ー
カ
ー
の
ほ
か
に
、
輸
入
メ
ー
カ
ー
の
タ

イ
ヤ
の
人
気
も
高
い
。
グ
ッ
ド
イ
ヤ
ー
、
ミ
シ
ュ
ラ

ン
(オ
カ
モ
ト
)
、
ピ
レ
リ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
そ
の

代
表
的
な
も
の
だ
が
、
一
頃
の
輸
入
タ
イ
ヤ
=
高
価

格
と
い
う
図
式
は
今
は
な
い
。
日
本
市
場
に
合
わ
せ

各
社
と
も
競
争
力
の
あ
る
製
品
を
投
入
し
て
い
る
か

ら
だ
。
一
部
の
ユ
ー
ザ
、ー
か
ら
は

｢以
前
の
よ
う
な

プ
レ
ス
テ
ー
ジ
性
が
な
い
｣
と
い
う
よ
う
な
声
も
聞

か
れ
る
が
、
各
国
が
そ
れ
だ
け
日
本
市
場
を
認
め
て
、

(価
格
的
に
も
)
対
応
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
結
果
。

ユ
ー
ザ
ー
に
と
っ
て
は
選
択
肢
の
幅
が
広
が
り
、
チ

ョ
イ
ス
に
迷
う
と
こ
ろ
だ
。
ま
た
ミ
シ
ュ
ラ
ン
な
ど

は

｢グ
リ
ー
ン
タ
イ
ヤ
｣
と
い
う
、
転
が
り
抵
抗
軽

減
を
コ
ン
セ
プ
ト
に
、
｢環
境
｣を
大
き
な
切
り
ロ
に

し
た
タ
イ
ヤ
を
開
発
･
市
場
投
入
し
て
お
り
、
こ
の

辺
も
国
内
メ
ー
カ
ー
と
違
う
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
。
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道
路
と
靴
の
考
現
学

高
橋

明
格

ム
底
の
靴
は
滑
り
に
く
い
。
さ
ら
に
重
い
ほ
ど
滑
り

や
す
く
、
軽
い
ほ
ど
滑
り
に
く
い
と
い
う
図
式
も
成

り
立
つ
。

で
は
滑
り
に
く
い
靴
ほ
ど
歩
き
や
す
い
の
か
、
と

い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
一
説
に
よ
る

と
、
人
間
の
反
射
神
経
に
合
っ
た
適
度
な
摩
擦
は
、

静
摩
擦
係
数
と
動
摩
擦
係
数
の
比
が
0
･
七
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。
小
数
点
以
下
の
数
値
か
ら
、
微
妙
な

バ
ラ
ン
ス
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取

っ
て
い
た
だ
け
る
だ
ろ
う
。

私
た
ち
に
い
ち
ば
ん
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
ビ

ジ
ネ
ス
シ
ュ
ー
ズ
で
も
、
靴
底

(ソ
ー
ル
)
の
材
質

や
パ
タ
ー
ン
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢歩
き

や
す
い
靴
｣
が
各
種
開
発
さ
れ
て
い
る
。
靴
店
の
店

頭
で
も
、
様
々
な
機
能
を
う
た
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ュ

ー
ズ
が
幅
を
利
か
せ
て
い
る
昨
今
で
あ
る
。

毎
日
の
生
活
の
な
か
で
、
私
た
ち
は
特
別
に
意
識

せ
ず
と
も
｢歩
く
｣
｢走
る
｣
と
い
う
動
作
を
間
断
な

く
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
て
く
る
の
が
、
足
を
包
ん
で
保
護
す
る
と
と
も
に
、

足
の
裏
か
ら
の
衝
撃
を
和
ら
げ
る
機
能
を
持
つ
｢道

具
｣
と
し
て
の
靴
と
道
、
路
面
と
の
関
係
で
あ
る
。

毎
日
の
生
活
、
特
に
家
を
出
て
か
ら
帰
宅
す
る
ま

で
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。

バ
ス
停
も
し
く
は
最
寄
り
の
駅
ま
で
は
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
歩
道
を
、
オ
フ
ィ
ス
街
で
は
イ
ン
タ
ロ
ッ
キ
ン

グ
や
タ
イ
ル
舗
装
の
上
を
、
ビ
ル
の
中
で
は
樹
脂
製

タ
イ
ル
の
床
の
上
を
、
と
い
っ
た
よ
う
に
靴
と
接
す

る
路
面
な
ど
の
材
料
･
材
質
は
様
々
。
さ
ら
に
雨
な

ど
に
よ
っ
て
濡
れ
る
、
と
い
う
条
件
が
加
わ
る
と
、

そ
の
状
況
は
千
差
万
別
と
な
る
。
朝
出
掛
け
る
と
き

は
晴
天
。
普
段
ど
お
り
履
い
て
い
っ
た
靴
で
も
、
雨

の
歩
道
で
滑
り
、
ひ
や
っ
と
し
た
、
と
い
う
経
験
は

誰
に
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

靴
は
、
正
に
日
々
異
な
っ
た
摩
擦
係
数
の
路
面
と

関
わ
っ
て
い
る
。
そ
ん
な

｢宿
題
｣
を
解
決
し
よ
う

と
、
生
活
パ
タ
ー
ン
に
合
っ
た
靴
、
履
き
や
す
い
靴

が
様
々
に
開
発
さ
れ
、
世
に
送
り
だ
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

続
々
と
開
発
さ
れ
る
｢歩
き
や
す
い
靴
｣

靴
に
求
め
ら
れ
る
最
大
の
条
件
は
、｢歩
き
や
す
い
｣

と
い
う
こ
と
。
靴
が
歩
き
や
す
く
滑
り
に
く
い
、
ま

た
そ
の
反
対
の
状
況
は
、
路
面
の
摩
擦
係
数
の
変
化

と
い
う
物
理
的
条
件
に
左
右
さ
れ
る
。
一
般
的
に
、

靴
底
の
素
材
が
硬
い
ほ
ど
滑
り
や
す
く
柔
ら
か
い
ほ

ど
滑
り
に
く
い
。
例
え
ば
硬
い
革
底
の
靴
は
濡
れ
た

路
面
だ
と
滑
り
や
す
く
な
り
、
反
対
に
柔
ら
か
い
ゴ
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ン
が

)
數
聯

ル
の
の
同

　

　
　
　

　
　　
　
　

底
バ
ラ

)

　　

　
　

ト

ズ

日本のトップランナー用のマラソン

シューズ (左) タイヤと同様の溝が

刻まれているビジネスシューズ(中)

全体を一体型にしたビジネスシュー

スゞ 　ズ

靴
は
、
自
動
車
で
言
え
ば
タ
イ
ヤ
に
当
た
り
、
靴

底
は
タ
イ
ヤ
の
ト
レ
ッ
ド
(接
地
面
)。
路
面
を
し
っ

か
り
と
グ
リ
ッ
プ
す
る
と
と
も
に
、
雨
天
時
に
は
排

水
性
も
要
求
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
タ
イ
ヤ
の
ト
レ
ッ

　　　　　　　　　　　

　　　
　
　

ミべ
き

　　　　　　　

さ
が

　
　　
　

↑

ひ
き
ふさ
ご

ふきん
"
!盆

　　

　　　　
　
　
　
　

　

　
　
　　　
　

　

　
　　
　
　
　　

　

　
　
　
　
　

日りにくいよう溝が刻まれている靴底 (ソール) に、
熱、 汗を外部に放出する穴が開けられている方式の

もの

(写真提供/リーガルコーポレーション ･ミズノ)

ド
バ
タ
ー
ン
と
ほ
ぼ
同
じ
ソ
ー
ル
を
持
つ
ビ
ジ
ネ
ス

シ
ュ
ー
ズ
も
考
案
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ソ
ー
ル
の
パ
タ
ー
ン
を
滑
り
に
く
い
も
の

と
す
る
こ
と
に
加
え
、
靴
の
中
の

｢蒸
れ
｣
を
外
に

強
制
的
に
排
出
し
よ
う
と
、
穴
を
開
け
た
中
敷
を
用

い
る
と
同
時
に
ソ
ー
ル
に
も
穴
を
開
け
た
靴
も
登
場

し
て
い
る
。

蒸
れ
と
熱
を
放
出
す
る
一
方
、
靴
底
か
ら
の
水
や

ホ
コ
リ
の
進
入
を
防
ぐ
新
素
材
を
中
敷
と
ソ
ー
ル
の

間
に
挟
む
な
ど
の
工
夫
も
あ
っ
た
り
と
、
歩
き
や
す

く
快
適
な
靴
へ
の
取
り
組
み
は
、
文
字
通
り
日
進
月

歩
で
あ
る
。

一
方
、
私
た
ち
は
一
般
歩
行
に
お
い
て
は
体
重
の

約
一
･
三
倍
、
階
段
歩
行
で
は
約
一
･
九
倍
、
走
る

時
は
約
三
倍
の
荷
重
が
足
の
裏
に
か
か
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。

日
常
で
も
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
よ
い
靴
が
求
め
ら
れ
る

傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
が
、
若
者
に
人
気
の
あ
る
ス
ポ

ー
ツ
ブ
ラ
ン
ド
物
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
シ
ュ
ー
ズ
の
よ
う

に
、
空
気
を
封
入
し
て
ク
ッ
シ
ョ
ン
性
を
増
し
て
い

る
ス
ポ
ー
ツ
シ
ュ
ー
ズ
は
、
普
段
の
生
活
に
は
柔
ら

か
す
ぎ
、
｢船
酔
い
｣と
似
た
症
状
を
訴
え
る
例
も
出

て
い
る
と
い
う
か
ら
、
靴
底
に
は
適
度
な
硬
さ
は
必

要
の
よ
う
で
あ
る
。
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マ
ラ
ソ
ン
シ
ュ
ー
ズ
と
路
面
の
関
係

路
面
と
靴
と
の
関
係
を
、
究
極
の
条
件
下
で
体
現

し
て
い
る
の
が
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー
だ
ろ
う
。
特
に

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
と
呼
ば
れ
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や

様
々
な
世
界
大
会
で
活
躍
す
る
ワ
ー
ル
ド
ク
ラ
ス
の

選
手
た
ち
が
使
用
す
る
シ
ュ
ー
ズ
の
ソ
ー
ル
(靴
底
)

に
は
、

一
般
の
市
民
ラ
ン
ナ
ー
が
使
用
す
る
シ
ュ
ー

ズ
と
は
一
味
も
二
味
も
違
っ
た
、
記
録
を
生
む
た
め

の
様
々
な
工
夫
や
研
究
成
果
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、

興
味
深
い
。

一
般
の
ラ
ン
ナ
ー
が
使
用
す
る
シ
ュ
ー
ズ
と
の
大

き
な
違
い
は
、
ソ
ー
ル
の
厚
さ
と
重
さ
で
あ
る
。
走

行
時
、
ラ
ン
ナ
ー
の
か
か
と
が
路
面
に
着
地
す
る
と

き
に
は
体
重
の
三
ー
五
倍
の
力
が
か
か
る
と
言
わ
れ

る
が
、
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
i
ト
が
履
く
シ
ュ
ー
ズ
の
ソ

ー
ル
は
薄
く
て
軽
い
の
に
比
べ
、

一
般
ラ
ン
ナ
ー
の

そ
れ
は
厚
く
、
重
い
。
し
か
も
シ
ュ
ー
ズ
そ
の
も
の

の
作
り
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
は
厳
し
い
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
筋
力
が
あ
り
、
ラ
ン
ニ
ン
グ

フ
ォ
ー
ム
も
安
定
し
て
い
る
の
で
、
薄
く
て
軽
い
ソ

ー
ル
で
も
四
二
･
一
九
五
如
を
、
さ
ほ
ど
の
足
、
身

体

へ
の
ダ
メ
ー
ジ
な
く
走
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

一

般
ラ
ン
ナ
ー
は
フ
ォ
ー
ム
が
不
安
定
な
上
、
筋
力
が

劣
っ
て
い
る
た
め
厚
く
重
い
ソ
ー
ル
で
衝
撃
を
和
ら

げ
て
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
が
使
用
す
る
シ
ュ
ー
ズ
の
ソ

ー
ル
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
、
エ
チ
レ
ン
ビ
ニ
ー

ル
ア
セ
テ
ー
ト

(E
V
A
)
と
い
う
素
材
。
発
泡
素

材
で
あ
る
た
め
軽
く
て
衝
撃
吸
収
力
に
優
れ
、
し
か

も
グ
リ
ッ
プ
力
が
高
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

ま
た
、
足
圧
分
布
測
定
シ
ス
テ
ム
な
ど
に
よ
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
解
析
に
よ
っ
て
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ

れ
た
道
路
上
を
走
る
と
き
、
接
地
か
ら
蹴
り
出
し
ま

で
に
か
か
る
ソ
ー
ル
と
接
地
の
摩
擦
力
の
大
き
さ
、

方
向
を
分
析
し
、
数
種
類
の
異
な
っ
た
パ
タ
ー
ン
を

ソ
ー
ル
に
刻
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
レ
ー

ス
が
雨
天
の
場
合
を
想
定
し
て
、
複
雑
な
パ
タ
ー
ン

の
中
に
、
排
水
性
も
加
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

一
方
、
日
本
で
の
レ
ー
ス
と
、
欧
米
で
の
レ
ー
ス

と
の
違
い
に
つ
い
て
、
路
面
か
ら
の
感
触
の
違
い
を

ロ
に
す
る
選
手
も
い
る
。
一
例
だ
が
、
一
九
九
七
年
、

世
界
陸
上
が
ア
テ
ネ
で
開
催
さ
れ
た
が
、
当
地
の
路

面
は
日
本
に
比
べ
て
柔
ら
か
く
滑
り
や
す
い
、
と
い

う
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
に
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
混
合

物
に
使
用
す
る
材
料
の
違
い
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

日
本
で
は
セ
メ
ン
ト
系
の
材
料
や
砂
利
を
細
か
く
砕

い
た
も
の
を
混
ぜ
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
ギ
リ
シ
ャ

な
ど
地
中
海
に
面
し
た
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で
は
、

大
理
石
を
細
か
く
砕
き
、
粉
に
し
た
も
の
を
混
合
物

と
す
る
場
合
が
多
い
と
い
う
。
そ
の
違
い
が
路
面
の

硬
さ
や
摩
擦
係
数
の
微
妙
な
変
化
と
な
っ
て
現
れ
、

セ
ン
サ
ー
と
化
し
た
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
の
研
ぎ
澄

ま
さ
れ
た
足
の
裏
の
感
触
が
、
そ
れ
を
と
ら
え
る
の

だ
ろ
う
。

道
と
靴
と
の
良
い
関
係
の
追
求
は
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こ
れ
か
ら
も

二
一
世
紀
を
目
前
に
控
え
、
路
面
舗
装
技
術
に
新

た
な
方
向
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
長
期
に
わ
た
っ

て
一
定
水
準
を
保
て
る
こ
と
。
透
水
性
を
高
め
た
り
、

舗
装
発
生
材
の
再
利
用
な
ど
、
地
球
環
境
に
配
慮
し

た
り
、
景
観
を
良
好
に
す
る
舗
装
な
ど
環
境
保
全
に

関
わ
る
技
術
導
入
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

道
路
が
発
達
･
変
化
す
る
と
と
も
に
、
路
面
と
足
、

そ
し
て
人
体
を
仲
立
ち
す
る
靴
に
求
め
ら
れ
る
条
件

も
変
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
私
た
ち
の
足
元
を
包

む
靴
に
は
ど
ん
な
素
材
が
使
わ
れ
、
ど
ん
な
新
し
い

ス
タ
イ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
興
味
は
尽
き
な
い
。

し
か
し
、
道
路
と
人
と
の
良
好
な
関
係
を
象
徴
す
る

｢道
具
｣
と
し
て
の
役
割
は
不
変
で
あ
る
。

(フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
)



伊
能
忠
敬
キ
ャ
ラ
バ
ン

二
年
か
け
て
全
国
一
万
キ
ロ
を
歩
く

編
集
部

二
一
世
紀
を
間
近
に
控
え
、
わ
が
国
は
高
齢
化
時
代
に

突
入
し
て
い
る
。
二

一
世
紀
は

“歩
け
“
の
時
代
と
い
わ

れ
て
い
る
。
高
齢
者
だ
け
で
な
く
市
民
の
行
う
ス
ポ
ー
ツ

の
中
で
も
、
歩
く
の
は
最
も
身
近
な
ス
ポ
ー
ツ
で
健
康
の

み
な
ら
ず
、
余
暇
活
動
の
一
環
と
し
て
も
見
直
さ
れ
て
い

ろ
%

99
年
一
月
に
東
京
を
ス
タ
ー
ト

今
年
は
伊
能
忠
敬
が
日
本
地
図
作
成
の
た
め
に
測
量
を

始
め
て
か
ら
一
九
九
年
に
当
た
る
。
忠
敬
の
地
図
作
り
ロ

マ
ン
の
あ
と
を
約
一
万
如
、
二
年
を
か
け
て
日
本
全
土
を

歩
い
て
辿
る
壮
大
な
｢平
成
の
伊
能
忠
敬
キ
ャ
ラ
バ
ン

ニ

ッ
ポ
ン
を
歩
こ
う

21
世
紀
へ
の
一
〇
〇
万
人
ウ
オ
ー
ク
｣

が
実
現
す
る
。
(主
催
"
日
本
歩
け
歩
け
協
会
･朝
日
新
聞

社
)

図
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伊
能
忠
敬
は
一
八
〇
〇
年
、
五
五
歳
を
機
に
日
本
地
図

を
作
る
た
め
に
旅
を
始
め
た
。
以
来
一
六
年
間
、
七
一
歳

に
な
る
ま
で
に
歩
い
た
距
離
は
地
球
の
一
周
よ
り
長
い
約

四
万
四
、
0
0
0
虹
と
い
わ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
ラ
バ
ン
は

こ
の
四
分
の
一
を
歩
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

キ
ャ
ラ
バ
ン
は
、
忠
敬
が
測
量
を
始
め
て
か
ら
二
〇
〇

年
目
の
九
九
年
一
月
二
五
日
に
東
京
を
ス
タ
ー
ト
。
忠
敬

の
生
ま
れ
た
千
葉
県
上
総
に
向
か
う
。
こ
こ
か
ら
北
上
し
、

北
海
道
に
渡
り
札
幌
に
、
そ
の
後
本
州
を
南
下
、
一
二
月

887kn1

県庁所在地中心コース (f999年 l月25日、 東京スタート)

東京 → 千葉 → 千倉 → 水戸 → 仙台 → 盛岡 → 青森 → 三厩村村

鞭

海

↓

孫

定

別

娃

　
　

　
　

　
　

　
　

　

尻

釧

　

　
　
　

　

↓

即
丁

中

=

↓
“

口 → 上 (函館) → 森町 → 長万部 → 虻田町 → 尻別 → 定山渓
63 36 66 45 43 41

→ 札幌 → 千歳 → 静内 → 日高幌別 → 襟裳岬 → 釧路 → 別海橋
28 39 100 49 47 196 134

青森 → 秋田 → 山形 → 福島 → 宇都宮 → 浦和
269 227 91 183 105 875km

浦和 → 前橋 → 長野 → 新潟 → 富山 → 金沢 → 福井 → 大津 →
93 138 155 250 155 99 209

→ 京都 → 奈良 → 大阪

(12月31日、 大阪ゴール) 1,202km 計4,124km

県庁所在地中心コース (2000年 1月、 大阪スタート)

奈良 → 河内長野 → 神戸市 → 岡山市 → 下津井 ~ 丸亀港へ
29 (柏原市) 57 l50 43 279km

〈四国〉

丸亀港 → 高松市 → 徳島市 → 高松市 → 松山市 → 小浦 → 尾道

l,230km710

1,160km190

一
蟻

即

信

2

↓
66

日

町

↓
49

卿

森

内

　

　
　
　
　

150

鰍
饑

　　
　
　

　
　

　
　
　

窃
鶴
桃
28

三

一
日
に
大
阪
に
ゴ
ー
ル
す
る
。

二
年
目
は
一
月
に
大
阪
を
ス
タ
ー
ト
し
て
四
国
、
九
州
、

を
一
周
。
山
陰
、
紀
伊
半
島
を
回
っ
て
東
進
、
二
〇
〇
一

年
元
日
に
東
京
に
ゴ
ー
ル
す
る
も
の
で
、
二
年
間
の
延
べ

日
数
は
約
五
五
〇
日
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
(図
1
･
2
)

伊
能
ウ
オ
ー
ク
実
施
概
要

動
員
一
〇
〇
万
人

①

全
行
程
を
歩
く
本
隊
員
は
約
一
〇
〇
人
。
こ
れ
ら

270
尾道久保 → 広島市 → 下関市

135 230 365km

公 → 大分市 → 宮崎市 → 鹿児島市 → 熊本市 → 佐賀市 → 長崎市
205 301 282 397 90 216

→ 福岡市 → 北九州市 → 老松

1,883km

辺戸岬 → 与郡 → 塩谷 → 名護市 → 瀬良垣 → 嘉手納町 → 那覇市
18 17 19 19 25 23 121km

下関市 → 山ロ市 → 松江市 → 鳥取市 → 大阪市 → 和歌山市 → 賀田
70 273 120 280 95 358

→ 津市 → 岐阜市 → 名古屋市 → 静岡市 → 甲府市 → 小田原市 →
281 105 32 278 110 325
→ 横浜市 → 東京ゴール

120 280 95 358
津市 → 岐阜市 → 名古屋市 → 静岡市 → 甲府市 → 小田原市

81 105 32 278 110 325
横浜市 → 東京ゴール

25 35 (2001年元日) 2,490km 計6,368km

図 2 伊能ウオーク ｢ニッポンを歩こう｣ 予定コース

↓
281

一
節

以
外
に
、
一
県
す
べ
て
を
歩
く
隊
員
や
約
一
〇
日
だ

け
を
歩
く
区
間
隊
を
編
成
。
一
県
当
た
り
、
一
日
平

均
五
〇
〇
人
と
し
て
延
べ
約
五
、
0
0
0
人
。
全
国

で
約
二
五
万
人
が
歩
く
。

②

各
都
道
府
県
ご
と
に
、
平
均
一
万
人
が
参
加
す
る

ツ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
、
ス
リ
ー
デ
ー
マ
!
チ
を
最
低

一

回
は
開
催
。
四
七
都
道
府
県
で
約
五
五
万
人
が
参
加
。

⑧

約
五
五
〇
日
間
の
歩
行
期
間
中
、
ツ
ー
デ
ー
マ
ー

チ
な
ど
の
大
会
が
な
い
四
〇
〇
日
余
り
は
都
道
府
県

の
教
育
委
員
会
の
協
力
の
も
と
、
小
中
高
生
が
参
加
。

一
日
当
た
り
平
均
約
二
五
〇
人
で
一
〇
万
人
が
歩
く
。

④

日
韓
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
開
催
都
市
で
、
相
互
に

ウ
オ
ー
ク
大
会
を
開
催
。
こ
れ
を
伊
能
ウ
オ
ー
ク
と

し
て
開
催
、
一
大
会
平
均
一
万
人
で
一
〇
万
人
が
参

加
す
る
。

2

イ
ベ
ン
ト
、
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

①

ツ
ー
デ
ー
や
ス
リ
ー
デ
ー
マ
ー
チ
で
記
念
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
。

②

県
庁
所
在
地
や
主
要
駅
を
通
過
す
る
際
に
、
記
念

ウ
オ
ー
ク
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
や
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
を
開
催
、
伊
能
ウ
ォ
ー
ク
を
宣
伝
す
る
。
歩
測
大

会
な
ど
を
開
き
、
｢歩
測
名
人
｣
や
｢歩
測
達
人
｣
な

ど
の
話
題
性
も
盛
り
込
む
。

③

九
九
年
末
に
は
東
京
で
、
翌
年
二
月
に
は
大
阪
で



舞
台
劇

｢伊
能
忠
敬
物
語
｣
を
公
演
。

④

｢伊
能
忠
敬
物
語
｣
の
原
作
者
、
井
上
ひ
さ
し
の

講
演
会
、
国
土
地
理
院
や
伊
能
忠
敬
研
究
会
に
よ
る

勉
強
会
な
ど
、
関
連
イ
ベ
ン
ト
を
全
国
各
地
で
開
催

す
る
予
定
に
な

っ
て
い
る
。

【第
一
次
測
量
】
一
八
〇
〇
年
四
月
、
富
岡
八
幡
宮

に
参
拝
し
測
量
に
出
発
。
千
住
よ
り
奥
州
街
道
を
測
量

し
な
が
ら
北
上
、
北
海
道
西
別
に
至
り
帰
路
に
。

【第
二
次
測
量
】
一
八
〇
一
年
四
月
、
江
戸
を
西
下
、

沼
津
に
至
り
帰
路
に
。
六
月
房
総
半
島
を
周
り
北
上
、

下
北
半
島
を
周
り
野
辺
地
、
青
森
に
。
奥
州
街
道
を
再

測
量
し
な
が
ら
帰
路
に
。

【第
三
次
測
量
】
-
八
〇
三
年
六
月
、
奥
州
街
道
を

測
量
、
白
河
に
よ
り
山
形
、
秋
田
、
青
森
に
。
日
本
海

沿
岸
を
測
量
を
し
な
が
ら
南
下
、
高
田
、
高
崎
を
経
て

帰
着
。【第

四
次
測
量
】
-
八
〇
三
年
二
月
、
東
海
道
を
西

下
。
東
海
地
方
の
沿
岸
を
測
量
し
大
垣
、
敦
賀
に
。
能

登
半
島
、
糸
魚
川
、
佐
渡
に
。
長
岡
、
高
崎
、
熊
谷
を

経
て
帰
着
。

【第
五
次
測
量
】
一
八
〇
五
年
二
月
、
東
海
道
を
再

測
し
な
が
ら
西
進
、
紀
州
沿
岸
よ
り
大
阪
、
京
都
、
大

津
を
測
量
し
、
大
阪
、
岡
山
へ
。
一
八
〇
六
年
一
月
に

岡
山
を
出
発
。
広
島
、
下
関
を
周
り
日
本
海
沿
岸
を
北

進
、
敦
賀
に
。
大
津
、
熱
田
よ
り
帰
路
に
。

【第
六
次
測
量
】
-
八
〇
八
年
一
月
、
浜
松
か
ら
気

賀
街
道
を
測
量
、
京
都
か
ら
大
阪
、
四
国
地
方
を
測
量
。

【第
七
次
測
量
】
-
八
〇
九
年
八
月
、
岩
槻
街
道
、

中
山
道
を
経
由
し
伊
勢
に
。
九
州
の
宮
崎
、
鹿
児
島
を

測
量
、
中
国
地
方
の
内
陸
部
を
測
量
し
な
が
ら
大
阪
に
。

甲
州
街
道
を
経
て
帰
着
。

【第
八
次
測
量
】
一
八

-
-年
二
月
、
江
戸
を
出
発
。

九
州
北
部
、
対
島
な
ど
島
し
ょ
、
中
国
、
中
部
地
方
の

内
陸
部
を
測
量
。

【第
九
次
測
量
】
-
八
一
五
年
四
月
、
伊
豆
七
島
を

測
量
、
翌
一
六
年
に
は
江
戸
府
内
の
測
量
を
行
う
。

瀞
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鰯
幽
晦
嘩
道
路
協
会
の
概
要

村
上

行

弘

の
死
亡
者
数
も
一
万
人
を
切
る
所
ま
で
減
っ
て
い
ま
す
が
、

ま
だ
高
い
数
字
だ
と
思
い
ま
す
。

昭
和
四
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
、
大
阪
府
警
は
緊
急
措
置

と
し
て
、
自
転
車
が
歩
道
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
歩
道
を
走

っ
て
も
よ
い
、
と
い
う
決
断
を
し
ま
し
た
。
こ
の
処
置
に

よ
っ
て
自
転
車
乗
用
中
の
死
亡
事
故
は
明
ら
か
に
減
少
し
、

こ
の
成
果
を
み
て
道
路
交
通
法
で
も
、
自
転
車
は
原
則
と

し
て
歩
道
を
通
行
し
て
は
い
け
な
い
、
か
ら
、
｢自
転
車
お

よ
び
歩
行
者
専
用
｣
の
標
識
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
歩
道

を
通
行
し
て
も
よ
い

(道
交
法
第
十
四
条
三
、
一
項
)
と

改
正
さ
れ
た
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

｢自
転
車
歩
道
通
行
可
｣
の
措

置
は
、
あ
く
ま
で
緊
急
避
難
の
処
置
と
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
人
と
自
転
車
と
自
動
車
が
よ
り
安
全
に
通
行
で
き
る

道
路
及
び
通
行
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
早
急
に
抜
本
的
措

協
会
設
立
の
背
景
と
沿
革

節
自
転
車
道
路
協
会

(正
式
名
称
･
自
転
車
道
等
安
全

施
設
整
備
促
進
協
会
)
は
自
転
車
交
通
安
全
の
普
及
啓
蒙

と
自
転
車
道
等
自
転
車
安
全
施
設
の
整
備
促
進
を
目
的
と

し
て
、
昭
和
園
三
年
に
設
立
さ
れ
た
総
務
庁
認
可
の
公
益

法
人
で
す
。
今
年
九
月
に
創
立
三
〇
周
年
を
迎
え
ま
す
が
、

協
会
設
立
の
背
景
、
沿
革
を
説
明
い
た
し
ま
す
。

日
本
の
経
済
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
後
、
四
〇
年
初
頭

か
ら
年
間
二
桁
の
成
長
率
を
示
す
高
度
成
長
時
代
に
突
入

し
ま
し
た
。
国
民
の
所
得
は
倍
増
、
力
!

(自
家
用
自
動

車
)
、
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、
ク
ー
ラ
ー
の
三
C
時
代
が
到
来
し

た
の
で
す
。
庶
民
の
足
も
マ
イ
カ
ー
の
時
代
を
迎
え
ま
し

た
。自

家
用
車
の
保
有
台
数
は
、
昭
和
四
一
年
に
は
二
八
〇

万
台
で
し
た
が
五
〇
年
に
は
一
、
七
一
三
万
台
と
一
〇
年

間
で
六
･
三
倍
に
急
増
し
て
い
ま
す
。
自
転
車
も
人
ロ
の

都
市
集
中
化
に
加
え
て
ミ
ニ
サ
イ
ク
ル
が
主
婦
層
に
好
評

で
、
昭
和
園
一
年
に
は
二
、
五
四
三
万
台
で
あ
っ
た
も
の

が
、
五
〇
年
に
は
一
･
七
倍
の
四
、
三
九
三
万
台
に
増
え

ま
し
た
。

第
一
次
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
時
代
で
、

車
の
増
加
に
伴
っ
て
交
通
事
故
も
急
増
、
四
〇
年
代
中
頃

に
は
年
間
の
交
通
事
故
死
亡
者
数
は
一
五
、
0
0
0
人
を

超
え
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
自
転
車
乗
用
中
の
死
亡
者
は

約
一
割
を
占
め
て
い
ま
す
。
交
通
戦
争
と
い
う
新
語
が
生

ま
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。

交
通
事
故
の
多
発
は
大
き
な
社
会
問
題
と
な
り
、
交
通

政
策
、
道
路
政
策
に
お
い
て
諸
般
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
交
通
事
故
は
減
少
、
最
近
で
は
年
間
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置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

自
転
車
事
故
の
多
発
に
対
し
ま
し
て
、｢自
転
車
道
を
つ

く
っ
て
ほ
し
い
｣
と
の
声
が
上
が

っ
て
き
ま
し
た
。
“交
通

戦
争
に
第
三
の
道
を
"
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
自

転
車
道
路
建
設
促
進
の
活
動
が
始
ま
り
、
昭
和
四
二
年
四

月
に
自
転
車
道
路
建
設
促
進
協
議
会
と
し
て
発
足
し
た
の

が
、
当
協
会
の
母
体
と
な
り
翌
四
三
年
一
〇
月
に
㈱
自
転

車
道
路
協
会
と
し
て
認
可
さ
れ
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
ま

す
。地

球
温
暖
化
防
止
対
策
の
一
環
と
し
て
自
転
車
が
見
直

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
自
転
車
利
用
者
が
安
心
し
て
通
行
で

き
る
道
路
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
ま
す
。
当
協
会
も
今
後

を
見
据
え
た
事
業
を
積
極
的
に
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
と

思
い
ま
す
。

協
会
の
主
な
事
業

当
協
会
の
主
な
事
業
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

1

自
転
車
乗
用
環
境
整
備
促
進
に
関
す
る
調
査
研
究

事
業毎

年
、
自
転
車
交
通
安
全
と
自
転
車
道
等
の
整
備

促
進
に
関
す
る
研
究
テ
ー
マ
を
選
定
し
て
、
二
つ
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
研
究
の
成
果

に
つ
い
て
は
、
関
係
省
庁
、
地
方
自
治
体
、
関
係
諸

団
体
に
報
告
書
と
し
て
配
付
す
る
ほ
か
広
く
一
般
に

公
表
し
て
い
ま
す
。

2

サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
建
設
と
運
営
事
業

全
国
五
七
所
に
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル

(公

共
の
宿
泊
施
設
)
を
建
設
し
運
営
し
て
い
ま
す
。
管

理
に
つ
い
て
は
当
該
地
の
市
町
村

(又
は
第
三
セ
ク

タ
ー
)
に
業
務
委
託
を
し
て
実
施
し
て
い
ま
す
。

3

神
宮
外
苑
サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス
、
皇
居
前
パ
レ

ス
サ
イ
ク
リ
ン
グ
運
営
事
業

神
宮
外
苑
は
毎
日
曜
、
祝
日
毎
に
、
パ
レ
ス
サ
イ

ク
リ
ン
グ
は
日
曜
日
毎
に
開
場
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
五
〇
〇
台
程
度
各
種
類
の
レ
ン
タ
ル
サ
イ
ク
ル

を
用
意
し
て
い
ま
す
。

4

バ
イ
シ
ク
ル
･
ソ
サ
エ
テ
ィ
･
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ス

の
発
行
な
ど
の
情
報
発
信
事
業

B
S
N
ニ
ュ
ー
ス
は
季
刊
で
発
行
し
て
い
ま
す
。

(講
読
無
料
)

二
月
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
情
報
発
信
も

開
始
し
て
い
ま
す
。

教
育
用
ビ
デ
オ
を
制
作

平
成
九
年
四
月
現
在
の
自
転
車
が
通
行
で
き
る
道
路
は

約
九
万
四
、
○
○
○
瓢

こ
の
大
部
分
は
自
転
車
と
歩
行

者
が
共
用
す
る
道
路
と
な
っ
て
い
ま
す
。
自
転
車
の
速
度

は
一
四
如
/
時
で
歩
行
者
の
二
･
八
倍
、
こ
の
速
度
は
安

全
な
よ
う
で
危
険
な
状
態
と
い
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。

自
転
車
乗
用
中
の
交
通
事
故
死
亡
者
は
毎
年
約
一
、
0

0
0
人
に
の
ぼ
り
、
社
会
問
題
の
一
つ
に
な

っ
て
い
ま
す
。

交
通
ル
ー
ル
の
普
及
啓
蒙
が
不
可
欠
で
す
。
こ
の
た
め
当

協
会
で
は
昨
年
教
育
用
ビ
デ
オ
｢弓
す
の
弓
け
雪
Q
刃
O
P
A
1
自

転
車
道
路
を
走
る
ー
｣
(
一
五
分
)
を
制
作
い
た
し
ま
し

た
。
こ
の
な
か
か
ら
自
転
車
が
通
行
で
き
る
道
路
の
種
類

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

1

自
転
車
専
用
道
路

(写
真
ー
)

自
転
車
が
走
る
た
め
だ
け
に
つ
く
ら
れ
た
独
立
し

た
道
路
。

〔道
路
法
第
四
十
八
条
の
七
第
一
項

(自
転
車
専

用
道
路
等
の
構
造
こ

2

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路

(写
真
2
)

自
転
車
と
歩
行
者
が
通
行
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ

た
独
立
し
た
道
路
。

〔道
路
法
第
四
十
八
条
の
七
第
二
項

(自
転
車
専

用
道
路
等
の
構
造
こ

3

自
転
車
道

(写
真
3
)

車
道
や
歩
道
と
並
行
し
て
つ
く
ら
れ
た
自
転
車
用

の
道
路
の
部
分
。

〔道
路
構
造
令
第
二
条

(用
語
の
定
義
)
第
二
号

(自
転
車
道
こ

4

自
転
車
歩
行
者
道

(写
真
4
)

車
道
と
並
行
し
て
つ
く
ら
れ
た
自
転
車
歩
行
者
供

用
の
道
路
の
部
分
。

〔道
路
構
造
令
第
二
条

(用
語
の
定
義
)
第
三
号

(自
転
車
歩
行
者
道
こ
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5

自
転
車
の
歩
道
通
行
可

(写
真
4
)

自
転
車
が
通
行
し
て
も
よ
い
と
指
定
さ
れ
て
い
る

歩
道
。
た
だ
し
通
行
で
き
る
自
転
車
は
普
通
自
転
車

に
限
ら
れ
る
。

〔道
路
交
通
法
第
六
十
三
条
の
四
釜
日通
自
転
車
･

の
歩
行
通
行
)
第
一
項
〕

圏
普
通
自
転
車
と
は
、
車
体
の
大
き
さ
及
び
構
造

が
総
理
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
二
輪

又
は
三
輪
の
自
転
車
で
他
の
車
両
を
け
ん
引
し

て
い
な
い
も
の
。

〔道
路
交
通
法
第
六
十
三
条
の
三
。
道
路
交
通
法

施
行
規
則
九
条
の
二
並
日通
自
転
車
の
大
き
さ

等
こ

6

車
道

車
両
の
通
行
の
た
め
に
、
工
作
物
又
は
道
路
標
示

に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
道
路
の
部
分
。

〔道
路
交
通
法
第
二
条
舎
疋
義
)
第
一
項
第
三
号
〕

7

路
側
帯

歩
道
の
か
わ
り
に
路
端
に
つ
く
ら
れ
た
道
路
の
部

分
。

〔道
路
交
通
法
第
二
条

舎
疋
義
)
第
一
項
第
三
号

の
四
〕

〔道
路
標
識
･
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る

命
令
第
九
条

(種
類
等
)
別
表
第
五
〕

　　　　　　
　　 　　

　
写真 2 自転車歩行者専用道路路
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自転車道

　　　

　
　

き

真

蝋

写

　

　 　
　

写真 1 自転車専用道路



-
-
参

考
ー
ー

は
さ
く
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設
け
ら
れ

る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

二

自
転
車
道

専
ら
自
転
車
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
緑
石

線
又
は
さ
く
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設
け

ら
れ
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

三

自
転
車
歩
行
者
道

専
ら
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供

す
る
た
め
に
、
緑
石
綿
又
は
さ
く
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に

よ
り
区
画
し
て
設
け
ら
れ
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

四

車
道

専
ら
車
両
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
道

路
の
部
分

(自
転
車
道
を
除
く
。)
を
い
う
。

五

車
線

一
縦
列
の
自
動
車
を
安
全
か
つ
円
滑
に
通
行
さ
せ
る
た
め

に
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
車
道
の
部
分

(副
道
を
除
く
。)
を
い
う
。

六

登
坂
車
線

上
り
勾
配
の
道
路
に
お
い
て
速
度
の
著
し
く
低
下
す

る
車
両
を
他
の
車
両
か
ら
分
離
し
て
通
行
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
車
線
を
い
う
o

七

屈
折
車
線

自
動
車
を
右
折
さ
せ
、
又
は
左
折
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
車
線
を
い
う
。

八

変
速
車
線

自
動
車
を
加
速
さ
せ
、
又
は
減
速
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
車
線
を
い
う
。

九

中
央
帯

車
線
を
往
復
の
方
向
別
に
分
離
し
、
及
び
側
方
余
裕
を

確
保
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
道
路
の
部
分
を
い
う
。

九
の
二

副
道

盛
土
、
切
土
等
の
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
車
両
の
沿

道
へ
の
出
入
り
が
妨
げ
ら
れ
る
区
間
が
あ
る
場
合
に
当
該
出
入
り
を

確
保
す
る
た
め
、
当
該
区
間
に
並
行
し
て
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
車
道

の
部
分
を
い
う
o

十

路
肩

道
路
の
主
要
構
造
部
を
保
護
し
、
又
は
車
道
の
効
用
を
保

つ
た
め
に
、
車
道
、
歩
道
、
自
転
車
道
又
は
自
転
車
歩
行
者
道
に
接

続
し
て
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
道
路
の
部
分
を
い
う
。,

十
一

側
帯

車
両
の
運
転
者
の
視
線
を
誘
導
し
、
及
び
側
方
余
裕
を

確
保
す
る
機
能
を
分
担
さ
せ
る
た
め
に
、
車
道
に
接
続
し
て
設
け
ら

れ
る
帯
状
の
中
央
帯
又
は
路
肩
の
部
分
を
い
う
。

十
二

停
車
帯

主
と
し
て
車
両
の
停
車
の
用
に
供
す
る
た
め
に
設
け

ら
れ
る
帯
状
の
車
道
の
部
分
を
い
う
。

十
三

交
通
島

車
両
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
を
確
保
し
、
又
は
歩

行
者
の
横
断
の
安
全
を
図
る
た
め
に
、
交
差
点
、
車
道
の
分
岐
点
等
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〔道
路
法
〕

(自
転
車
専
用
道
路
等
の
指
定
)

第
四
十
八
条
の
七

道
路
管
理
者
は
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め

に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
ま
だ
供
用
の
開
始
が
な
い
道
路
又

は
道
路
の
部
分

(当
該
道
路
の
他
の
部
分
と
構
造
的
に
分
離
さ
れ
て
い

る
も
の
に
限
る
。
以
下
本
条
中
同
じ
。)
に
つ
い
て
、
区
間
を
定
め
て
、

も
っ
ぱ
ら
自
転
車
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
又
は
道
路
の
部
分

を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

道
路
管
理
者
は
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
ま
だ
供
用
の
開
始
が
な
い
道
路
又
は
道
路
の
部
分

に
つ
い
て
、
区
間
を
定
め
て
、
も
っ
ぱ
ら
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
一
般

交
通
の
用
に
供
す
る
道
路
又
は
道
路
の
部
分
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
↓。

3

道
路
管
理
者
は
、
交
通
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
に
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
ま
だ
供
用
の
開
始
が
な
い
道
路
又
は
道
路
の
部
分

に
つ
い
て
、
区
間
を
定
め
て
、
も
っ
ぱ
ら
歩
行
者
の
一
般
交
通
の
用
に

供
す
る
道
路
又
は
道
路
の
部
分
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

道
路
管
理
者

(市
町
村
で
あ
る
道
路
管
理
者
を
除
く
。)
は
、
前
三
項

の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
当
該
道
路
又
は
道
路
の
部
分
の
存
す
る
市
町
村
を
統
括
す
る
市
町

村
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

5

道
路
管
理
者
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
指

真
(

定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

写

(昭
四
六
法
四
六
･
追
加
)

自転車歩行者道 (写真左) 許可された歩道 (右)

〔道
路
構
造
令
〕

(用
語
の
定
義
)

第
二
条

こ
の
政
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

歩
道

専
ら
歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
緑
石
綿
又



に
設
け
ら
れ
る
島
状
の
施
設
を
い
う
。

十
三
の
二

植
樹
帯

専
ら
良
好
な
道
路
交
通
環
境
の
整
備
又
は
沿
道

に
お
け
る
良
好
な
生
活
環
境
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

樹
木
を
植
栽
す
る
た
め
に
緑
石
綿
又
は
さ
く
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

工
作
物
に
よ
り
区
画
し
て
設
け
ら
れ
る
帯
状
の
道
路
の
部
分
を
い
う
。

十
四

路
上
施
設

道
路
の
附
属
物

黛
ハ同
溝
を
除
く
。)
で
歩
道
、
自

転
車
道
、
自
転
車
歩
行
者
道
、
中
央
帯
、
路
肩
、
自
転
車
専
用
道
路
、

自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
又
は
歩
行
者
専
用
道
路
に
設
け
ら
れ
る
も

の
を
い
う
。

十
五

都
市
部

市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
地
域
又
は
市
街
地
を
形
成

す
る
見
込
み
の
多
い
地
域
を
い
う
。

十
六

地
方
部

都
市
部
以
外
の
地
域
を
い
う
。

十
七

計
画
交
通
量

道
路
の
設
計
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
、
当
該
道

路
の
存
す
る
地
域
の
発
展
の
動
向
、
将
来
の
自
動
車
交
通
の
状
況
等

を
勘
案
し
て
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
道
路
の

新
設
又
は
改
築
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
者
で
建
設
省
令
で
定
め

る
も
の
が
定
め
る
自
動
車
の
日
交
通
量
を
い
う
。

十
八

設
計
速
度

道
路
の
設
計
の
基
礎
と
す
る
自
動
車
の
速
度
を
い

まノ
o

十
九

視
距

車
線

(車
線
を
有
し
な
い
道
路
に
あ
っ
て
は
、
車
道
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。)
の
中
心
線
上
一
･二
メ
ー
ト
ル
の
高

さ
か
ら
当
該
車
線
の
中
心
線
上
に
あ
る
高
さ
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

物
の
頂
点
を
見
と
お
す
こ
と
が
で
き
る
距
離
を
当
該
車
線
の
中
心
線

に
沿
っ
て
測
っ
た
長
さ
を
い
う
。

(昭
四
六
政
二
五
二
･
昭
五
七
政
三
五
六
･
一
部
改
正
)

〔道
路
交
通
法
〕

(定
義
)

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
定
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

道
路

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
道
路
、
道
路
運
送
法

(昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

八
十
三
号
)
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
自
動
車
道
及
び
一
般
交
通

の
用
に
供
す
る
そ
の
他
の
場
所
を
い
う
。

二

歩
道

歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
緑
石
綿
又
は
さ
く
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
道
路
の
部
分
を

い
う
。

三

車
道

車
両
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
緑
石
綿
若
し
く
は
さ
く

そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
又
は
道
路
標
示
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ

た
道
路
の
部
分
を
い
う
。

三
の
二

木
線
車
道

高
速
自
動
車
国
道

(高
速
自
動
車
国
道
法

(昭

和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
)
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
又
は
自
動
車
専
用
道
路

(道
路
法
第
四
十
八

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路
を
い
う
。以
下
同
じ
。)

の
本
線
車
線
に
よ
り
構
成
す
る
車
道
を
い
う
。

三
の
三

自
転
車
道

自
転
車
の
通
行
の
用
に
供
す
る
た
め
緑
石
綿
又

は
さ
く
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
車
道

の
部
分
を
い
う
o

三
の
四

路
側
帯

歩
行
者
の
通
行
の
用
に
供
し
、
又
は
車
道
の
効
用

を
保
つ
た
め
、
歩
道
の
設
け
ら
れ
て
い
な
い
道
路
又
は
道
路
の
歩
道

の
設
け
ら
れ
て
い
な
い
側
の
路
端
寄
り
に
設
け
ら
れ
た
帯
状
の
道
路

の
部
分
で
、
道
路
標
示
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

四

横
断
歩
道

道
路
標
識
又
は
道
路
標
示

(以
下

｢道
路
標
識
等
｣

と
い
う
。)
に
よ
り
歩
行
者
の
横
断
の
用
に
供
す
る
た
め
の
場
所
で
あ

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

四
の
二

自
転
車
横
断
帯

道
路
標
識
等
に
よ
り
自
転
車
の
横
断
の
用

に
供
す
る
た
め
の
場
所
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分

を
こい
う
。

五

交
差
点

十
字
路
、
丁
字
路
そ
の
他
二
以
上
の
道
路
が
交
わ
る
場

合
に
お
け
る
当
該
二
以
上
の
道
路

(歩
道
と
車
道
の
区
別
の
あ
る
道

路
に
お
い
て
は
、
車
道
)
の
交
わ
る
部
分
を
い
う
。

六

安
全
地
帯

路
面
電
車
に
乗
降
す
る
者
若
し
く
は
横
断
し
て
い
る

歩
行
者
の
安
全
を
図
る
た
め
道
路
に
設
け
ら
れ
た
島
状
の
施
設
又
は

道
路
標
識
及
び
道
路
標
示
に
よ
り
安
全
地
帯
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

七

車
両
通
行
帯

車
両
が
道
路
の
定
め
ら
れ
た
部
分
を
通
行
す
べ
き

こ
と
が
道
路
標
示
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
道
路

標
示
に
よ
り
示
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
を
い
う
。

八

車
両

自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
車
両
及
び
ト
ロ
リ
ー
バ

ス
を
むい
>フ
。

九

自
動
車

原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は
架
線
に
よ
ら
な

い
で
運
転
す
る
車
で
あ
っ
て
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
身
体
障
害
者

用
の
車
い
す
以
外
の
も
の
を
い
う
。

十

原
動
機
付
自
転
車

総
理
府
令
で
定
め
る
大
き
さ
以
下
の
総
排
気

量
又
は
定
格
出
力
を
有
す
る
原
動
機
を
用
い
、
か
つ
、
レ
ー
ル
又
は

架
線
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る
車
で
あ
っ
て
、
身
体
障
害
者
用
の
車

い
す
以
外
の
も
の
を
い
う
。

十
一

軽
車
両

自
転
車
、
荷
車
そ
の
他
人
若
し
く
は
動
物
の
力
に
よ

り
、
又
は
他
の
車
両
に
牽
引
さ
れ
、
か
つ
、
レ
ー
ル
に
よ
ら
な
い
で

運
転
す
る
車
(そ
り
及
び
牛
馬
を
含
む
。)
で
あ
っ
て
、
身
体
障
害
者

用
の
車
い
す
及
び
小
児
用
の
車
以
外
の
も
の
を
い
う
。

十
一
の
二

自
転
車

ペ
ダ
ル
又
は
ハ
ン
ド
･
ク
ラ
ン
ク
を
用
い
、
か

つ
、
八
の
力
に
よ
り
運
転
す
る
二
輪
以
上
の
車

(
レ
ー
ル
に
よ
り
運

転
す
る
車
を
除
く
。)で
あ
っ
て
、
身
体
障
害
者
用
の
車
い
す
及
び
小

児
用
の
車
以
外
の
も
の
を
い
う
。

十
一
の
三

身
体
障
害
者
用
の
車
い
す

身
体
の
障
害
に
よ
り
歩
行
が

困
難
な
者
の
移
動
の
用
に
供
す
る
た
め
の
車
い
す

(原
動
機
を
用
い

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の

に
限
る
。)
を
い
う
o

十
二

ト
ロ
リ
ー
バ
ス

架
線
か
ら
供
給
さ
れ
る
電
力
に
よ
り
、
か
つ
、

レ
ー
ル
に
よ
ら
な
い
で
運
転
す
る
車
を
い
う
。

十
三

路
面
電
車

レ
ー
ル
に
よ
り
運
転
す
る
車
を
い
う
。

十
四

信
号
機

電
気
に
よ
り
操
作
さ
れ
、
か
つ
、
道
路
の
交
通
に
関

し
、
灯
火
に
よ
り
交
通
整
理
等
の
た
め
の
信
号
を
表
示
す
る
装
置
を

い
,フ
。

十
五

道
路
標
識

道
路
の
交
通
に
関
し
、
規
制
又
は
指
示
を
表
示
す

る
標
示
板
を
い
う
o

十
六

道
路
標
示

道
路
の
交
通
に
関
し
、
規
制
又
は
指
示
を
表
示
す

びよう

る
標
示
で
、
路
面
に
ぇ
が
か
れ
た
道
路
鋲
、
ペ
イ
ン
ト
、
石
等
に
よ

る
線
、
記
号
又
は
文
字
を
い
う
。

十
七

運
転

道
路
に
お
い
て
、
車
両
又
は
路
面
電
車

(以
下

｢車
両

等
｣
と
い
う
。)
を
そ
の
本
来
の
用
い
方
に
従
っ
て
用
い
る
こ
と
を
い

　　　　

十
八

駐
車

車
両
等
が
客
待
ち
、
荷
待
ち
、
貨
物
の
積
卸
し
、
故
障

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
継
続
的
に
停
止
す
る
こ
と

(貨
物
の
積
卸
し
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の
た
め
の
停
止
で
五
分
を
こ
え
な
い
時
間
内
の
も
の
及
び
八
の
乗
降

の
た
め
の
停
止
を
除
く
。)、
又
は
車
両
等
が
停
止
し
、
か
つ
、
当
該

車
両
等
の
運
転
を
す
る
者

(以
下
｢運
転
者
｣
と
い
う
。)
が
そ
の
車

両
等
を
離
れ
て
直
ち
に
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
こ

,と
を
むい
う
。

十
九

停
車

車
両
等
が
停
止
す
る
こ
と
で
駐
車
以
外
の
も
の
を
い
う
。

二
十

徐
行

車
両
等
が
直
ち
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
速

度
で
進
行
す
る
こ
と
を
い
う
。

二
十
一
迫
越
し

車
両
が
他
の
車
両
等
に
追
い
つ
い
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
進
路
を
変
え
て
そ
の
追
い
つ
い
た
車
両
等
の
側
方
を
通
過

し
、
か
つ
、
当
該
車
両
等
の
前
方
に
出
る
こ
と
を
い
う
。

二
十
二

進
行
妨
害

車
両
等
が
、
進
行
を
継
続
し
、
又
は
始
め
た
場

合
に
お
い
て
は
危
険
を
防
止
す
る
た
め
他
の
車
両
等
が
そ
の
速
度
又

は
方
向
を
急
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
き
に
、
そ
の
進
行
を
継
続
し
、
又
は
始
め
る
こ
と
を
い
う
。

二
十
三

交
通
公
害

道
路
の
交
通
に
起
因
し
て
生
ず
る
大
気
の
汚
染
、

騒
音
及
び
振
動
の
う
ち
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
っ
て
、
人
の

健
康
又
は
生
活
環
境
に
係
る
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
い
う
。

2

道
路
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
区
画
線
は
、

こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
総
理
府
令
･
建
設
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
道
路
標
示
と
み
な
す
。

3

こ
の
法
律
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
者
は
、
歩
行

者
と
す
る
。

一
身
体
障
害
者
用
の
車
い
す
又
は
小
児
用
の
車
を
通
行
さ
せ
て
い
る

者
二

自
動
二
輪
車
、
三
輪
の
原
動
機
付
自
転
車
又
は
二
輪
若
し
く
は
三

輪
の
自
転
車

(こ
れ
ら
の
車
両
で
側
車
付
き
の
も
の
及
び
他
の
車
両

を
牽
引
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。)
を
押
し
て
歩
い
て
い
る
者

(昭
三
八
法
九
0
･
昭
三
九
法
九
÷

昭
四
〇
法
九
六
･昭
四
五
法
八
六
･

昭
四
五
法
一
四
三
･
昭
四
六
法
八
八
･
昭
四
六
法
九
八
･
昭
五
三
法

五
三
･
平
元
法
八
二
･
平
元
法
八
三
･
平
四
法
四
三
･
一
部
改
正
)

(自
転
車
道
の
通
行
区
分
)

第
六
十
三
条
の
三

車
体
の
大
き
さ
及
び
構
造
が
総
理
府
令
で
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
二
輪
又
は
三
輪
の
自
転
車
で
、
他
の
車
両
を
牽
引
し
て

い
な
い
も
の

(以
下
こ
の
節
に
お
い
て

｢普
通
自
転
車
｣
と
い
う
。)

は
、
自
転
車
道
が
設
け
ら
れ
て
い
る
道
路
に
お
い
て
は
、
自
転
車
道
以

外
の
車
道
を
横
断
す
る
場
合
及
び
道
路
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り

や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
自
転
車
道
を
通
行
し
な
け
ら
ば
な
ら
な

い
。(罰

則

第
百
二
十
一
条
第

一
項
第
五
号
)

(普
通
自
転
車
の
歩
道
通
行
)

第
六
十
三
条
の
四

普
通
自
転
車
は
、
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
歩
道
を
通
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
普
通
自
転
車
は
、
当
該
歩
道
の
中
央
か
ら

車
道
寄
り
の
部
分

(道
路
標
識
等
に
よ
る
通
行
す
べ
き
部
分
が
指
定
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
さ
れ
た
部
分
)
を
徐
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
ま
た
、
普
通
自
転
車
の
進
行
が
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
こ
と

と
な
る
と
き
は
、
一
時
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(罰
則

第
二
項
に
つ
い
て
は
第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
五
号
)

(昭
五
三
法
五
三
･
追
加
)

〔道
路
交
通
法
施
行
規
則
〕

(普
通
自
転
車
の
大
き
さ
等
)

第
九
条
の
二

法
第
六
十
三
条
の
三
の
総
理
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
車
体
の
大
き
さ
は
、
次
に
掲
げ
る
長
さ
及
び
幅
を
超
え
な
い
こ
と
。

イ

長
さ

百
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

口

幅

六
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ニ

車
体
の
構
造
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

側
車
を
付
し
て
い
な
い
こ
と
。

ロ

ー
の
運
転
者
席
以
外
の
乗
車
装
置

(幼
児
用
座
席
を
除
く
。)
を

備
え
て
い
な
い
こ
と
o

ハ

制
動
装
置
が
走
行
中
容
易
に
操
作
で
き
る
位
置
に
あ
る
こ
と
。

ニ

歩
行
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
鋭
利
な
突
出
部
が
な

い
こ
,と
。

道
路
交
通
法
施
行
規
則

〔道
路
標
識
･
区
画
線
及
び
道
路
標
示
に
関
す
る
命
令
〕

(種
類
等
)

第
九
条

道
路
標
示
の
種
類
、
設
置
場
所
等
は
、
別
表
第
五
の
と
お
り
と

す
る
。(昭

三
八
総
府
建
令

一

規
制
標
示

一
部
改
正
、
昭
四
六
総
府
建
令
一
･
旧
第

八
条
繰
下
)

別
表
第
五

(第
九
条
関
係
)
(昭
四
六
総
府
建
令
一
･全
改
、
昭
五
〇
総

府
建
令
一
･
昭
五
三
総
府
建
令
一
･
昭
六
〇
総
府
建
令
一
･

昭
六
一
総
府
建
令
二
･
平
四
総
府
建
令
一
･
平
四
総
府
建
令

一
÷

一
部
改
正
)

歩
行
者
用
路
側
帯

駐
停
車
禁
止
路
側
帯

路

側

帯

種

類

(108の3) (108の2) ⑲
番
号

交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
四
、
第
十
七
条
の
二
第

一
項
及
び
第
四
十
七
条
第
三
項
の
道
路
標
示
に
よ
り
、
路

側
帯
に
お
け
る
軽
車
両
の
通
行
並
び
に
車
両
の
駐
車
及
び

停
車
を
禁
止
す
る
こ
と
o

交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
四
及
び
第
四
十
七
条
第

三
項
の
道
路
標
示
に
よ
り
、
路
側
帯
に
お
け
る
車
両
の
駐

車
及
び
停
止
を
禁
止
す
る
こ
と
。

交
通
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
四
に
規
定
す
る
路
側
帯

で
あ
る
こ
と
o

表
示
す
る
意
味

路
側
帯
に
お
け
る
軽
車
両
の
通
行
並
び
に
車
両
の
駐
車
及

び
停
止
を
禁
止
す
る
道
路
の
区
間

路
側
帯
に
お
け
る
車
両
の
駐
車
及
び
停
止
を
禁
止
す
る
道

路
の
区
間

路
側
帯
を
設
け
る
道
路
の
区
間

設

置

場

所

/̂“

(側
自
転
車
道
等
安
全
施
設
整
備
促
進
協
会
専
務
理
事
)
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一
は
じ
め
に

道
路
は
、
昔
か
ら
人
や
物
資
の
流
れ
に
大
き
な
役

割
を
果
た
す
最
も
基
本
的
な
社
会
基
盤
で
あ
る
と
同

時
に
、
文
化
や
歴
史
が
行
き
交
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。

近
年
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
都
市
に
お
け

る
避
難
路
、
火
災
延
焼
の
遮
断
空
間
と
し
て
の
防
災

ス
ペ
ー
ス
、
電
力
、
電
話
、
ガ
ス
、
上
･
下
水
道
等

の
収
容
に
必
要
な
収
容
ス
ペ
ー
ス
、
良
好
な
市
街
地

を
形
成
す
る
都
市
ス
ペ
ー
ス
、
ア
メ
ニ
テ
ィ
等
を
提

供
す
る
環
境
ス
ペ
ー
ス
等
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

国
民
生
活
や
経
済
活
動
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
道
路
は
あ
ま
り
に
も
身
近
な
存
在
で
あ

る
た
め
に
、
そ
の
重
要
性
が
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
す
。

こ
の
た
め
建
設
省
と
し
て
は
、
毎
年
八
月
を

｢道

路
を
ま
も
る
月
間
｣
と
し
て
定
め
、
安
全
で
快
適
な

道
路
環
境
の
保
持
に
努
め
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
行
事
の
一
環
と
し

て
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
改
め
て
道
路
の
意
義
や
重
要

性
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
き
、
道
路
愛
護
の
普
及
、

高
揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
｢道
路
を
ま
も
る

月
間
｣
推
進
標
語
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

二

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
に
つ
い
て

国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
道
路
は
、
昭
和
二
〇
年

代
後
半
か
ら
道
路
交
通
需
要
の
増
大
に
対
応
す
る
た

め
整
備
が
図
ら
れ
、
昭
和
二
九
年
度
の
第
1
次
道
路

整
備
五
箇
年
計
画
の
発
足
を
契
機
に
本
格
化
し
、
国

民
の
日
常
生
活
や
経
済
活
動
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
、
昭
和
三
〇
年
代
に
入
る
と
、
高
度
成
長

期
を
迎
え
道
路
交
通
需
要
は
急
激
に
増
大
し
、
所
得

水
準
の
向
上
に
伴
い
モ
ビ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
要
求
と

と
も
に
、
道
路
の
意
義
･
整
備
の
重
要
性
･
機
能
の

大
切
さ
等
に
対
す
る
国
民
の
関
心
も
高
ま
っ
て
き
ま

し
た
。

こ
の
た
め
、
各
道
路
管
理
者
、
関
係
省
庁
、
関
係

団
体
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
安
全
で
快
適
な
道
路

環
境
を
保
持
す
る
た
め
、
交
通
安
全
施
設
等
の
点
検

と
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
道
路
の
正
し
い
利

用
の
啓
発
と
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
を
図
り
、
道
路

を
常
に
広
く
美
し
く
、
安
全
に
利
用
す
る
気
運
を
高

め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
第
2
次
道
路
整
備
五
箇

年
計
画
の
初
年
度
で
あ
る
昭
和
三
三
年
度
か
ら

｢道

路
を
ま
も
る
月
間
｣
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

昭
和
三
九
年
度

(第
七
回
)
ま
で
は
、
国
土
建
設

週
間
で
あ
る
七
月
一
〇
日
か
ら
七
月
一
六
日
に
合
わ

せ
て
、
七
月
一
〇
日
か
ら
八
月
九
日
ま
で
の
一
カ
月
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間
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
四
○
年
度

(第
八

回
)
か
ら
は
、
生
徒
及
び
児
童
に
も
こ
の
月
間
の
諸

活
動
に
参
加
し
て
も
ら
い
、
道
路
愛
護
の
精
神
を
よ

り
一
層
高
め
て
も
ら
う
な
ど
、
国
民
一
人
一
人
の
参

加
、
協
力
を
得
る
た
め
に
、
比
較
的
参
加
の
機
会
の

得
や
す
い
、
夏
休
み
期
間
中
で
あ
る
現
行
の
八
月
一

日
か
ら
八
月
三
一
日
ま
で
の
一
カ
月
間
に
な
り
ま
し

た
。平

成
一
〇
年
度
も
八
月
一
日
か
ら
八
月
三
一
日
ま

で
の
一
カ
月
間
を

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
と
し
て
、

建
設
省
を
は
じ
め
都
道
府
県
な
ど
の
各
道
路
管
理
者

は
、
関
係
省
庁
、
関
係
団
体
等
の
協
力
を
得
て
実
施

す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

三

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣推
進
標
語
に

つ
い
て

道
路
を
安
全
で
快
適
な
も
の
と
し
て
保
持
し
て
い

く
た
め
、
道
路
管
理
者
の
日
常
の
努
力
は
勿
論
の
こ

と
、
国
民
一
人
一
人
が
道
路
愛
護
に
対
す
る
認
識
を

持
ち
、
行
動
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
ま
ず
道
路
管
理
者
自
身

の
道
路
に
対
す
る
意
識
と
愛
護
精
神
を
高
め
る
た
め
、

毎
年

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
推
進
標
語
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

は
じ
ま
り
は
、
昭
和
四
一
年
度
の
第
九
回
目
か
ら

建
設
省
職
員
を
対
象
に
募
集
し
、
優
秀
作
一
点
、
佳

作
二
点
を
選
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
五
六
年
度

の
第
二
四
回
目
か
ら
は
、
募
集
を
都
道
府
県
、
指
定

市
、
道
路
関
係
四
公
団
に
広
げ
て
入
選
作
品
を
優
秀

作
一
点
、
佳
作
五
点
と
し
ま
し
た
。
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昭
和
四
一
年
度
か
ら
平
成
八
年
度
ま
で
に
入
選
さ

れ
た
推
進
標
語
は
、
優
秀
作
三
一
点
、
佳
作
=

○

点
に
の
ぼ
り
、
各
年
度
の
優
秀
作
品
は

｢道
路
を
ま

も
る
月
間
｣
期
間
中
に
道
路
情
報
板
、
垂
れ
幕
、
横

断
幕
や
ポ
ス
タ
ー
に
掲
載
す
る
な
ど
各
種
広
報
活
動

に
活
用
し
、
本
月
間
の
推
進
に
役
立
て
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
九
年
度
か
ら
は
、
道
路
管
理
者
の
み

な
ら
ず
国
民
の
皆
さ
ん
に
、
生
活
の
向
上
と
経
済
の

発
展
に
結
び
つ
き
を
持
つ
国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る

道
路
を
安
全
で
快
適
な
も
の
と
し
て
維
持
し
、
子
孫

に
受
け
継
い
で
い
く
と
い
う
認
識
に
た
っ
て
い
た
だ

く
た
め
に
、
道
路
を
愛
護
す
る
気
運
を
社
会
的
に
高

め
る
と
い
う
趣
旨
か
ら

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
推

進
標
語
を
広
く
一
般
か
ら
募
集
し
て
い
ま
す
。

四

平
成
一
〇
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月

間
｣
推
進
標
語
の
募
集
に
つ
い
て

国
民
の
日
常
生
活
や
経
済
活
動
に
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
基
本
的
施
設
で
あ
る
道
路
は
、
あ
ま
り
に
も

身
近
で
あ
る
た
め
に
そ
の
重
要
性
が
見
過
ご
さ
れ
が

ち
で
す
。

こ
の
た
め
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
、
あ
ま
り
に
も
身

近
す
ぎ
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
道
路
の
意
義
･
重
要

性
を
、
あ
ら
た
め
て
考
え
、
道
路
愛
護
の
精
神
を
高

め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
｢道
路
を
ま
も
る
月

間
｣
の
行
事
の
一
環
と
し
て
、
平
成
一
〇
年
度

｢道

路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
推
進
標
語
を
、
｢国
民
共
通
の

財
産
で
あ
る
道
路
は
、
常
に
広
く
、
美
し
く
、
安
全

に
｣
を
テ
ー
マ
に
広
く
一
般
か
ら
募
集
し
て
い
ま
す
。

応
募
作
品
は
、
俳
優
の
渡
辺
文
雄
さ
ん
、
元
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
･
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選
手
の
陣
内
貴
美
子
さ

ん
等
の
審
査
員
に
よ
っ
て
厳
正
に
審
査
さ
れ
ま
す
。

そ
の
結
果
、
最
優
秀
賞
一
点
、
優
秀
賞
五
点
が
選
定

さ
れ
、
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣期
間
中
に
道
路
情
報

板
、
垂
れ
幕
等
で
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

選
定
さ
れ
た
推
進
標
語
の
発
表
は
、
八
月
の

｢道

路
を
ま
も
る
月
間
｣
に
あ
わ
せ
て
、
入
賞
者
に
は
直

接
通
知
し
ま
す
と
と
も
に
、
広
報
誌
等
に
掲
載
し
ま

す
。
ま
た
、
最
優
秀
賞
に
は
建
設
大
臣
賞

(賞
状
)

を
、
優
秀
賞
に
は
建
設
省
道
路
局
長
賞

(賞
状
)
を

授
与
し
、
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
副
賞
を
授
与
し
ま

す
。標

語
は
、
募
集
要
領
に
よ
り
広
く
募
集
し
ま
す
の

で
、
奮
っ
て
応
募
く
だ
さ
い
。
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《応募要領》

官製ハガキに標語 1点と、 氏名、 住所、 電話番号、 性別、　
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蠕
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房
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ヲ
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と

募
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表

道
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応

平
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｢

る
賞
最
優

間
建

)

)

爛

圏

　

　



国有林野を道路敷地として
使用する場合の取扱いについて

道路局路政課

有料無
料の別 道路の種類等 現在の取扱い

般

道

路

一般国道
(直轄)

昭53.4以降新規有償化

昭52.3以前の既供用3,000万円以上 有償化
3 ,000万円未満 無 償

(補助) 直轄に準じ指導

都道府県道

(主要)
昭58,4以降新規有償化、 取得費補助対象、 供用済

無償

(一般)
昭63.4以降新規有償化、 取得費補助対象、 供用済

無償

(開発道路)

昭62.9工事着手 (特別事情のある場合工事完了)

までに有償化、 既着手のものは、 工事完了時まで

に有償化。

市町村道

(一般)
昭63,4以降新規有償化、 取得費補助対象、 供用済

無償

(特例)
山村 ･過疎 ･豪雪 ･興

産事業 (代行を除く)
無償、取得費補助対象外

有
料
道
路

高速自動車国道 昭55.4以降新規、 供用済とも有償化

一般有料

一般国道

都道府県道

市町村道

道路公団 昭55.4以降新規有償化、 供用済は協議継続(無償)

道路公社
平元.4以降新規有償化、供用済は原則有償化 ("u
外 3路線)

都道府県道

市町村道
都道府県
市町村

平元,4以降新規有償化、供用済無償

国
有
林
野
を
道
路
敷
と
し
て
無
償
使
用
し
て
い
ま

す
が
、
契
約
更
新
等
に
際
し
有
償
化
を
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
現
在
の
各
道
路
種
別
ご
と
の
取
り
扱
い
に

つ い
　

て
教
授
く
だ
さ
い

現
在
の
取
り
扱
い
を
ま
と
め
る
と
次
の
表
の
と
お

り
で
あ
る
。
な
お
、
道
路
管
理
者
別
に
発
出
さ
れ
て

い
る
通
達
等
に
よ
り
、
今
後
と
も
関
係
営
林
局
等
と

協
議
を
進
め
適
切
な
対
応
を
さ
れ
た
い
。
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解
説

深
刻
化
す
る
国
有
林
野
事
業
の
経
営
全
般
を
改
善

す
る
た
め
、
林
野
庁
で
は
国
有
林
野
事
業
改
善
特
別

措
置
法
に
基
づ
き
、｢国
有
林
野
事
業
の
改
善
に
関
す

る
計
画
｣
を
定
め
、
以
降
数
次
に
わ
た
っ
て
計
画
の

見
直
し
を
行
い
、
事
業
運
営
の
効
率
化
、
自
己
収
入

の
確
保
等
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
成
二

年
七
月
に
は
国
有
林
野
事
業
に
関
す
る
行
政
監
察
の

中
で

｢無
償
貸
付
地
の
有
償
化
｣
の
勧
告
を
受
け
、

ま
た
、
同
年
一
二
月
に
は

｢国
有
林
野
事
業
経
営
改

善
大
綱
｣
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
庁
で
は
同
大
綱
を

受
け
平
成
三
年
七
月
に

｢第
四
次
国
有
林
野
事
業
の

改
善
に
関
す
る
計
画
｣
を
策
定
し
、
現
在
こ
れ
に
基

づ
き
無
償
貸
付
地
等
の
有
償
化
を
図
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

建
設
省
は
林
野
庁
か
ら
の
要
請
を
受
け
、
関
係
法

令
及
び
各
道
路
管
理
者
の
財
政
状
況
等
を
勘
案
し
た

上
で
、
こ
れ
に
応
え
る
形
で
有
償
化
に
協
力
す
る
こ

と
と
し
、
関
係
道
路
管
理
者
に
対
し
通
達
等
を
発
し
、

順
次
有
償
化
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な

お
、
こ
れ
ら
通
達
等
に
お
い
て
は
、
有
償
化
の
対
象

と
な
る
道
路
の
範
囲
等
を
限
定
し
て
い
る
の
で
、
こ

れ
以
外
の
道
路
に
つ
い
て
は
有
償
化
の
義
務
は
な
い

も
の
と
考
え
る
o

費
疑

念

国
有
林
野
を
無
償
借
受
し
て
い
た
県
道
及
び
町
道

が
そ
れ
ぞ
れ
国
道
及
び
県
道
に
昇
格
し
た
が
、
昇
格

に
際
し
契
約
改
定
等
の
手
続
き
を
行
わ
な
か
っ
た
た

め
、
契
約
違
反
を
理
由
に
新
規
の
有
償
所
管
換

(有

償
使
用
)
を
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
対
応
如
何
。

国
管

2

昇
格
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
官
報
告
示
等
に
よ

り
営
林
署
側
も
知
り
得
る
立
場
に
あ
り
、
道
路
管
理

者
が
一
方
的
に
非
難
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

る
↓。契

約
更
新
か
新
規
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
契
約

内
容
に
従
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
、
昇
格
時
の
規

定
等
が
な
い
場
合
に
は
当
事
者
間
の
協
議
に
よ
り
決

定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
通
達
等
の
適
用
は
、

現
在
の
道
路
種
別
に
よ
り
解
す
る
こ
と
が
適
当
で
、

昇
格
国
道
も
国
道
で
あ
る
以
上
は
六
一
年
の
国
道
第

二
課
長
通
達
を
参
考
に
原
則
有
償
化
を
図
る
べ
き
で
、

改
築
等
に
合
わ
せ
て
適
切
に
対
応
さ
れ
た
い
。

お
な
、
こ
の
場
合
で
も
、
評
価
額
三
、
○
○
0
万

円
未
満
の
も
の
は

｢当
面
従
前
ど
お
り
｣
で
あ
り
、

ま
た
、
予
算
措
置
等
の
事
情
に
よ
り

(無
償
)
使
用

承
認
の
途
も
開
か
れ
て
い
る
。
(上
記
通
達
及
び
同
通

達
参
考
林
野
庁
業
務
第
二
課
長
通
達
参
照
。)

県
道
昇
格
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
道
と

そ
の
取
扱
い
に
差
異
は
な
い

(引
き
続
き
無
償
使
用

が
可
能
)
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
調
整
を
図
ら
れ
た

い
。
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質
疑
を
3

平
成
九
年
四
月
に
建
設
省
と
林
野
庁
が
確
認
書
を
交

わ
し
た
こ
と
等
を
理
由
に
、
営
林
局
よ
り
更
な
る
有

償
化
を
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
対
応
如
何
。

回
答
＼"

｢道
路
敷
と
し
て
現
に
貸
付
又
は
使
用
承
認
し
て

い
る
国
有
財
産
(土
地
)
の
評
価
に
関
す
る
確
認
書
｣

(平
成
九
年
四
月
一
日
付
け
林
野
庁
業
務
第
二
課
鑑

定
調
整
官
、
建
設
省
国
道
課
長
補
佐
、
地
方
道
課
長

補
佐
及
び
調
整
課
用
地
調
整
官
)
及
び

｢林
野
庁
所

管
の
国
有
林
野
を
国
道
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
場
合

の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成
九
年
四
月
二
五
日
付
け

国
道
課
建
設
専
門
官
事
務
連
絡
)
は
、
従
前
か
ら
道

路
敷
と
な
っ
て
い
る
国
有
林
野
の
有
償
所
管
換
に
際

し
、
財
産
評
価
の
確
定
が
難
航
し
所
管
換
が
遅
れ
て

い
る
と
の
、
林
野
庁
か
ら
の
申
し
入
れ
を
受
け
、
評

価
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
対
象
財
産
の
残
価
率

(減

価
率
)
の
基
準
及
び
そ
の
取
扱
い
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
新
た
に
有
償
所
管
換
の
対
象
範



圏
を
拡
大
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
取

扱
い
は
回
答
1
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
の
で
注
意
さ

れ
た
い
。

財
産
価
格
の
確
定
に
際
し
て
は
、
関
係
事
務
連
絡

等
を
参
考
に
適
切
に
行
わ
れ
た
い
。

参
考

○
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
所
属
の
国
有
財
産
を
一

般
国
道
の
道
路
用
地
と
し
て
所
管
換
え
す
る
場
合

の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

昭
和
六
一
年
四
月
一
日

建
設
省
道
一
発
第
二
一
号

建
設
省
道
路
局
国
道
第
一
課
長
か
ら
地
方
建
設
局
道

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
四
年
一
月
二
〇
日
付
け
建
設
省
道
一

発
第
四
号

(建
設
省
道
路
局
国
道
第

一
課
長
通
達
)
に
よ
り
処
理
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
別
添
の
と
お
り
林
野
庁
と
覚

え
書
き
が
交
換
さ
れ
た
の
で
そ
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
的
確
な
事
務
処

理
を
図
ら
れ
た
い
。

(別
添
省
略
)

○
林
野
庁
所
管
の
国
有
林
野
を
国
道
敷
地
と
し
て
使

用
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　　
　
　　　　
　

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
四
年
一
月
二
三
日
付
け
建
設
省
道
二

発
第
一
号

(建
設
省
道
路
局
国
道
第
二
課
長
通
知
)
に
よ
り
処
理
さ

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
林
野
庁
か
ら
昭
和
五
二
年

度
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
、
国
有
財
産
法
第

一
五
条
の
規
定
に
基
づ

き
処
理
し
た
い
旨
申
し
入
れ
が
あ
り
、
相
互
に
協
議
を
重
ね
た
結
果
、

別
紙
覚
書
の
と
お
り
合
意
に
達
し
た
の
で
通
知
す
る
。

な
お
、
事
後
処
理
に
つ
い
て
は
、
下
記
事
項
に
留
意
の
う
え
措
置

さ
れ
た
い
。

記

1

有
償
処
理
と
な
る
財
産
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
建
設
省
所
管
国

有
財
産
取
扱
規
則

(昭
和
三
〇
年
建
設
省
訓
令
第
一
号
)
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
部
局
長
の
管
轄
す
る
区
域
に
お
け
る
路
線
ご

と
に
林
野
庁
の
国
有
林
野
評
価
要
領
に
よ
り
評
価
し
た
価
格
が
、

三
、
0
0
0
万
円
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

2

現
行
の
使
用
承
認
の
期
間
満
了
後
、
順
次
有
償
所
管
換
を
行
う

こ
と
と
な
る
が
、
各
都
道
府
県
の
事
情
に
よ
る
対
応
も
考
え
ら
れ

る
の
で
、
有
償
処
理
の
方
法
･
時
期
に
つ
い
て
は
、
所
轄
の
営
林

局
と
十
分
協
議
す
る
こ
と
o

(別
紙
)

一
般
国
道
の
道
路
数
と
な
っ
て
い
る
国
有
林
野
の
取
扱
い
に
関

す
る
覚
書

六
一
林
野
業
二
第
一
〇
六
号

道

政
発

第

三
八

号

昭
和
六

一
年
四
月

一
目

林
野
庁
業
務
部
業
務
第
二
課
長

伊
藤
威
彦

◎

建
設
省
道
路
局
路
政
課
長

原

隆
之

◎

林
野
庁
業
務
部
業
務
第
二
課
長
及
び
建
設
省
道
路
局
路
政
課
長
は
、

一
般
国
道
の
道
路
敷
と
な
っ
て
い
る
国
有
林
野
の
取
扱
い
に
関
し
、

下
記
の
と
お
り
了
解
し
、
覚
書
を
交
換
す
る
。

記

昭
和
五
二
年
度
以
前
に
工
事
が
完
了
し
て
い
る
一
般
国
道
の
指
定

区
間
の
敷
地
で
あ
っ
て
、
国
有
林
野
を
無
償
の
使
用
承
認
に
よ
り
使

用
し
て
い
る
も
の

(以
下

｢当
該
財
産
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
は
、

当
該
財
産
の
使
用
承
認
期
間
の
満
了
後
、
建
設
省
所
管
国
有
財
産
取

扱
規
則

(昭
和
三
〇
年
建
設
省
訓
令
第
一
号
)
第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
部
局
長
及
び
路
線
ご
と
に
、
国
有
財
産
法

(昭
和
二
三
年
法

律
第
七
三
号
)
第
一
五
条
の
規
定
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
一
般
国
道
の
指
定
区
間
外
の
敷
地
と
な
っ
て
い
る
国
有
林

野
に
つ
い
て
も
、
前
記
の
指
定
区
間
に
お
け
る
取
扱
い
に
準
ず
る
よ

う
建
設
省
は
関
係
道
路
管
理
者
を
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。

(参
考
)

昭
和
六

一
年
四
月

一
日

六
一
林
野
業
二
第

一
0
六
号

営
林

(支
)
局
総
務
部
長

殿

林
野
庁
業
務
部
第
二
課
長

◎

一
般
国
道
の
道
路
敷
と
な
っ
て
い
る
国
有
林
野
の
取
扱
い

に
つ
い
て

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
先
般
建
設
省
と
別
紙
覚
書
の
と
お
り
合
意

に
達
し
た
の
で
、
通
知
す
る
。
な
お
、
事
務
処
理
に
当
た
っ
て
は
、

下
記
事
項
に
留
意
の
上
遺
憾
の
な
い
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

記

1

有
償
処
理
と
な
る
財
産
の
範
囲

有
償
処
理
と
な
る
財
産
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
建
設
省
所
管
国

有
財
産
取
扱
規
則

(昭
和
三
〇
年
建
設
省
訓
令
第
一
号
)
第
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
部
局
長

(
一
般
国
道
の
指
定
区
間
内
に
あ
っ

て
は
各
地
方
建
設
局
長
、
指
定
区
間
外
に
あ
っ
て
は
各
都
道
府
県

知
事
)
の
管
轄
す
る
区
域
に
お
け
る
路
線
ご
と
に
評
価
し
、
そ
の

価
額
が
三
千
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。

2

有
償
処
理
の
方
法

ゆ

有
償
処
理
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
路
線
に
複
数
の
使
用
承

認
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
承
認
の
期
間
満
了
後
、
順

次
有
償
の
使
用
承
認
に
切
り
替
え
、
使
用
承
認
の
期
間
満
了
の

時
期
が
最
も
遅
い
も
の
の
期
間
満
了
時
に
一
括
し
て
有
償
所
管

換
を
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
相
手
方
の
予
算
措
置
等
の

事
情
に
よ
り
使
用
承
認
の
期
間
が
満
了
し
た
も
の
ご
と
に
区
分

し
て
有
償
所
管
換
を
行
い
、
あ
る
い
は
有
償
所
管
換
の
条
件
が

整
う
ま
で
の
間
有
償
使
用
承
認
の
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
は
差

し
支
え
な
い
。

ま
た
、
相
手
方
が
予
算
措
置
等
の
事
情
に
よ
り
使
用
承
認
の

期
間
満
了
後
直
ち
に
有
償
化
し
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
計
画
的
な
有
償
化
に
つ
い
て
確
認
し
た
う
え
で
使
用
承
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②

評
価
等
有
償
処
理
に
係
る
一
連
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
営
林

(支
)
局
に
お
い
て
一
元
的
に
行
う
と
と
も
に
各
営
林

(支
)

局
間
の
連
携
を
密
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
償
処
理
の
事
務
の
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円
滑
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

3

価
額
三
千
万
円
未
満
の
道
路
敷
の
取
扱
い

価
額
三
千
万
円
未
満
の
道
路
敷
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
建
設

省
と
協
議
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
当
面
従
前
ど
お
り
取
扱
う

も
の
と
す
る
。

e
林
野
庁
所
管
の
国
有
林
野
を
道
路
敷
地
と
し
て
使

用
す
る
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　
　　
　
　
　

標
記
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
道
路
法
第
九
〇
条
第
二
項
の
規
定
、

ま
た
は
国
有
林
野
法
第
八
条
の
二
及
び
同
法
施
行
令
第
二
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
無
償
貸
付
け
等
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
こ
の
た
び
林
野
庁
林
政
部
管
理
課
長
か
ら
別
添
の
と
お
り

申
し
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
検
討
し
た
結
果
、
下
記
の
と
お
り
取
り
扱

う
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。記

1

道
路
法
第
五
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
大
臣
が
指
定
し
た

主
要
な
都
道
府
県
道
又
は
市
道
(以
下
｢主
要
地
方
道
｣
と
い
う
。)

の
新
設
又
は
改
築
事
業
で
、
都
道
府
県
又
は
市
が
道
路
局
所
管
国

庫
補
助
事
業
と
し
て
行
う
う
え
で
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
か

ら
有
償
取
得
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
補
助
対
象
と
す
る
。

な
お
、
山
村
振
興
法
(昭
和
四
〇
年
法
律
第
六
四
号
)、
奥
地
等

産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法

(昭
和
三
九
年
法
律
第
三

五

号
)、
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法

(昭
和
五
五
年
法
律
第

一
九

号
)、豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
(昭
和
三
七
年
法
律
第
七
三
号
)

等
に
か
か
る
事
業
で
、
国
有
林
野
を
道
路
敷
地
と
し
て
使
用
す
る

に
あ
た
っ
て
は
当
該
法
律
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
対
応
さ
れ
た
い
。

2

主
要
地
方
道
の
昭
和
五
七
年
度
以
前
の
事
業
に
係
る
も
の
、
並

び
に
、
主
要
地
方
道
以
外
の
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
に
係
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
従
前
ど
お
り
と
す
る
。

別
添○

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
所
属
の
国
有
財
産

(土
地
)

を
道
路
の
用
に
供
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
林
野
庁
か
ら
別
紙
の
と
お

　
　　
　
　
　

課
長
あ
て

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
八
年
度
事
業
に
係
る
も
の
か
ら
下

記
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
の
で
、
貴
局
所
管
事
業
の
実
施

に
当
た
り
配
慮
願
い
た
い
。

な
お
、
昭
和
五
八
年
三
月
三
一
日
現
在
貸
付
け
の
行
わ
れ
て
い

る
も
の
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

記

道
路
局
所
管
の
補
助
事
業
又
は
直
轄
事
業
と
し
て
実
施
す
る
道

路
法

(昭
和
二
七
年
法
律
第
一
八
〇
号
)
第
五
六
条
に
基
づ
き
建

設
大
臣
が
指
定
し
た
主
要
な
都
道
府
県
道
又
は
市
道
に
係
る
道
路

の
新
設
又
は
改
築
の
た
め
必
要
と
な
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
工
事

に
着
手
す
る
ま
で
に
売
払
い

(所
管
換
及
び
交
換
を
含
む
。
以
下

同
じ
。)
を
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
売
払
い
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
は
当
該
工
事
の
完
了
時
ま
で
に
売
払
い
を
行
う
も
の

と
し
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
無
償
で
貸
付
け
す
る
も
の
と
す
る
。

林
野
庁
は
、
上
記
措
置
の
実
施
に
当
た
り
、
山
村
振
興
法

(昭

和
四
〇
年
法
律
第
六
四
号
)
第
四
条
、
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整

備
臨
時
措
置
法

(昭
和
三
九
年
法
律
第
一
一
五
号
)
第
六
条
、
過

疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法

(昭
和
五
五
年
法
律
第
一
九
号
)
第
一

三
条
、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法

(昭
和
三
七
年
法
律
第
七
三

号
)
第
一
三
条
等
の
規
定
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。

e
林
野
庁
所
管
の
国
有
林
野
を
道
路
敷
と
し
て
使
用

す
る
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

　　
　
　　　
　

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
八
年
五
月
二
六
日
付
け
建
設
省
道
地

発
二
四
号

(建
設
省
道
路
局
地
方
道
課
長
通
知
)
に
よ
り
取
り
扱
わ

り
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
検
討
し
た
結
果
、
下
記
の
と
お
り
取
り

扱
う
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。記

主
要
地
方
道
以
外
の
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
新
設
又
は
改

築
事
業
で
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
道
路
局
所
管
国
庫
補
助
事
業

と
し
て
行
う
上
で
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
か
ら
有
償
取
得
す
る

土
地
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
三
年
度
事
業
に
係
る
も
の
か
ら
補
助
対

象
と
す
る
。

た
だ
し
、
都
道
府
県
道
に
つ
い
て
は
、
奥
地
産
業
等
開
発
道
路
整

備
臨
時
措
置
法

(昭
和
三
九
年
法
律
第
三

五
号
)
の
規
定
に
基
づ

き
整
備
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
市
町
村
道
に
つ
い
て
は
、
山
村
振

興
法
(昭
和
四
〇
年
法
律
第
六
四
号
)、
過
疎
地
域
振
興
特
別
措
置
法

(昭
和
五
五
年
法
律
第
一
九
号
)、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
(昭

和
三
七
年
法
律
第
七
三
号
)
及
び
奥
地
産
業
等
開
発
道
路
整
備
臨
時

措
置
法

(昭
和
三
九
年
法
律
第
一
一
五
号
)
の
規
定
に
基
づ
き
整
備

を
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
有
償
取
得
の
対
象
か
ら
除
外

し
、
従
前
ど
お
り
無
償
貸
付
で
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

別
紙

六
三
林
野
業
二
第
四
九
号

昭
和
六
三
年
三
月

一
日

建
設
省
道
路
局
路
政
課
長

殿
林
野
庁
業
務
部
業
務
第
二
課
長

③

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
所
属
の
国
有
財
産

(土
地
)

を
道
路
の
用
に
供
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
｢道
路
法
第
二
条
に
規
定
す
る
道
路
の

建
設
に
伴
う
国
有
林
野
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
八
年
五

月
四
日
付
け
五
八
林
野
管
第
一
〇
四
号
林
野
庁
長
官
通
達
)
に
よ

り
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
主
要
地
方
道

以
外
の
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
昭

和
六
三
年
度
事
業
に
係
る
も
の
か
ら
下
記
に
よ
る
こ
と
と
し
た
の

で
、
貴
所
管
国
庫
補
助
事
業
の
実
施
に
当
た
り
配
慮
願
い
た
い
。

記

主
要
地
方
道
以
外
の
都
道
府
県
道

(奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整

備
臨
時
措
置
法

(昭
和
三
九
年
法
律
第
一
一
五
号
)
第
三
条
第
一



項
の
規
定
に
よ
り
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
と
し
て
指
定
さ
れ
た
都
道

府
県
道
を
除
く
。)
及
び
市
町
村
道

(山
村
振
興
法

(昭
和
四
〇
年
法

律
第
六
四
号
)
第
八
条
第
一
項
の
山
村
振
興
計
画
、
過
疎
地
域
振
興

特
別
措
置
法

(昭
和
五
五
年
法
律
第
一
九
号
)
第
六
条
第
一
項
の
市

町
村
過
疎
地
域
振
興
計
画
及
び
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法

(昭
和

三
七
年
法
律
第
七
三
号
)
第
三
条
第
一
項
の
豪
雪
地
帯
対
策
基
本
計

画
に
基
づ
き
整
備
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
道
並
び
に
奥
地
等
産
業
開

発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
奥
地
等
産

業
開
発
道
路
と
し
て
指
定
さ
れ
た
市
町
村
道
を
除
く
。)
の
新
設
又
は

改
築
の
た
め
必
要
な
用
地
に
つ
い
て
は
、
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に

売
払
い

(交
換
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)
を
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
売
払
い
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
場
合
は
、
当
該
工
事
の
完
了
時
ま
で
に
売
払
い
を
行
う
も
の
と

し
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
無
償
で
貸
し
付
け
る
も
の
と
す
る
。

○
道
路
法
施
行
令
第
三
二
条
に
規
定
す
る
開
発
道
路

の
用
に
供
す
る
国
有
林
野
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　　
　
　
　
　
　

標
記
に
つ
い
て
、
建
設
省
と
林
野
庁
と
の
間
で
別
紙
の
と
お
り
合

意
し
た
の
で
通
知
す
る
。

(別
紙
)

道
路
法
施
行
令
第
三
二
条
に
規
定
す
る
開
発
道
路
の
用
に

供
す
る
国
有
林
野
の
取
扱
い
に
関
す
る
覚
書

六

二

-

八

八

道

政

発

第

六

六

号

昭
和
六
二
年
九
月
一
〇
日

林
野
庁
業
務
部
業
務
第
二
課
長

石
寺
隆
義

◎

建
設
省
道
路
局
路
政
課
長

小
鷲

茂

⑳

北
海
道
開
発
局
が
道
路
法
施
行
令

(昭
和
二
七
年
政
令
第
四
七
九

号
)
第
三
二
条
に
規
定
す
る
開
発
道
路
の
用
に
供
す
る
国
有
林
野
事

業
特
別
会
計
所
属
の
国
有
財
産

(以
下

｢土
地
｣
と
い
う
。)
の
取
扱

い
に
つ
い
て
、
下
記
の
と
お
り
了
解
し
覚
書
と
す
る
。

記

開
発
道
路
の
用
に
供
す
る
土
地
に
つ
い
て
は
、
工
事
に
着
手
す
る

ま
で
に
有
償
で
所
管
換
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
当

該
工
事
の
完
了
時
ま
で
に
有
償
で
所
管
換
す
る
も
の
と
し
、
所
管
換

す
る
ま
で
の
間
は
有
償
で
使
用
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
既
に
工
事
に
着
手
し
て
い
る
開
発
道
路
に
つ
い
て
は
、
当

該
工
事
の
完
了
時
ま
で
に
速
や
か
に
有
償
で
所
管
換
す
る
も
の
と
す

る
･0

○
林
野
庁
所
管
の
国
有
林
野
を
道
路
敷
と
し
て
使
用

す
る
場
合
及
び
現
に
使
用
し
て
い
る
場
合
の
取
扱

い
に

つ
い
て　　

　
　
　
　

標
記
に
つ
い
て
は
、｢林
野
庁
所
管
の
国
有
林
野
を
道
路
敷
地
と
し

て
使
用
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
八
年
五
月
二
六
日

付
け
建
設
省
道
地
発
第
二
四
号
建
設
省
道
路
局
地
方
道
課
長
通
知
)、

｢林
野
庁
所
管
の
国
有
林
野
を
道
路
敷
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の
取

扱
い
に
つ
い
て
｣
(昭
和
六
三
年
三
月
八
日
付
け
建
設
省
道
地
発
第
二

二
号
建
設
省
道
路
局
地
方
道
課
長
通
知
)
及
び

｢林
野
庁
所
管
の
国

有
林
野
を
道
路
敷
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
現
道
路
敷
の
取

扱
い
に
つ
い
て
｣
(平
成
元
年
八
月
一
日
付
け
建
設
省
適
地
発
第
三
六

号
建
設
省
道
路
局
地
方
道
課
長
通
知
)
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
林
野
庁
か
ら
別
紙
の
と
お
り
申
し
入

れ
が
あ
っ
た
の
で
検
討
し
た
結
果
、
こ
れ
ら
を
廃
止
し
、
平
成
八
年

度
事
業
に
係
る
も
の
か
ら
下
記
の
と
お
り
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
の

で
通
知
す
る
o

な
お
、
無
償
貸
付
を
受
け
て
い
る
現
道
路
敷
で
あ
っ
て
下
記
に
該

当
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
無
償
貸
付
を
継
続
で
き
る
も
の
と
す

る
の
で
申
し
添
え
る
。

ま
た
、
貴
管
下
市
町
村

(指
定
市
を
除
く
。)
に
対
し
て
は
、
貴
職

よ
り
周
知
徹
底
さ
れ
た
い
。

記

1

都
道
府
県
道
又
は
市
町
村
道
の
新
設
又
は
改
築
事
業
で
、
都
道

府
県
又
は
市
町
村
が
道
路
局
所
管
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
行
う
上

で
、
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
か
ら
有
償
取
得
す
る
土
地
に
つ
い

て
は
、
補
助
対
象
と
す
る
。

2

道
路
局
所
管
国
庫
補
助
事
業
に
係
る
都
道
府
県
道
又
は
市
町
村

道
の
新
設
又
は
改
築
事
業
の
用
地
内
に
、
現
道
路
敷
と
し
て
既
に

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
か
ら
無
償
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
土
地

が
存
在
し
、
か
つ
、
当
該
土
地
が
新
た
な
取
得
用
地
と
共
に
新
設

又
は
改
築
工
事
の
施
工
上
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
土
地
が

現
道
路
敷
で
あ
る
こ
と
を
考
量
し
た
上
で
有
償
取
得
の
対
象
と
し

て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

3

た
だ
し
、
1
及
び
2
の
う
ち
山
村
振
興
法

(昭
和
四
○
年
法
律

第
六
四
号
)、
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法
(平
成
二
年
法
律
第

一
五
号
)、
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
(昭
和
三
七
年
法
律
第
七

三
号
)
及
び
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法

(昭
和
三

九
年
法
律
第
一
一
五
号
)
の
規
定
に
基
づ
き
整
備
を
し
よ
う
と
す

る
市
町
村
道
で
、
都
道
府
県
が
市
町
村
に
代
わ
っ
て
行
う
も
の
を

除
く
も
の
に
つ
い
て
は
、
従
前
ど
お
り
無
償
貸
付
で
処
理
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
補
助
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

別
紙

八
林
野
業
二
第
五
五
号

平
成
八
年
四
月
一
一
日

建
設
省
道
路
局
路
政
課
長

殿

林
野
庁
業
務
部
業
務
第
二
課
長

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
所
属
の
国
有
財
産

(土
地
)
を

都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の
用
に
供
す
る
場
合
の
取
扱

い
に
つ
い
て

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
｢国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
所
属
の
国
有

財
産

(土
地
)
を
道
路
の
用
に
供
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣

(昭
和
五
八
年
五
月
四
日
付
け
五
八
林
野
管
第
一
〇
四
号
林
野
庁
林

政
部
管
理
課
長
通
知
)、
｢国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
所
属
の
国
有
財

産

(土
地
)
を
道
路
の
用
に
供
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣

昭̂

和
六
三
年
三
月
一
日
付
け
六
三
林
野
業
二
第
四
九
号
林
野
庁
業
務
部

業
務
第
二
課
長
通
知
)
及
び

｢道
路
敷
と
し
て
現
に
無
償
貸
付
し
て
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い
る
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
所
属
の
国
有
財
産

(土
地
)
の
取
扱

い
に
つ
い
て
｣
(平
成
元
年
七
月
二
九
日
付
け
元
林
野
菜
二
第
一
九
二

号
林
野
庁
業
務
部
業
務
第
二
課
長
通
知
)
に
よ
り
処
理
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成
八
年
度
事
業
に
係
る
も
の
か
ら
、
こ
れ
ら
に

代
え
て
下
記
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
貴
局
所
管
国
庫

補
助
事
業
の
実
施
に
当
た
り
配
慮
順
い
た
い
。

な
お
、
無
償
貸
付
し
て
い
る
現
道
路
敷
で
あ
っ
て
下
記
に
該
当
し

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
従
前
ど
お
り
継
続
で
き
る
こ
と
と
す
る
の

で
申
し
添
え
る
o

1

都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の
新
設
又
は
改
築
の
た
め
必
要
な

用
地
に
つ
い
て
は
、
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
売
払
い

(交
換
を

含
む
。
以
下
同
じ
。)
を
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
売
払
い
で
き
な
い
場
合
は
、

当
該
工
事
の
完
了
時
ま
で
に
売
払
い
を
行
う
も
の
と
し
、
そ
れ
ま

で
の
間
は
無
償
で
貸
付
け
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2

都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
の
新
設
又
は
改
築
事
業
の
用
地
内

に
、
現
に
無
償
で
貸
し
付
け
し
て
い
る
土
地
が
存
在
し
、
か
つ
、

当
該
貸
付
地
が
新
た
な
用
地
と
と
も
に
新
設
又
は
改
築
工
事
の
施

工
上
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
貸
付
地
が
現
道
路
敷
で
あ
る

こ
と
を
考
量
し
た
上
で
売
払
い
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

3

山
村
振
興
法

(昭
和
四
〇
年
法
律
第
六
四
号
)
第
八
条
第
一
項

の
山
村
振
興
計
画
、
過
疎
地
域
活
性
化
特
別
措
置
法

(平
成
二
年

法
律
第
一
五
号
)
第
六
条
第
一
項
の
市
町
村
過
疎
地
域
活
性
化
計

画
及
び
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法

(昭
和
三
七
年
法
律
第
七
三

号
)
第
三
条
第
一
項
の
豪
雪
地
帯
対
策
基
本
計
画
に
基
づ
き
整
備

し
よ
う
と
す
る
市
町
村
道
並
び
に
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨

時
措
置
法

(昭
和
三
九
年
法
律
第
三

五
号
)
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
と
し
て
整
備
し

よ
う
と
す
る
市
町
村
道
で
、
都
道
府
県
が
市
町
村
に
代
わ
っ
て
行

う
も
の
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
1
及
び
2
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
従
前
ど
お
り
無
償
貸
付
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

○

｢有
料
道
路
の
用
に
供
し
て
い
る
国
有
林
野
等
の

取
扱
い
に
関
す
る
覚
書
｣
の
締
結
に
つ
い
て

　　
　
　
　
　
　　　　

標
記
に
つ
い
て
、
別
添
の
と
お
り
覚
書
を
締
結
し
た
の
で
、
通
知

す
る
。
な
お
、
同
覚
書
に
い
う

｢協
議
が
整
っ
た
も
の
｣
は
、
別
紙

確
認
書
(『有
料
道
路
の
用
に
供
し
て
い
る
国
有
林
野
等
の
取
扱
い
に

関
す
る
覚
書
』
の
取
扱
い
に
つ
い
て
)
の
と
お
り
高
速
自
動
車
国
道

に
係
る
国
有
林
野
等
で
あ
り
、
一
般
有
料
道
路
に
係
る
国
有
林
野
等

に
つ
い
て
は
、
従
前
ど
お
り
無
償
貸
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
の
で
、

了
知
さ
れ
た
い
。

以
上

別
添有

料
道
路
の
用
に
供
し
て
い
る
国
有
林
野
等
の
取
扱
い
に

関
す
る
覚
書

六
一
林
野
業
二
第
三
五
七
号

管

道

第

九

号

昭
和
六
二
年

一
月
二
〇
日

林
野
庁
業
務
部
長

角
館

盛
雄

日
本
道
路
公
団
管
理
部
長

原
島

利
亨

林
野
庁
及
び
日
本
道
路
公
団
は
、
｢有
料
道
路
の
建
設
及
び
管
理
に

伴
う
国
有
林
野
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
協
定
｣
(昭
和
五
五
年
三
月
三

一
日
締
結
)
附
則
第
二
項
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
確
認
し
、
覚

書
と
す
る
。

記

日
本
道
路
公
団
は
、
現
在
供
用
中
の
有
料
道
路
の
用
に
供
し
て
い

る
国
有
林
野
等
で
、
林
野
庁
と
の
協
議
が
整
っ
た
も
の
に
つ
い
て
順

次
買
い
受
け
る
ま
で
の
間
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

以
上

別
紙｢有

料
道
路
の
用
に
供
し
て
い
る
国
有
林
野
等
の
取
扱
い

に
関
す
る
覚
書
｣
の
取
扱
い
に
つ
い
て

昭
和
六
二
年
一
月
二
〇
日
付
け
で
締
結
さ
れ
た

｢有
料
道
路
の
用

に
供
し
て
い
る
国
有
林
野
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
覚
書
｣
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、
下
記
事
項
に
つ
き
了
解
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

昭
和
六
二
年
一
月
二
〇
日

林
野
庁
業
務
部
業
務
第
二
課
長

石
寺

隆
義

日
本
道
路
公
団
道
路
管
理
課
長

蒲
生

誠
男
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記

1

買
受
対
象
と
な
る
国
有
林
野
等
は
、
高
速
自
動
車
国
道
の
用
に

供
し
て
い
る
国
有
林
野
等
と
す
る
。

2

買
受
け
は
早
期
か
つ
計
画
的
に
行
う
も
の
と
し
、
具
体
的
な
買

受
対
象
と
な
る
国
有
林
野
等
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
林
野
庁
と

協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

以
上

○
有
料
道
路
の
用
に
供
し
て
い
る
国
有
林
野
等
の
取

扱
い
に
つ
い
て　

　
　
　
　

標
記
に
つ
い
て
は
、
国
有
林
野
法
第
八
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き

無
償
貸
付
け
等
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
林

野
庁
業
務
第
二
課
長
か
ら
別
添
の
と
お
り
申
し
入
れ
が
あ
り
、
下
記

の
と
お
り
取
り
扱
う
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
す
る
。

1

地
方
道
路
公
社
及
び
道
路
管
理
者
の
行
う
有
料
道
路
の
新
設
又

は
改
築
に
必
要
な
用
地
に
つ
い
て
は
、
有
償
所
管
換
え
を
行
う
。

2

地
方
道
路
公
社
の
供
用
中
の
有
料
道
路
の
用
地
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
売
り
払
い
又
は
有
償
貸
付
け
に
切
り
替
え
る
。

3

道
路
管
理
者
の
供
用
中
の
有
料
道
路
の
用
地
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
現
行
通
り
無
償
貸
付
け
と
す
る
。

別
添

元
林
野
業
二
第
一
五
号

平
成
元
年
二
月
四
日

建
設
省
道
路
局
路
政
課
長

殿



林
野
庁
業
務
第
二
課
長

◎

有
料
道
路
の
用
に
供
し
て
い
る
国
有
林
野
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
所
属
の
国
有
財
産

(土
地
)
を
地
方
道

路
公
社
の
有
料
道
路
並
び
に
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
道
路
管
理
者

で
あ
る
有
料
道
路
の
用
に
供
し
て
い
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

昭
和
六
四
年
一
月
一
日
以
降
は
下
記
に
よ
る
も
の
と
し
た
の
で
、
配

慮
願
い
た
い
。

な
お
、
有
料
道
路
の
用
に
供
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

｢道
路
法
第
二
条
に
規
定
す
る
道
路
の
建
設
に
伴
う
国
有
林
野
等
の

取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(昭
和
五
八
年
五
月
四
日
付
け
五
八
林
野
管
第
一

〇
四
号
林
野
庁
長
官
通
達
)
記
の
3
の
③
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
の
で
、
申
し
添
え
る
。記

1

地
方
道
路
公
社
が
現
に
供
用
中
の
有
料
道
路
の
用
に
供
し
て
い

る
国
有
財
産

(土
地
)
は
、
貸
付
契
約
に
係
る
貸
付
期
間
終
了
時

ま
で
に
、
原
則
と
し
て
、
売
払
い
又
は
有
償
貸
付
け
に
切
り
替
え

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
無
償
貸
付
け
中
の
も
の
を
売
払
い
す
る
場
合
に
お
い
て
、

貸
付
期
間
終
了
時
ま
で
に
売
払
い
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
一
年
を
限
度
と
し
て
売
買
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
の
間
無
償

で
貸
付
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

2

都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
道
路
管
理
者
で
あ
る
現
に
供
用
中
の

有
料
道
路
の
用
に
供
し
て
い
る
国
有
財
産

(土
地
)
の
取
扱
い
に

つ
い
て
は
、
引
き
続
き
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

別
紙1

の
た
だ
し
書
の

｢特
別
の
事
情
が
あ
る
も
の
｣
と
は
、
下
記
有

料
道
路
を
い
う
o

記

1

表
富
士
周
遊
有
料
道
路

2

茶
臼
山
高
原

〃

3

高
野
･
竜
神

〃

○
林
野
庁
所
管
の
国
有
林
野
を
国
道
敷
地
と
し
て
使

用
す
る
場
合
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　　　　
　　
　

標
記
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
四
年
一
月
二
三
日
付
け
建
設
省
道
二

発
第
一
号
及
び
昭
和
六
一
年
四
月
一
日
付
け
建
設
省
道
二
発
第
八
号

(建
設
省
道
路
局
国
道
第
二
課
長
通
知
)
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

林
野
庁
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
三
年
九
月
に
制
定
さ
れ
た
国
有
林

野
事
業
改
善
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
、｢国
有
林
野
事
業
の
改
善
に
関

す
る
計
画
｣
を
定
め
、
以
降
、
数
次
に
わ
た
り
深
刻
化
す
る
国
有
林

野
事
業
の
経
営
全
般
の
改
善
等
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
平
成
二
年
七

月
に
は
、
国
有
林
野
事
業
に
関
す
る
行
政
監
察
に
よ
る

｢無
償
貸
付

地
の
有
償
化
｣
の
勧
告
を
受
け
、
更
に
、
同
年
三

月
に
は
、
｢国
有

林
野
事
業
経
営
改
善
大
綱
｣
が
閣
議
了
解
さ
れ
、
同
大
綱
に
基
づ
く

｢第
四
次
国
有
林
野
事
業
の
改
善
に
関
す
る
計
画
｣
(平
成
三
年
七

月
)
を
新
た
に
策
定
し
、
経
営
改
善
の
促
進
を
図
っ
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
、
林
野
庁
か
ら
別
紙
の
と
お
り
申
し
入

れ
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

各
道
路
管
理
者
に
お
か
れ
て
は
、
下
記
事
項
に
留
意
の
う
え
、
適

切
な
事
務
処
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
顔
い
た
い
。

記

1

建
設
省
所
管
国
有
財
産
取
扱
規
則

(昭
和
三
〇
年
建
設
省
訓
令

第
一
号
)
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
局
長
の
管
轄
す
る
区
域

に
お
け
る
路
線
ご
と
に
、
財
産
価
額
が
三
千
万
円
以
上
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
敷
地
の
存
す
る
路
線
の
道
路
事
業
を
勘
案
の
う

え
、
無
償
使
用
地
の
有
償
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す

る
し0

2

現
在
、
使
用
承
認
に
よ
り
国
道
敷
地
と
し
て
使
用
し
て
い
る
国

有
林
野
に
つ
い
て
は
、
所
轄
の
営
林
(支
)局
長
と
各
道
路
管
理
者

と
の
間
で
、
財
産
価
額
の
確
定
作
業
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と

す
る
。

な
お
、
財
産
価
額
の
確
定
に
当
た
り
、
営
林
(支
)
局
長
又
は
各

道
路
管
理
者
が
各
々
の
必
要
に
応
じ
て
行
う
作
業
に
要
す
る
費
用

に
つ
い
て
は
、
当
該
作
業
を
行
う
者
の
負
担
と
な
る
の
で
申
し
添

　　
　　こ

の
場
合
の
国
有
財
産

(土
地
)
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
平
成

九
年
四
月
一
日
付
け
建
設
省
道
路
局
国
道
課
･
地
方
道
課
市
町
村

道
室
課
長
補
佐
事
務
連
絡
に
基
づ
い
て
適
切
に
行
う
こ
と
。

3

有
償
処
理
の
方
法
･
時
期
等
に
つ
い
て
は
、
所
轄
の
営
林
(支
)

局
と
十
分
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

4

国
有
林
野
に
関
す
る
事
務
の
処
理
等
を
進
め
る
に
当
た
り
疑
義

等
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
国
道
課
に
協
議
さ
れ
た
い
。

別
紙

省
略

○
道
路
敷
と
し
て
現
に
貸
付
け
又
は
使
用
承
認
し
て

い
る
国
有
財
産
(土
地
)
の
評
価
に
関
す
る
確
認
書

平
成
九
年
四
月
一
日

林
野
庁
業
務
部
業
務
第
二
課
鑑
定
調
整
官

◎

建
設
省
道
路
局

国
道
課
課
長
補
佐

◎

同

地
方
道
課
課
長
補
佐

◎

建
設
省
建
設
経
済
局
調
整
課
用
地
調
整
官

◎

道
路
敷
と
し
て
現
に
貸
付
け
又
は
使
用
承
認
し
て
い
る
国
有
林
野

事
業
特
別
会
計
所
属
の
国
有
財
産

(土
地
)
の
売
払
い
又
は
所
管
換

に
係
る
土
地
の
評
価
に
関
し
、
下
記
の
と
お
り
確
認
す
る
。

記

こ
の
道
路
敷
の
評
価
に
当
た
っ
て
は
、
近
傍
に
お
け
る
土
地
の
評

価
格
を
参
考
に
現
況
道
路
敷
で
あ
る
こ
と
を
比
較
考
量
し
て
評
価
す

る
も
の
と
し
、
以
下
の
事
項
に
留
意
す
る
。

･
宅
地
、
宅
地
見
込
地
の
残
同
率
は
二
0
%
を
下
回
ら
な
い
も
の
と

す
る
。(減

価
率
は
八
○
%
を
限
度
と
す
る
。)

･
林
地
等

(宅
地
･
宅
地
見
込
地
を
除
く
)
の
残
価
率
は
五
0
%
を

下
回
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

(減
価
率
は
五
○
%
を
限
度
と
す
る
。)
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平
成
九
年
中
の
交
通
死
亡
事
故
の
特
徴

警
察
庁
交
通
局
交
通
企
画
課
資
料

｢平
成
九
年
中
の
交
通
死
亡
事
故
の
特
徴
｣
が
、
先
般
、
警
察
庁
交
通
局
交
通
企
画
課
よ

り
発
表
さ
れ
を
。
そ
の
主
起
る
特
徴
は
、
①
歩
行
中
の
死
者
が
特
に
減
少
。
②
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
非
着
用
死
者
が
減
少
。
着
用
死
者
が
増
加
。
◎
高
齢
者
死
者
数
は
七
五
歳
以
上
で
増

加
。
④
高
齢
者
は
原
付
以
上
の
車
両
に
乗
車
中
の
死
者
が
増
加
し
、
歩
行
中
死
者
が
減
少
。

◎
若
年
運
転
者
が
第
一当
事
者
と
な
る
死
亡
事
故
が
減
少
し
、
高
齢
運
転
者
の
死
亡
事
故

が
増
加
J
I
と
な
っ
て
い
る
。

一

平
成
九
年
中
の
交
通
事
故
発
生
状
況

1

平
成
九
年
中
の
交
通
事
故
発
生
状
況

o
発
生
件
数

(概
数
)

七
七
万
九
、
五
九
〇
件

前
年
比

十
八
、
五
〇
六
件

十
一
･
一
%

o
死

者

数

九
、
六
四
〇
人

前
年
比

△
三
〇
二
人

△
三
･
0
%

o
負
傷
者
数

(概
数
)

九
五
万
七
、
四
八
一
人

前
年
比

十
一
万
五
、
二
七
八
人

十
一
･
六
%

死
者
数
は
、
二
年
連
続
し
て
一
万
人
を
下
回
っ
た
。
し

か
し
、
発
生
件
数
は
五
年
連
続
し
て
過
去
最
悪
の
記
録
を

更
新
、
負
傷
者
は
三
年
連
続
し
て
九
〇
万
人
台
と
な
っ
た
。

2

交
通
事
故
死
者
数
の
月
別
推
移

死
者
数
を
月
別
に
み
る
と
、
一
月
-
三
月
、
五
月
が
前

年
同
月
比
で
増
加
し
た
も
の
の
、
六
月
以
降
は
七
カ
月
連

続
の
減
少
と
な
り
、
平
成
九
年
の
累
計
死
者
数
は
二
年
連

続
し
て
一
万
人
を
下
回
っ
た
。

二

交
通
死
亡
事
故
の
特
徴

1

歩
行
中
の
死
者
が
特
に
減
少

o
自
動
車
乗
車
中

前
年
比
△
三
八
人

△
○
･
九
%

(四
、
二
五
一
人
↑
四
、
二
八
九
人
)

o
自
動
二
輪
車
乗
車
中前

年
比

△
八
四
人

△
八
･
九
%

(八
五
九
人
↑
九
四
三
人
)

o
原
付
自
転
車
乗
車
中前

年
比

△
三
三
人

△
三
･
九
%

(八
〇
三
人
↑
八
三
六
人
)

o
自
転
車
乗
車
中

前
年
比
十
一
三
人

十
一
･
二
%

(
一
、
0
六
五
人
↑
-
、
0
五
二
人
)

o
歩
行
中

前
年
比
△
一
五
一
人

△
五
･
四
%

(二
、
六
四
三
人
↑
二
、
七
九
四
人
)

平
成
九
年
中
の
状
態
別
死
者
数
を
み
る
と
、
自
動
車
乗

車
中
の
死
者
数
が
四
、
二
五
一
人
と
最
も
多
く
、
全
死
者

の
四
四
･
一
%
を
占
め
て
い
る
。
前
年
と
比
較
す
る
と
、

自
転
車
乗
用
中
を
除
き
死
者
が
減
少
し
て
お
り
、
特
に
、

歩
行
中

(△
一
五
一
人
、
△
五
･
四
%
)
の
死
者
の
減
少

が
顕
著
で
あ
る
o

状
態
別
死
者
数
を
性
別
に
し
て
み
る
と
、
自
動
車
運
転

中
の
死
者
が
男
性
は
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
、
女
性
は

増
加
し
て
い
る
。
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月別死者数の推移
(人)

1200

…◇･･7年
【十一 8年

o o

一- ------ -
。

- -
o
-

0
---。-- ‐‐ ‐ - -‐ -

o o

1000
死

者 600

400

200

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

いミ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年間
合計

昭和45年
54年
63年

1,237
570
764

1,140
601
699

1,379
693
818

L 271
696
791

1,419
683
830

1,289
683
808

1,480
747
833

1,545
743
931

1,467
710
906

1 ,476
793

1,004

1,515
782
995

1,547
765
965

16 ,765
8 ,466
10 ,344

平成元年
2年
3年
4 年
5年
6年
7年
8年

822
765
813
908
837
853
750
792

739
700
722
814
796
722
766
688

915
963
818
924
876
859
842
785

839
884
912
909
840
858
874
787

884
904
865
924
860
814
869
787

883
903
854
878
902
831
819
760

918
928
959
911
932
926
852
829

970
1 ,026
957
999
924
937
912
859

942
913
983
965
836
873
917
814

1,086
1,061
1,068
1 ,057
1 '070
952

1,000
942

L 033
1,033
1,054
1,087
978
979

1,004
900

1,055
1,147
1'100
1,075
1,091
1,045
1,074
999

11,086
11 ,227
11 ,105
11,451
10 ,942
10 ,649
10 ,679
9 ,942

平成 9 年 813 722 801 740 796 743 786 804 760 845 851 979 9 ,640

増減数
増減率

2l
2 .7

34
4 .9

16
2 ,O

‐47
‐6.O

9
1 .1

‐17
‐2.2

‐43
‐5,2

‐55
‐6 4

‐54
‐6.6

‐97
‐10.3

‐49
‐5 ,4

‐20
‐2.O

‐392
‐3.O

は、 平成 8年に対する平成 9年の値である。
昭和45年は死者数が最も多い年であり、 昭和54年は昭和45年以降で死者数が最も少ない年である。
昭和63年は昭和45年以降で死者数が再び 1万人を超えた最初の年である。

交通事故死者数 ･運転免許保有者数 ･自動車保有台数の推移(昭和35年~平成 9年)
(万人)
(万台)

8,00O

(人)

運
7,OOO 転

免
6O 00 許

　

5,000
有
者

4,ooo
数

目
3-000 動

車
2,000 保

有
1･000 台

数

35 45 55 元 5 9年
ギギ 道行セ 98.3



年齢層別 ･状態別死者数の対前年比較

乗車中
目二乗車

自転車乗用中
歩 行 中

道イテセ 98.3 45

年齢層別 ･状態別死者数(平成 9年12月末)

““.い ＼状態別 自動車乗車中

運転中 同乗中 小 計

二 輪 車 乗 車 中

自 動 二 輪 原 付 言1･

運転中 同乗中 小 計

自転車
乗用中

歩行中 その他 合 計

構成率運転中 同乗中

自 動 二 輪

運転中 同乗中 小 計

原 付

運転中 同乗中

15歳以下 死者数
増減数

nU
nU

70
‐14

70
‐14

7
1

5
1

12
2

M
o

第
易

68
‐13

131
-5

0
2

295
‐36

3.1

16~ 19歳

20~ 24歳

16~ 24歳

死者数
増減数

199
‐16

205
29

404
13

228
‐45

28
‐11

256
‐56

176
‐8

432
‐64

51
12

第
0

0
性

912
‐40

9.5

20~ 24歳 死者数
増減数

557
0

207
‐28

764
‐28

206
‐36

15
3

221
‐33

61
8

282
‐41

20
3

“
8

1
1

1,114
‐59

11.6

死者数
増減数

756
‐16

412
1

1,168
‐15

434
‐81

43
8

477
‐89

237
-16

714
‐105

れ
15

72
8

1
2

2,026
‐99

21.O

25~ 29歳 死者数
増減数

335
5

視
9

416
14

114
5

0
秘

114
3

22
9

136
‐6

12
5

32
‐21

Û
nU

596
‐8

6,2

30~ 39歳 死者数
増減数

421
3

れ
0

492
3

鰓
也

0
2

88
6

残
忍

112
‐14

14
‐14

鵠
易

1
寸

708
‐28

7.3

40~ 49歳 死者数
増減数

514
‐22

67
‐26

581
‐48

綿
也

0
‐1

35
‐5

47
‐14

82
‐19

62
‐5

158
‐55

l
-3

884
‐130

9.2

50~ 59歳 死者数
増減数

522
31

104
10

626
41

40
1

1
1

41
2

95
‐6

136
-4

130
3

351
‐24

3
‐2

1,246
14

12.9

60~ 64歳

65~ 69歳

60~ 69歳

死者数
増減数

204
‐27

74
5

278
‐22

M
,o

0
0

14
0

70
8

84
8

124
22

244
‐30

3
0

733
‐22

7.6

65~ 69歳 死者数
増減数

192
2l

60
‐10

252
11

20
1

1
1

21
2

63
‐8

84
‐6

99
‐48

259
‐9

3
1

697
‐51

7,2

死者数
増減数

396
-6

134
‐5

530
‐11

34
1

1
1

35
2

l33
0

168
2

223
‐26

503
‐39

6
1

1,430
‐73

14.8

70~ 79歳

80歳以上

70歳以上

死者数
増減数

203
‐4

95
7

298
3

39
4

l
1

40
5

148
0

188
5

313
25

654
‐51

4
‐2

1,457
‐20

15.1

80歳以上 死者数
増減数

26
‐1l

44
0

70
‐11

"
6

0
0

17
6

83
20

100
26

172
23

653
38

3
2

998
78

lo.4

死者数
増減数

229
‐15

139
7

368
‐8

弱
め

1
1

57
11

231
20

288
31

485
48

1,307
‐13

7
0

2,455
58

25.5

65歳以上 死者数
増減数

421
6

199
‐3

620
3

76
11

n′“
?&

78
13

294
12

372
25

584
0

1,566
‐22

10
1

3,152
7

32,7

75歳以上 死者数
増減数

108
4

80
‐4

188
0

25
‐5

11
14

26
‐4

162
34

188
30

314
28

L O02
‐17

CD
nY

1,697
41

17.6

合 計 死者数
増減数

3,173
‐20

1,078
‐18

4,251
-38

808
‐73

51
‐11

859
‐84

803
‐33

1,662
‐117

1,065
13

2,643
‐151

19
‐9

9,640
‐302

100･0

構成率 32.9 11,2 44.l 8.4 0.5 8,9 8.3 17,2 11･0 27.4 0.2 100･0 .･････

注 1 65歳以上及び75歳以上は、再掲である。
2 増減数は、前年同月末と比較した値である。



(人) 状態別死者数の推移

5 945 50 55 60 元

状態別死者数の推移(各年12月末)

状態
＼＼＼＼＼

年
昭和54年 平成元年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年

増減数増減数

自動車乗車中 2 ,998 4 ,252 4,501 4 ,675 4 ,783 4 ,835 4 ,482 4 ,550 4 ,289 4 ,251 - 38

自動二輪車乗車中 747 1,612 1,477 1,280 1,345 1,122 1,l98 1,062 943 859 - 84

原本f自転車乗車中 791 963 1,015 906 987 881 904 929 836 803 - 33

自転車乗用中 1,005 1,210 1,161 1,045 1,177 1,114 1,136 1,121 L 052 1,065 十 13

歩行中 2 ,888 3,005 3,042 3 ,178 3 ,128 2 ,966 2 ,886 2 ,987 2 ,794 2 ,643 - 151

その他 37 44 31 21 31 24 43 30 28 19 - 9

合 計 8 ,466 11,086 1l ,227 11,105 11,451 10 ,942 10 ,649 10 ,679 9 ,942 9 ,640 - 302

自動車乗車中死者
の構成率

35.4 38 .4 40.1 42 .1 41.8 44 .2 42 ,1 42.6 43 .1 44.1 .･････

洋 増減数は、 前年と比較した値である。

シートベルト着用有無別 自動車乗車中死者数の推移(各年12月)
(人)

6,000
□ 不 明
囲 非着用

(各年12月末)

5,000

4,000

者 3,000

2,000

数

1-000

元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年

多6 道イテセ 98.3



2

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
非
着
用
死
者
が
減
少
し
、
着
用
者
が

増
加

o
着

用

前
年
比
十
一
九
九
八

十
一
七
･
五
%

(
て

三
三
八
人
↑
一
、
一
三
九
人
)

o
非
着
用

前
年
比
△
三
〇
三
人

△
一
0
･
一
%

(二
、
六
九
六
人
↑
二
、
九
九
九
人
)

※
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
非
着
用
死
者
は
、
全
自
動
車
乗
車
中

死
者
数
の
六
三
･
四
%

(平
成
八
年
中
は
六
九
･
九
%
)。

平
成
九
年
中
の
自
動
車
乗
車
中
死
者
を
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

着
用
有
無
別
に
み
る
と
、
依
然
と
し
て
着
用
死
者

(
一
、

三
三
八
八
)
に
比
べ
て
非
着
用
者

(二
、
六
九
六
八
)
が

多
く
、
非
着
用
死
者
は
全
自
動
車
乗
用
中
死
者
の
六
三
･

四
%
を
占
め
て
い
る
。

し
か
し
、
前
年
と
比
較
す
る
と
、
四
年
連
続
し
て
非
着

用
死
者
は
減
少

(△
三
〇
三
人
、
△
一
0
･
一
%
)
し
、

着
用
死
者
は
増
加
(十
一
九
九
人
、
十
一
七
･
五
%
)し
た
。

ま
た
、
警
察
庁
の
行
っ
た
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用
率
調
査

の
推
移
を
み
る
と
、
昭
和
六
二
年
以
降
年
々
低
下
し
て
い

た
着
用
率
は
平
成
六
年
か
ら
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

①
非
着
用
死
者
は
運
転
中
で
大
幅
に
減
少

平
成
九
年
中
の
自
動
車
乗
車
中
死
者
数
を
乗
車
位
置
別
、

シ
ー
ト
着
用
有
無
別
に
み
る
と
、
運
転
中
の
非
着
用
死
者

が
約
半
数

(全
体
の
四
五
･
八
%
)
を
占
め
て
い
る
。
前

年
と
比
較
す
る
と
、
非
着
用
死
者
は
す
べ
て
の
乗
車
位
置

で
減
少
し
て
お
り
、
特
に
運
転
中
(△
一
九
九
人
、
△
九
･

三
%
)
の
減
少
が
著
し
い
。
ま
た
、
着
用
死
者
は
大
幅
に

乗車位置別 シートベルト着用の有無別 自動車乗車中死者数の推移(各年12月末)

乗車位置＼＼
年

爵 年 年 年 年 年AU 年 年 9 年
増減数増減数
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,
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,
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注

シートベルト着用の有無別 年齢層別 自動車乗車中死亡者(平成 9年12月末)

“-
"≧ N年齢 15歳以下 磯ワム

、

街11 25 ~ 29歳 30 ~ 39歳 40 ~ 49歳 50 ~ 59歳 60 ~ 64歳 65歳以上
65 ~ 75歳 75歳以上

合 計
65 ~ 75歳 75歳以上

鰄 11
7

269
52

100
5

蝋
芻

205
41

232
36

112
7

258
26

182
20

お
6 癇

讓 琉
似

848
覆

282
身

311
都

349
慨

359
身

脚
部

341
錢

235
骼

106
8 壤

皺 hD
hD

51
7

銘
第
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16

"
5

鍋
物

16
6

れ
1

15
4

AU
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217
稀

計
澂

合
増

加
熱 唾 416

14
492
3

581
棚
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41
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栩
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3
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3

188
0 鰹

非着用死者の構成率 80
.
O 72.

6 67,
8 63,2 柳 樅 瀬 彌 激 親 鰍
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注 増減数は、前年と上坤咬した値である。



増
加
し
て
い
る
。

②
高
齢
者
の
着
用
死
者
が
増
加

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
非
着
用
の
死
者
を
年
齢
別
に
み
る
と
、

一
六
-
二
四
歳
の
若
者
の
死
者
が
八
四
八
人
と
最
も
多
く
、

非
着
用
死
者
の
三
一
･
五
%
を
占
め
て
い
る
。
年
齢
層
別

に
非
着
用
の
割
合
を
み
る
と
、
一
五
歳
以
下
が
八
0
%
と

最
も
多
く
、
加
齢
に
伴
っ
て
そ
の
割
合
は
減
少
し
、
六
五

歳
以
上
の
高
齢
者

(五
五
%
)
に
な
っ
て
再
び
高
く
な
る
。

非
着
用
死
者
を
前
年
と
比
較
す
る
と
、
全
て
の
年
齢
層
で

死
者
が
減
少
し
て
お
り
、
特
に
四
○
-
四
九
歳
の
非
着
用

者
が
減
少

(△
九
四
人
、
△
三
一
･
二
%
)
し
た
。

年齢層別死者数の推移

3

七
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
死
者
が
増
加

o
高
齢
者

前
年
比
十
七
人

+
○
･
二
%

(三
、
一
五
三
人
↑
三
、
一
四
五
人
)

o
六
五
ー
七
四
歳

前
年
比
△
三
四
人

△
二
･
三
%

(
一
、
四
五
五
人
↑
-
、
四
八
九
人
)

o
七
五
歳
以
上

前
年
比
十
四
一
人

十
二
･
五
%

(
一
、
六
九
八
人
↑
一
、
六
五
七
人
)

…

…

…

平
成
九
年
中
の
交
通
事
故
死
者
数
を
年
齢
層
別
に
み
る

と
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
死
者
が
三
、
一
五
二
八
(構

成
率
三
二
･
七
%
)
と
最
も
多
く
、
次
い
で
一
六
-
二
四

歳
の
若
者
の
死
者

(二
、
0
二
六
人
、
構
成
率
二
一
%
)

と
な

っ
て
い
る
。

人

00

00

0

0

最
近
の
推
移
を
見
る
と
、
若
者
の
死
者
が
七
年
連
続
し

4

4

3
死

3

て
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
、
高
齢
者
の
死
者
は
前
年
九

鮒̂U

nU

nU

Û

nU

nU

rb

=̂〉

“b

nv
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者

数

年
諭て年 昭和54年 平成元年 年 年[くじ 年獲れ,･

年 年○̂ 年 年RU 9 年
増加数増加数
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僚
伊
磯

1▲
リム
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680 1

,
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,
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,
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,
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,
148 L 071 952 912 - 40

20 ~ 24歳 738 1
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,
453 1

,
509 1

,
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,
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,
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,
345 1

,
173 1

,
114 - 59

1
,
845 3

,
156 3

,
158 3

,
066 3

,
045 2

,
648 2

,
490 2

,
416 2

,
125 2

,
026 - 99

25 ~ 29歳 521 614 642 598 683 674 692 686 604 596 ー 8
30 ~ 39歳 866 966 90 850 859 836 760 742 736 708 - 28
40 ~ 49歳 1

,
073 1

,
149 1

,
193 1

,
241 靴 鰡 驫 卿 騨 884 脚ー

50 ~ 59歳 1
,
008 1

,
392 上346 1

,
351 蟠 ゆ 靴 廊 職 跳 M十
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歳
上

霧
以

~
歳
上

鈍

お
以磯

953 1
,
240 1

,
306 1

,
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,
280 1

,
367 1

,
501 贓 廓 競 鱗 贓 鰡 狙+

1
,
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,
520 2

,
673 2

,
834 獲 纖 纖 鋤 郷 嬬 ワr+

合 計 8
,
466 11

,
086 11

,
227 11

,
105 臘嗽硼峨 鰡 知 302ー

高齢者死者の
構成率 靭 翔 郷 獅 捌 刎 槻 瑯 瑯 瀦 …

増減数は、 前年と比較した値である。
道行セ 98.3

-

注
48

-兀

末

弱

月年齢層別 死者数の推移(各年12月末)

50

下

歳

歳

歳

歳

歳

歳

上

以

24

29

鰐

得

脇

鋳
以

歳

~

~

~

~

~

~
歳

　

　

　

　

　　

　

　

　

±
一三
÷
十

三
…

　三
　
　

　
　

…

^
…
:

‐

　

　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

すぎふん△ぼろ- F M 言論‐ハ.

　
　

　　
　　　　

▲、

.
…

■
-

　
　

　

　　

　

　

　



年
ぶ
り
に
減
少
し
た
も
の
の
本
年
は
増
加
に
転
じ
て
お
り
、

ま
た
、
平
成
五
年
か
ら
五
年
連
続
し
て
高
齢
者
の
死
者
が

若
者
を
上
回
っ
て
最
も
死
者
数
の
多
い
年
齢
層
と
な
っ
て

い
る
。

前
年
と
比
較
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
年
齢
層
で
死
者
が

減
少
し
て
い
る
中
で
、
七
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
死
者
は

増
加

(十
四
一
人
、
二
･
五
%
)
し
て
い
る
。

o
人
ロ

ー
○
万
人
当
た
り
の
死
者
数
は
ほ
と
ん
ど
の
年

齢
層
で
減
少

年
齢
層
別
に
人
口
一
〇
万
人
当
た
り
の
死
者
数
を
み
る

と
、
三
〇
代
と
四
〇
代
を
底
と
し
た
J
字
型
と
な
っ
て
お

り
、

一
六
-

一
九
歳
の
若
者
層
と
七
〇
歳
以
上
の
高
齢
者

層
が
他
と
比
べ
て
高
い
値
と
な
っ
て
い
る
。
人
ロ
一
〇
万

人
当
た
り
死
者
数
を
前
年
同
期
と
比
較
す
る
と
、
ほ
と
ん

ど
の
年
齢
層
で
減
少
し
て
、
特
に
高
齢
者
の
内
七
五
-
七

九
歳
の
年
齢
層
に
お
け
る
死
者
数
の
減
少
が
目
立
っ
て
い

る
-0

4

高
齢
者
は
原
付
以
上
の
車
両
に
乗
車
中
の
死
者
が
増

加
し
、
歩
行
中
死
者
が
減
少

o
高
齢
自
動
車
乗
車
中

前
年
比
十
三
八

十
0
･
五
%

(六
二
〇
人
↑
六
一
七
人
)

0
高
齢
者
目
二
車
乗
車
中

前
年
比
十
一
三
人

十
二
0
･
0
%

(七
八
人
↑
六
五
人
)

o
高
齢
原
付
車
乗
車
中

00

、1′
Q

人

3

　

　

QU

ハノム

　　の

煎

　
　

…当　ロ

O

　
　

ロ"　
下

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

上

以

泊

斜

盤

約

得

鶏

64

69

74

79

以

歳

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

歳
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薑
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高齢者の状態別死者数の推移(各年12月末) (単位 :人)
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胼
中
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棘
行
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藪
歩
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獺増
滋
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逐
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総
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遂
“

遼
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還
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議
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議
“

0
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+
-
-
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露
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,
613 2

,
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増減数は、 前年と比較した値である。
平成 8年の指数は、 昭和54年を100とした値である。

年

計

態
自
乗

自
乗

原
乗

、

状

65

歳

以

上

滋
2



前
年
比
十
一
二
人

十
四
･
三
%

(二
九
四
人
↑
二
八
二
人
)

o
高
齢
歩
行
者

前
年
比
△
二
二
人

△
-
･
四
%

(
一
、
五
六
六
人
↑
一
、
五
八
八
八
)

平
成
九
年
中
の
高
齢
者
の
死
者
三
、
一
五
二
人
を
状
態

別
に
み
る
と
、
歩
行
中
の
死
者
が
一
、
五
六
六
人
と
最
も

多
く
、
全
体
の
四
九
･
七
%
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
最

近
の
傾
向
を
み
る
と
、
自
動
車
運
転
中
の
死
者
の
増
加
が

著
し
く

(昭
和
五
四
年
の
一
○
･二
七
倍
)、
こ
の
た
め
同

乗
中
を
含
む
自
動
車
同
乗
中
死
者
が
平
成
九
年
は
六
二
〇

人
と
な
り
、
三
年
連
続
し
て
二
番
目
に
多
い
死
者
数
と
な

っ
て
い
る
。

前
年
と
比
較
す
る
と
、
原
付
以
上
の
車
両
乗
車
中
の
死

者
が
増
加
し
、
歩
行
中
の
死
者

(△
二
二
人
、
△
一
･
四

%
)
が
減
少
し
た
。

5

若
年
運
転
者
が
第
一
当
事
者
と
な
る
死
亡
事
故
が
減

少
し
、
高
齢
運
転
者
は
増
加

o
若
年
運
転
者

前
年
比
△
一
五
九
件

△
五
･
九
%

(二
、
五
一
四
件
↑
二
、
六
七
三
件
)

o
高
齢
運
転
者

前
年
比
十
一
六
件

十
一
･
八
%

(八
八
四
件
↑
八
六
八
件
)

前期高齢者 ･後期高齢者の状態別死者数の推移(各年12月末)

6

後
期
高
齢
者
の
原
付
乗
車
中
と
自
転
車
乗
用
中
の
死

者
が
増
加

高
齢
者
を
前
期
高
齢
者

(六
五
-
七
四
歳
)
と
後
期
高

齢
者

(七
五
歳
以
上
)
に
分
け
て
状
態
別
死
者
数
を
み
る

と
、
後
期
高
齢
者
は
歩
行
中
死
者
の
占
め
る
割
合
が
五
九

%
と
著
し
く
高
く
、
自
転
車
乗
用
中
を
含
め
た
交
通
弱
者

の
死
者
は
全
体
の
七
七
･
五
%
を
占
め
て
い
る
。
一
方
、

前
期
高
齢
者
で
は
自
動
車
乗
車
中
死
者
の
割
合
が
二
九
･

1800 -一　
　

12
数

釦
者死　数

高齢者前後期別 ･状態別死者数の推移(各年12月末) (単位 :人)

,
槍＼＼年昭和54年 平成元年 年9“ 年Qu 年 年 年○̂ 年“/ 年RU 9年 増面幇

中
中

中
中

転
乗
計
転
乗
計

中

運
同

運
同

中
用
中
他

1l
l

1-
-

事
案

計

車
中

二
中

乗
車
行
の
,

動
車

車

付
転

自
乗

自
乗

原
自
歩
そ

6

1
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歳

郎
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鯰
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+
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+
+
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中
用
中
他

事
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乗
車
行
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付
転

原
自
歩
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11

増
加
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4

増
加
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8
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605
8
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12

筋
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計
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用
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坪
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穂
野

の
計

動
車

車
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転

自
乗

自
乗

原
目
歩
そ

巧

歳

以

上

3
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鋭
錫
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靴
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姫
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中
用
中
他

車
乗

乗
車
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転

原
自
歩
そ

26
116
487
5
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戦
802
8

101
262
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鸚
増
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七
%
と
後
期
高
齢
者
に
比
べ
て
高
く
、
年
々
そ
の
割
合
は

増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。

前
年
と
比
較
す
る
と
、
前
期
高
齢
者
は
自
動
車
乗
車
中

と
自
動
二
輪
乗
車
中
の
死
者
が
増
加
し
、
後
期
高
齢
者
は

原
付
乗
車
中
と
自
転
車
乗
用
中
の
死
者
が
増
加
し
た
。

(文
責
編
集
部
)
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都道府県別交通事故死者数
平成 9年12月31日 (水)現在

管
区

都道
府県

1月 1日 ~ 12月3l日

平成 9年 順位平成8年増減数順位増減率順位

北

海

道

札 幌 298 281 17 6.O

函 館 48 66 ‐18 ‐27,3

旭 川 107 109 ‐2 ‐1,8

釧 路 115 104 11 10.6

北 見 45 35 lo 28 .6

計 613 1上 595 18 5 3.O 17

東

北

青 森 129 29 139 ‐10 33 -7.2 33

岩 手 144 26 131 13 9 9 .9 7
宮 城 167 23 185 ‐18 37 ‐9.7 37

秋 田 94 41 113 ‐19 38 ‐16.8 44
山 形 118 34 125 ‐7 30 ‐5.6 31

福 島 198 l9 232 ‐34 42 -14 .7 42

計 850 ･･･ 925 -75 ･･･ ‐8 ,1 ･･･

東 京 378 7 383 ‐5 27 ‐1.3 24

関

東

茨 城 397 4 385 12 11 3.1 16

栃 木 223 16 276 ‐53 46 ‐19.2 45

群 馬 l97 20 189 8 15 4 .2 13

埼 玉 351 9 403 ‐52 45 ‐12.9 40

千 葉 464 2 465 ‐1 22 ‐0.2 22
神奈川 391 5 352 39 1 11.l 6

新 潟 230 14 252 ‐22 39 ‐8.7 36

山 梨 110 36 111 ‐l 22 ‐0,9 23
長 野 208 18 191 17 6 8 .9 9

静 岡 318 11 347 ‐29 41 -8 .4 34

計 2 ,889 ･･･ 2 ,971 ‐82 ･･･ ‐2.8 ･･･

中

部

富 山 90 43 93 ‐3 25 ‐3.2 27

石 川 120 33 111 9 13 8 .1 12

福 井 115 35 106 9 13 8 .5 10

岐 阜 251 12 219 32 2 14 ,6 5
愛 知 442 3 439 3 19 0 ･7 21
三 重 213 17 197 16 8 8 ,l 11

計 上23l ･･･ 1,165 66 ･･･ 5 ,7 ･･･

近

畿

滋 賀 158 24 153 5 16 3 .3 15

京 都 181 21 227 ‐46 43 ‐20.3 46

大 阪 384 6 435 ‐51 44 ‐11･7 39

兵 庫 370 8 497 ‐127 47 ‐25.6 47

奈 良 101 38 118 ‐17 36 ‐14.4 41

和歌山 96 40 94 2 21 2 ,l 19

計 1,290 ･･･ l,524 ‐234 .･- ‐15.4 ･･･

中l

国

鳥 取 68 47 69 ‐1 22 ‐1.4 25

島 根 77 45 81 ‐4 26 ‐4.9 29

岡 山 226 l5 223 3 19 1.3 20

広 島 238 13 266 ‐28 40 ‐10.5 38
山 口 174 22 169 5 16 3.O 18

計 783 ･･･ 808 ‐25 ･･･ -3,1 ･･･

四

国

徳 島 100 39 79 21 4 26 .6 1

香 川 139 27 115 24 3 20 .9 2

愛 媛 138 28 151 ‐13 34 ‐8.6 35

高 知 73 46 86 ‐13 34 ‐15.1 43

計 450 -‐･ 431 19 ･･･ 4 .4 ･･･‘

九

州

福 岡 349 10 358 ‐9 32 ‐2 5 26

佐 賀 107 37 103 4 18 3 ,9 14
長 崎 93 42 99 ‐6 28 ‐6,1 32

熊 本 148 25 154 ‐6 28 ‐3.9 28

大 分 125 30 108 17 6 15.7 4
宮 崎 121 32 111 10 12 9 .O 8

鹿児島 123 31 130 ‐7 30 -5 .4 30

沖 縄 90 43 77 13 9 16 .9 3
計 1,156 ･1･ 1,140 16 ･1･ 1 .4 ･･･

合 計 9,640 ･･･ 9,942 ‐302 ･･･ ‐3 ,O ･･･

参考
交通事故発生状況の推移(昭和41年~平成 9年)

年

発生件数

(件) 指数

死者数
(人) 指数

負傷者数
(人) 指数

昭和41年

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

平成元年

2

3

4

5

6

7

8

9

425 ,944

521,481

635 ,056

720 ,880

718 ,080

700 ,290

659 ,283

586 ,713

490 ,452

472 ,938

471 ,041

460 ,649

464 ,037

471 ,573

476 ,677

485 ,578

502 ,261

526 ,362

518 ,642

552 ,788

579 ,190

590 ,723

614 ,481

661 ,363

643 ,097

662 ,388

695 ,345

724 ,675

729 ,457

761 ,789

771 ,084

779 ,590

59

73

88

100

100

98

92

82

68

66

66

64

65

66

66

68

70

73

72

77

81

82

86

92

90

92

97

101

102

106

107

109

13 ,904

13 ,618

14 ,256

16 ,257

16 ,765

16 ,278

15 ,918

14 ,571

11,432

10 ,792

9 ,734

8 ,945

8 ,783

8 ,466

8 ,760

8 ,719

9 ,073

9 ,520

9 ,262

9,261

9,317

9 ,347

10 ,344

11,086

11,227

11,105

11,451

10,942

10 ,649

10 ,679

9 ,942

9 ,640

83

8l

85

97

100

97

95

87

68

64

58

53

52

50

52

52

54

57

55

55

56

56

62

66

67

66

68

65

64

66

61

58

517 ,775

655 ,377

828 ,071

967,000

981,096

949 ,689

889 ,198

789,948

651,420

622 ,467

613 ,957

593 ,211

594 ,116

596 ,282

598 ,719

607 ,346

626 ,192

654,822

644 ,321

681,346

712,330

722,179

752,845

814,832

790 ,295

810,245

844,003

878,633

88l,723

922,677

942,203

957,481

53

67

84

99

100

97

91

81

66

63

63

60

61

61

61

62

64

67

66

69

73

74

77

83

81

83

86

90

90

95

97

98

(注) 1 指数は昭和45年を100とした値である。
2 平成 9年の発生件数と負傷者数は概数である。
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@
醇

o
問

o
睨
o
睨
o
崗
o噂
!

針慨
月
･
日

世
界
の

動

き

○
米
商
務
省
発
表
に
よ
る
と
、
米
国
の
一
九
九
七
年
の
国
内
総
生

産
の
実
質
成
長
率
は
三
･
八
%
で
、
九
一
年
以
降
の
景
気
拡
大
局

面
で
は
最
高
の
成
長
率
。
個
人
消
費
、
輸
出
、
企
業
の
設
備
投
資

な
ど
、
い
ず
れ
も
前
年
を
上
回
っ
た
。

○
ク
リ
ン
ト
ン
米
大
統
領
が
一
九
九
九
年
度
(九
八
年
一
〇
月
ー
九

九
年
九
月
)
の
予
算
教
書
を
発
表
。
九
八
年
二
･
四
%
、
九
九
年

二
･
○
%
の
経
済
成
長
を
前
提
に
財
政
収
支
は
九
五
億
ド
ル
の
黒

字
を
計
上
し
た
。
黒
字
予
算
は
六
九
年
度
以
来
三
〇
年
ぶ
り
。

○
イ
タ
リ
ア
北
部
の
リ
ゾ
ー
ト
･
カ
バ
レ
ー
ゼ
で
、
飛
行
中
の
米

軍
偵
察
機
が
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
の
ケ
ー
ブ
ル
を
切
断
、
運
行
中
の
ゴ

ン
ド
ラ
が
墜
落
、
大
破
、
ゴ
ン
ド
ラ
の
観
光
客
ら
二
〇
人
が
死
亡
。

○
国
連
人
ロ
部
が
世
界
人
ロ
の
長
期
予
測
を
発
表
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
出
生
率
は
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
高
齢
化
が
進
み
、
現
在

の
人
口
約
五
九
億
人
が
二
一
五
〇
年
ま
で
に
一
〇
八
億
人
と
約
二

倍
に
増
え
て
、
イ
ン
ド
が
中
国
を
抜
い
て
世
界
一
に
な
る
と
予
測

し
て
い
る
。

○
ド
イ
ツ
の
連
邦
雇
用
庁
の
発
表
に
よ
る
と
、
一
月
の
失
業
者
数

は
四
八
二
万
人
で
、
昨
年
一
二
月
に
比
べ
三
〇
万
人
増
え
、
失
業

率
は
三
一
･
六
%
と
戦
後
最
悪
を
記
録
。

○
米
商
務
省
発
表
の
貿
易
統
計
に
よ
る
と
、
一
九
九
七
年
の
貿
易

赤
字
は
前
年
比
二
･
四
%
増
の
て

一
三
七
億
四
、
七
〇
〇
万
ド

ル
で
、
八
八
年
以
来
の
高
水
準
。
輸
出
、
輸
入
と
も
過
去
最
高
を

記
録
し
た
が
、
好
景
気
や
ド
ル
高
を
反
映
し
て
輸
入
額
が
初
め
て

一
兆
円
を
超
え
た
。

事

項

1

覇
月
･
日

国
内
の
動

き

○
大
蔵
省
の
一
九
九
七
年
の
貿
易
統
計
に
よ
る
と
、
同
年
の
貿
易

黒
字
額
は
前
年
比
四
八
･
五
%
増
の
一
〇
兆
八
三
億
円
と
な
っ
た
。

前
年
比
増
は
五
年
ぶ
り
で
、
輸
出
で
は
自
動
車
、
パ
ソ
コ
ン
な
ど

の
事
務
用
機
器
が
二
0
%
を
超
え
る
伸
び
を
み
せ
た
。

○
三
塚
博
蔵
相
が
大
蔵
省
の
金
融
検
査
を
め
ぐ
る
汚
職
事
件
に
絡

ん
で
辞
任
。
後
任
に
は
松
永
光
衆
院
予
算
委
員
長
が
起
用
さ
れ
た
。

○
栃
木
県
黒
磯
市
の
市
立
黒
磯
北
中
学
校
で
英
語
教
諭
の
腰
塚
佳

代
子
さ
ん

(二
六
)
が
、
一
年
の
男
子
生
徒
に
ナ
イ
フ
で
刺
さ
れ

て
死
亡
し
た
。

○
大
蔵
省
の
小
村
武
事
務
次
官
が
金
融
検
査
汚
職
事
件
の
責
任
を

取
っ
て
辞
職
。
後
任
は
田
波
耕
治
･
内
閣
内
政
審
議
室
長
。

○
総
務
庁
発
表
の
労
働
力
調
査
に
よ
る
と
、
九
七
年
平
均
完
全
失

業
率
は
三
･
四
%
で
、
五
三
年
以
降
で
最
悪
の
九
六
年
と
同
率
で

並
ん
だ
。

○
日
本
自
動
車
工
業
会
の
発
表
に
よ
る
と
、
九
七
年
の
自
動
車
輸

出
は
前
年
比
二
二
･
七
%
増
の
四
五
五
万
三
、
一
六
八
台
で
、
一

二
年
ぶ
り
に
前
年
実
績
を
上
回
っ
た
。
欧
米
向
け
が
増
加
し
た
。

○
長
野
市
を
中
心
に
第
一
八
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季
競
技
大
会
が

開
幕
。
七
二
ヵ
国
･
地
域
の
選
手
、
役
員
約
三
、
五
〇
〇
人
が
参

加
。
期
間
は
二
二
日
ま
で
一
六
日
間
。

○
沖
縄
名
護
市
長
選
で
、
基
地
建
設
賛
成
派
擁
立
の
前
市
助
役
岸

本
建
男
氏

(五
四
)
が
当
選
。

○
株
取
引
で
不
正
な
利
益
供
与
を
要
求
し
た
と
し
て
、
国
会
に
逮

捕
許
諾
を
請
求
さ
れ
て
い
た
新
井
将
敬
代
議
士

(五
○
)
=
自
民

=
が
、
東
京
都
内
の
ホ
テ
ル
で
自
殺
し
た
。

事

項

2
･
20

月
･
日

道
路
行
政
の
動

き

○
東
海
北
陸
自
動
車
道

尾
西
I
C
I
一
宮
木
曽
川
I
C

(延
長

三
･
八
期
)
が
開
通
し
た
。 事

項

▼お
詫
び
と
訂
正
-

　

本
誌
二
月
号
、
表
四
彌
日
本
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
合
材
協
会
の
広

潮

告
の
中
で
会
長
中
村
雄
二
と
あ
る
の
は
会
長
代
行
岡
部
正

嗣
の
誤
り
で
し
た
。
訂
正
し
、
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

52 98.3
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本
稿
で
は
、
範
竹
の
操
作
法
を
述
べ
た
い
。
こ
れ

を
書
か
な
い
と
易
の
説
明
が
進
め
ら
れ
な
く
な
っ
た

の
で
、
辛
抱
し
て
読
ん
で
い
た
ゞ
き
た
い
。
お
読
み

い
た
ゞ
く
と
分
か
る
が
、
こ
の
操
作
法
は
伝
統
的
な

方
法
で
、
今
日
で
は
こ
れ
に
代
え
て
サ
イ
コ
ロ
、
念

珠
、
時
計
の
長
短
針
で
八
卦
を
出
す
簡
便
法
が
普
及

し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
便
宜
的
な

方
法
で
あ
る
。

広
大
な
国
土
に
五
○
を
こ
す
民
族
が
住
む
中
国
大

陸
は
、
そ
の
地
勢
を
古
く
か
ら
南
船
北
馬
と
言
っ
た
。

大
陸
の
中
央
部
を
西
か
ら
束
に
貫
流
す
る
揚
子
江
を

境
に
し
て
、
南
は
水
運
の
便
に
恵
ま
れ
た
温
暖
湿
潤

の
地
で
、
山
々
は
樹
木
に
お
･
わ
れ
田
園
に
は
竹
林

が
点
在
す
る
林
業
と
米
作
地
帯
で
あ
る
。
一
方
、
北

馬
の
地
は
土
地
は
痩
せ
暴
れ
河
の
黄
河
が
あ
る
牧
畜

と
麦
作
地
帯
で
あ
る
。

易
占
い
の
起
源
は
寒
気
厳
し
い
黄
河
流
域
だ
が
、

人
々
は
生
活
条
件
の
悪
い
こ
の
地
に
生
き
る
智
慧
を

占
い
に
託
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
紀
元
前
千
五
百

年
こ
の
地
に
あ
っ
た
古
代
殼
帝
国
の
支
配
者
は
、
亀

の
甲
羅
や
鹿
の
肩
甲
骨
を
灼
い
て
得
た
数
条
の
亀
裂

の
走
り
具
合
で
、
国
連
や
自
分
達
の
運
勢
を
占
っ
た
。

こ
れ
を
甲
骨
占
い
と
い
う
。
紀
元
前
千
年
の
頃
、
殿

帝
国
は
亡
び
周
の
時
代
に
な
る
、
す
る
と
鎖
竹
と
算

木
を
使
っ
た
易
占
い
に
な
る
。
獣
骨
か
ら
竹
木
に
占

い
の
道
具
が
変
っ
た
の
は
、
南
船
地
帯
の
生
活
文
化

が
こ
＼
北
馬
の
地
に
浸
透
し
て
来
た
証
拠
と
言
え
よ

う
。
そ
れ
に
し
て
も
河
亀
の
上
下
の
甲
羅
を
割
り
裂

き
、
或
い
は
血
や
肉
に
つ
い
た
鹿
の
肩
の
付
け
根
の

平
た
い
骨
を
使
っ
て
占
い
の
道
具
に
す
る
神
経
は
、

牧
畜
と
か
遊
牧
を
生
業
と
す
る
民
族
特
有
の
も
の
だ

ろ
う
。
土
地
を
耕
し
定
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
首
都

が
作
ら
れ
文
化
の
味
を
知
っ
た
周
の
人
々
の
眼
に
は
、

殿
の
占
い
は
野
蛮
な
も
の
と
映
じ
た
に
違
い
な
い
。

周
易
で
は
鑪
竹
･
算
木
･
易
経
の
三
点
セ
ッ
ト
を

使
う
。
笠
竹
は
霊
感
を
得
て
八
卦
を
出
す
為
の
道
具

で
あ
る
。
算
木
は
節
竹
で
得
ら
れ
た
八
卦
を
六
四
卦

に
組
み
立
て
る
道
具
で
あ
る
。
易
経
は
算
木
に
示
さ

れ
た
六
四
卦
の
象
を
説
明
し
、
吉
凶
占
断
の
ヒ
ン
ト

を
与
え
る
書
物
で
あ
る
。

鱸
竹
は
直
径
三
粍
、
長
さ
四
六
種
ほ
ど
の
細
長
い

竹
の
棒
五
○
本
を
一
組
と
す
る
。
操
作
の
方
法
は
数

種
あ
る
が
、
一
番
簡
単
な
三
変
笙
法
を
番
号
順
に
並

べ
て
み
た
。

H
机
に
向
っ
て
姿
勢
を
正
し
、
五
〇
本
束
の
鑪
竹

を
左
手
で
下
端
、
右
手
で
上
端
を
握
り
、
捧
げ
て
額

に
当
て
＼
占
的
を
念
ず
る
。
□
束
の
中
か
ら
一
本
を

抜
き
机
上
の
鱸
筒
に
立
て
霊
の
依
り
代
に
す
る
。
国

四
九
本
の
束
の
下
端
を
左
手
に
握
り
、
右
手
で
顔
前

に
扇
状
に
開
く
。
回
気
迫
を
込
め
て
右
手
で
左
手
の

扇
状
に
開
い
た
数
本
を
握
り
取
り
、
そ
れ
を
机
上
に

置
く
。
こ
れ
を
天
策
、
左
手
に
あ
る
の
を
地
策
と
い

う
。
鋤
机
上
の
天
策
か
ら
一
本
を
取
り
、
地
策
を
握

っ
て
い
る
左
手
の
小
指
と
薬
指
の
間
に
挟
む
。
こ
れ

を
人
策
と
い
う
。
㈹
左
手
に
あ
る
地
策
の
数
と
小
指

の
間
に
あ
る
人
策
の
一
本
を
合
せ
右
手
で
八
割
り
し

て
い
く
。
間
八
割
し
て
残
っ
た
本
数
、
即
ち
一
本
残

れ
ば
天
薑
、
二
本
残
れ
ば
澤
霊
、
三
本
は
火
霊
、
四

本
は
雷
田
、
五
本
は
風
薹
、
六
本
は
水
粥
、
七
本
は

山
罷
、
払
い
切
れ
れ
ば
地
龍
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
一
回
目
で
得
た
八
卦
を
内
卦
と
し
、
二
回
目
も

同
じ
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
八
卦
を
外
卦
と
し
て
算

木
に
示
す
。
例
え
ば
内
卦
を
二
本
残
り
の
澤
…--、
外

天
津
り

卦
を
一
本
残
り
の
天
一三
と
す
る
と
--器
量
履

(て
ん
た

く
り
)
と
い
う
卦
に
な
る
。
三
度
目
の
操
作
は
国
ま

で
は
同
じ
で
㈹
の
八
割
で
な
く
、
今
度
は
六
本
づ
つ

に
割
っ
て
い
く
。
六
割
し
て
残
っ
た
盤
竹
の
数
が
三

本
な
ら
、
右
に
あ
げ
た
薑
薑
履
の
卦
の
下
か
ら
数
え

夫
天
か
ん
い
て
ん

て
三
本
目
の
蛸
嚼
が
岬
峨
に
変
化
し
て
豊
富
乾
為
天

の
卦
に
な
る
。
鑪
竹
を
三
国
操
作
す
る
か
ら
三
変
鱸

法
と
い
う
。
次
号
は
そ
の
算
木
に
つ
い
て
説
明
し
た

ー
素
履
ー

4月号の特集テーマは ｢道路関係法令改正｣ の予定です。

本誌は、執筆者が個人の責任において自由に
書く建前をとっております。したがって意見
にわたる部分は個人の見解です。また肩書は
原稿執筆及び座談会実施時のものです。



｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣

-
九
九
七
年
度
既
刊
号
目
次

(肩
書
は
執
筆
時
ま
た
は
座
談
会
実
施
時
の
も
の
で
す
)

　
　

○
交
通
工
学
の
更
な
る
活
用
を

日
本
大
学
理
学
部
教
授

越

正
毅

9
年
4
月
号
(第
範
号
)1
頁

[醐
M園

○
山
が
押
し
て
来
て
い
る

道
翻
り局
脇
政
課

堀
江

忠

9
年
4
月
号
第
鵠
号
)3
頁

鰯
瀞
糯
壽
艶
縣
堀
江
忠
義
9
年
4
尋
ぬ

母
3
頁

建
設
省
顧
問

･

繊薪罐
鱗
臨
戦
霧
大
津
留

温

9
年
5
月
旻
第
路
母
1
頁

○
来
年
の
お
題
は

｢道
｣

○
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
見
に
行
く

道
路
局
路
政
課
長

松
原

文
雄

9
年
6
月
号
(第
"
号
)1
頁

○
後
方
(理
論
)と
前
線
(実
践
)
に
つ
い
て
の
雑
感

道
路
局
企
画
課
長

佐
藤

信
秋

9
年
7
月
号
(第
郡
号
)1
頁

○
大
の
い
る
暮
ら
し

道
路
局
道
路
環
境
課
長

原
田

邦
彦

9
年
11
月
号
(第
靴
号
)1
頁

0
｢道
｣
は
い
か
に
詠
ま
れ
た
か

建
設
省
顧
問

･

掬
溌
社
｢あ
げ
子

犬
津
留

温

m
年
1
月
最
第
襲
号
)1
頁

平
成
十
年
度
道
路
関
係
重
点
施
策

○
平
成
十
年
度
重
点
施
策
に
つ
い
て

ー

｢国
土
建
設
｣
か
ら

｢国
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
｣

道
路
局
道
路
総
務
課

9
年
9
月
号
(第
卸
号
)1
頁

へ
の
転
換
-

○
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
つ
い
て

道
路
局
国
道
課
道
路
整
備
調
整
室

9
年
9
月
号
(第
卸
号
)6
頁

都

市

局

街

路

課

○
地
域
活
性
化
を
支
援
す
る
道
路
整
備

道
路
局
地
方
道
課
市
町
村
道
室

9
年
9
月
号
(第
卸
号
)n
頁

○
安
心
し
て
住
め
る
国
土
の
実
現

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
至

9
年
9
月
号
(第
90
号
)蜷
頁

-平
成
十
年
度
道
路
関
係
予
算
-

の
概
算
要
求

0
平
成
十
年
度
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
の
概
要

道
路
局
道
路
総
務
課

吉
田

光
市

9
年
10
月
口支
第
凱
号
)1
頁

企

画

0
一
般
国
道
関
係
予
算
の
概
要

麟
飜
扇に国施
鰓
下
保

修

9
年
m
月
号
第
狐
号
)は
~頁

麟
讓
局がち国晦
銀
上
野
進
-
郎

0
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

繃路鋤粛州唯
路銀
増
田

博
行

9
年
10
月
qす
(第
班
号
)㈲
賣

覇
路
虚
渦速い噸
道
録
後
藤

貞
二

0
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

麟
話鰡
襲
話髓
蘇
尾
藤

勇

9
年
10
月
号
第
鋭
号
)"
貢

棚聯露
蝶
鵺
蹴
幟鮒

藤
森
祥
弘

②
予
算

0
平
成
十
年
度
道
路
関
係
予
算
の
概
要

道
路
局
道
路
総
務
課

吉
田

光
市

10
年
2
月
号
第
%
号
)1
頁

企

画

0
霰

国
道
関
係
予
算
の
概
要

麟
飜
訟
国
晦
課
上
野
進
一
郎

鱒
年
2
月
号
(第
%
号
)郎
頁

鑓
飜
逮
国
帷
齦

酒
井

利
夫

0
高
速
自
動
車
国
道
関
係
予
算
の
概
要

繃路虚
局辺
嘲道録
後
藤

貞
二

10
年
2
月
口言
(第
%
号
)鬚
頁

0
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

繃
路
魂
端
路
録
増
田

博
行

め
年
2
月
号
(第
弩
)鬚

0
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

麟話燭
巍話隨
録
尾
藤

勇

10
年
2
月
号
第
%
号
)郷
頁

糒章擬塾鵺輻
塒舸
藤
森

祥
弘

新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)
の
概
要

○
新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)
の
概
要

道
路
局
企
画
課

9
年
11
月
号
(第
鰡
号
)3
頁

○
新
た
な
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
(案
)
に
お
け
る
道

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

9
年
11
月
号
(第
鰡
号
)“
頁

路
整
備
の
効
果

○
新
た
な
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保
五
箇

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

9
年
n
月
号
(第
鉈
号
)“
頁

年
計
画
(案
)
に
つ
い
て

○
新
た
な
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
(案
)
の

道
路
局
地
方
道
課

9
年
11
月
号
(第
靴
号
)"
頁

概
要



道
路
の
維
持
･
管
理

○
道
路
の
モ
ニ
タ
ー
制
度

繃
路増
網
道
録
那
須

清
吾

9
年
6
月
号
第
"
呈
3
頁

0
高
速
道
路
交
通
管
制
室
の
基
本
機
能

日
本
道
路
公
団

絲檄〆鰯虻
掌もが翅
謁
岩
田

順
二

9
年
6
月
号
(第
"
号
)
7
頁

○
首
都
高
速
道
路
の
維
持
･
管
理
の
現
状

首
都
高
速
道
路
公
団

9
年
6
月
号
(第
館
号
)お
頁

保
全
施
設
部
保
全
企
画
課

○
道
路
交
通
情
報
の
提
供
状
況

節
日
本
道
路
交
通
情
報
セ
ン
タ
ー
業
務
部

9
年
6
月
号
(第
幻
号
)れ
頁

○
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
、
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
に
お
け

㈱
道
路
施
設
協
会
計
画
,

9
年
6
月
号
(第
幻
号
)滋
頁

る
清
掃
と
ご
み
処
理
の
現
況

環
境
部
環
境
整
備
課

最
新
の
道
路
管
理

0
I
T
S
推
進
へ
の
取
り
組
み

糊
齋燃局寧登
臨白銀
‐大
寺
"伸
幸
"

9
年
7
月
号
{第
斑
号
)3
頁

○
官
民
協
調
で
順
調
に
船
出
し
た
V
I
C
S

働
道
路
交
通
情
報

通
信
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ

宮
田

穣

9
年
7
月
号
(第
概
号
)m
頁

ー

総

務

部

長

0
諸
外
"圏
-の
ー
T
S
の
動
"向

鞠隨脇鰤縫穰稠燃縦
関
【

馨
。

9
年
7
月
号
(第
邪
号
)"
頁

O
E
T
C
導
“入
へ
向
け
た
料
鳩金
所
の
L交
通
運
用
h検
討

繃
路錫觜
料逐魂
路銀
東
川

直
‐正

9
年
7
月
号
(第
芻
号
)%
w頁

0
長
野
地
域
ー
T
S
シ
ヨ
-
ケ
I
ス
の
実
施

締填膨鍔総緤磯鱗鰯
小川
寛
-
10
年
3
月
号
(第
%
号
)ー
頁

調

;

冬
期
に
お
け
る
道
路
管
理

0
東
北
地
建
“
冬
期
道
路
管
理
“
“
け
‘
新
た
“
取

齦
蜘
糊
筋
縄
皺
麟
手
塚
信
弘
9
年
屹
『月
号
(第
鯛
号
)ー
頁

り
組
み

課

0
冬
期
の
道
路
管
理
･
北
陸
地
建
の
取
り
組
み

鰤晦#胤酵筋…競丈評霧
出
戸
端
久
登
志

9
年
12
月
号
(第
鋸
号
)9
頁

0
高
速
道
路
に
お
け
る
冬
期
の
道
路
管
【理

繊
繃鰡鍛鋼醗誇
藤
本

泰
弘

9
年
12
月
号
(第
鋸
号
)撤
働w頁

道
路
交
通
安
全
対
策

o
韓

に
お
け
る
道
路
交
通
事
故
の
動
向
等
に
つ
“

総
務
庁
長
官
官
房
交
通
安
全
対
簑

9
年
5
月
旻
第
臨
邑
3
頁

0
更
な
る
事
故
削
減
の
た
め
の
交
通
安
全
研
究

郊爵
鉢
陶鶏霧

瀬
尾

卓
也

9
年
5
月
景
第
臨
号
)8
頁

○
高
速
自
動
車
国
道
に
お
け
る
交
通
安
全
対
策

日
本
道
路
公
団
交
通
対
策
課

9
年
5
月
号
(第
節
号
)=
頁

o
神
奈
川
県
の
交
通
安
全
対
策
事
業

鰯
滕
誹韻
畦
熱
総
飯
田

隆
介

9
年
5
月
旻
第
範
号
湧
頁

○
福
岡
市
の
交
通
安
全
対
策
事
業

福
岡
市
土
木
局
道
路
計
画
課

9
年
5
月
号
(第
臨
号
)第
頁

一
一般
自
動
車
道
-

0
一
般
自
動
車
道
に
つ
い
て

道
路
局
有
料
道
路
課

9
年
4
月
号
(第
鋭
号
)5
頁

0
浅
間
･
白
根
火
山
ル
ー
ト

｢万
座
ハ
イ
ウ
ェ
ー
｣

勲
がち彗
鮒許増蹴
宮
川

忠
志

9
年
4
月
号
(第
範
号
)m
頁

0
箱
根
タ
ー
ン
パ
イ
ク
に
つ
い
て

凍涼醜斯縄籔誠熱砂
木
村
【
-
重

9
年
4
月
号
(第
範
号
)贄
M~頁

○
南
富
士
エ
バ
ー
グ
リ
ー
ン
ラ
イ
ン
に
つ
い
て

富
士
急
行
㈱
広
報
宣
伝
室
広
報
課

9
年
4
月
号
(第
部
号
)姫
頁

0
新
若
草
山
自
動
車
‐道
の
で
き
る
ま
で

鰍
若
草
山
繃
動
車
道
鱒

植
村
“
良
文

9
年
4
月
号
(第
範
号
)盤
頁

○
芦
有
ド
ラ
イ
ブ
ウ
ェ
イ
に
つ
い
て

芦
有
開
発
㈱
社
長

佐
藤

元
美

9
年
4
月
号
(第
節
号
)芻
頁

0
路
面
電
車
の
現
状
と
今
後
の
役
割

閼
路増
が
政
録
進
藤

崇

9
年
8
月
曼
第
拗
号
Y
頁

0
路
面
電
車
に
対
す
る
支
援
制
度

都
市
局
街
路
課

鱒嵌飜~鰐
境
鞠儼
神
田

昌
幸

9
年
8
月
号
篤
鞘
呈
7
頁

o
鰍
米
に
お
け
る
最
近
の
ラ
＼イ
.
レ
ー
ル
整
備
の
状

鋤栩淋穀鰤酬繃鰡椴
西村
幸格
9
年
8
月
号
(第
鰐
号
)u
頁

本
部
営
業
部
課
長

0
熊
本
市
で
の
低
床
車
の
導
入

飜
嶋
薦
沈"李範
鯛
宮
崎

輝
昭

9
年
8
月
号
第
"
号
)㈲
頁

o
路
面
電
車
の
活
性
化
方
策

全
国
路
面
軌
道
道
路

群
群
鯰
噸弼群
役
中
尾

正
俊

9
年
8
月
号
第
鞘
号
)獨
頁

.東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
一

〇
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
開
通

、
ア
ク
ア
ラ
イ
ン

、

10
年
1
月
号
(第
鋸
号
)口
絵

○
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
開
通
ま
で
の
歩
み
と
今
後

道
路
局
有
料
道
路
課

10
年
1
月
号
(第
鋭
号
)3
頁

の
期
待



0
道
路
事
業
に
お
け
る
民
間
活
力
の
活
用
の
検
討

○
平
成
九
年
度

道
路
ポ
ス
タ
ー
と

｢道
路
を
ま
も

る
月
間
｣
推
進
標
語
の
募
集

○
平
成
九
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
推
進
標
語

に
つ
い
て

○
八
月
は

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
で
す
/

○
｢道
の
日
｣
(八
月
一
〇
日
)
に
つ
い
て

○
｢道
の
日
｣
ロ
ー
ド
パ
!
ク
･
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

○
平
成
九
年
度

｢道
の
日
｣
中
央
行
事
報
告

○
平
成
九
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
行
事
報
告

○
地
方
行
事
報
告

北
海
道
開
発
局
･
各
地
方
建
設

局
･
沖
縄
総
合
事
務
局

○
平
成
一
○
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
推
進
標

語
の
募
集
に
つ
い
て

○
国
民
の
声
を
広
く
反
映
し
た
二
一
世
紀
の
道
づ
く

り
を
)

○
道
路
審
議
会
建
議
｢道
路
政
策
変
革
へ
の
提
言

ー
よ
り
高
い
社
会
的
価
値
を
め
ざ
し
て
ー
｣
の
概

要
の

○
道
路
審
議
会
建
議

｢道
路
政
策
変
革
へ
の
提
言
｣

の
概
要
②

一道
路
関
係
法
令
一

○
環
境
影
響
評
価
法
に
つ
い
て

○
環
境
影
響
評
価
法
施
行
令
に
つ
い
て

道
路
局
有
料
道
路
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
道
路
総
務
課

道
路
局
道
路
総
務
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

道
路
局
路
政
課

道
路
局
道
路
環
境
課

道
路
局
路
政
課

企

画

係

長

道
路
局
道
路
環
境
課

環
境
計
画
係
長

10
年
1
月
号
(第
鉱
号
)船
頁

9
年
5
月
号
(第
艶
号
)口
絵

9
年
5
月
号
(第
邸
号
)麩
頁

9
年
7
月
号
(第
都
号
)“
頁

9
年
7
月
号
(第
都
号
)艶
頁

9
年
9
月
号
(第
知
号
)ロ
絵

9
年
9
月
号
(第
卸
号
)聡
頁

9
年
9
月
号
(第
卸
号
)知
頁

9
年
9
月
号
(第
卸
号
)銘
頁

10
年
3
月
号
(第
%
号
)第
頁

9
年
4
月
号
(第
鋭
号
)節
頁

9
年
7
月
号
(第
部
号
)紅
頁

9
年
8
月
号
(第
的
号
)靴
頁

9
年
8
月
号
(第
89
号
)麩
頁

古
橋

季
良

10
年
1
月
号
(第
襲
号
)銘
頁

前
内

永
敏

○
地
下
鉄
施
設
へ
の
二
次
占
用
に
つ
い
て

○
｢道
路
サ
ー
ビ
ス
施
設
占
用
許
可
基
準
｣
の
改
正
に

つ
い
て

-道
路
関
係
争
遂

○
道
路
管
理
瑕
疵
訴
訟
判
例
の
動
向

○

第̂
一
回
)ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の
不
全
に
関
す
る
事
故

○
(第
二
国
)路
上
障
害
物
に
関
す
る
事
故

○
(第
三
回
)蓋
不
全
に
関
す
る
事
故

○
(第
四
回
)排
水
施
設
の
不
備
に
関
す
る
事
件
及
び

道
路
構
造
に
起
因
す
る
事
件

○
(第
五
回
)
工
事
不
全
に
関
す
る
判
例

○
(第
六
回
)反
射
的
利
益
に
関
す
る
事
件
及
び
そ
の

他
の
事
件
①

0
(第
七
回
)反
射
的
利
益
に
関
す
る
事
件
及
び
そ
の

他
の
事
件
②

○
(第
八
回
)穴
ぼ
こ
･
段
差
に
関
す
る
事
件

②
八
年
度
判
決

道
路
局
路
政
課

窺
聯
関
調
競
鮫
髄
-局
鍋

誠
治

高
鍋

誠
治

高
鍋

誠
治

高
鍋

誠
治

高
鍋

誠
治

舗
朔
講話
艶端鮫
騒
高
鍋
誠
治

高
鍋

誠
治

高
鍋

誠
治

9
年
12
月
号
(第
93
号
)"
頁

9
年
12
月
号
(第
兜
号
)"
頁

9
年
4
月
号
(第
節
号
)姫
頁

9
年
5
月
号
(第
部
号
)“
頁

9
年
6
月
号
(第
的
号
)約
頁

9
年
7
月
号
(第
梯
号
)“
頁

9
年
9
月
号
(第
卸
号
)脳
頁

9
年
齢
月
号
(第
鋭
号
)姫
頁

9
年
11
月
号
(第
兜
号
)“
頁

9
年
12
月
号
(第
兜
号
)靴
頁

10
年
2
月
号
(第
%
号
)“
頁

9
年
5
月
号
(第
節
号
)卸
頁

9
年
6
月
号
(第
飲
号
)“
頁

9
年
4
月
号
(第
範
号
)備
頁

9
年
10
月
号
(第
班
号
)“
頁

9
年
5
月
号
(第
節
号
)郭
頁

10
年
2
月
号
(第
%
号
)靴
頁

○
平
成
八
年
度
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て
(そ

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

の
1
)

○
道
路
占
用
許
可
事
務
に
係
る
規
制
緩
和
の
推
進
に

つ
い
て

○
規
制
緩
和
推
進
計
画
の
再
改
定

○
高
速
自
動
車
国
道
の
料
金
改
定
に
つ
い
て

○
東
京
湾
ア
ク
ア
ラ
イ
ン
･
本
州
四
国
連
結
道
路
の

料
金
に
関
す
る
施
策

○
行
政
代
執
行
法
に
基
づ
く
代
執
行
の
実
施
に
つ
い

0
不
法
占
用
物
件
の
撤
去
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
道
路
利
用
調
整
室

道
路
局
路
政
課

道
路
局
高
速
国
道
課

道
路
局
有
料
道
路
課

九
州
地
方
建
設
局
道
路
都
路
政
課

沖
縄
総
合
事
務
局
開
発
建
設
部



○
平
成
七
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
の
概
要

○
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
本
社
移
転
に
つ
い
て

○
平
成
九
年

国
土
建
設
の
現
況
(建
設
白
書
)
の
概

要
○
英
国
･
労
働
党
政
権
の
交
通
政
策
に
つ
い
て

○
自
動
車
交
通
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
策

に
つ
い
て

○
土
砂
災
害
防
止
月
間

○
平
成
九
年
度

｢道
路
防
災
週
間
｣
に
つ
い
て

○
自
動
車
タ
イ
ヤ
の
現
状

○
道
路
と
靴
の
考
現
学

○
伊
能
忠
孝
キ
ャ
ラ
バ
ン

二
年
か
け
て
全
国
一
万

キ
ロ
を
歩
く

○
㈱
自
転
車
道
路
協
会
の
概
要

○
平
成
九
年
中
の
交
通
死
亡
事
故
の
特
徴

○
〔投

稿
〕
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
る
道

一驚

管
理
事
務
に
係
る
事
例
研
究
-

0
地
下
に
設
け
ら
れ
た
河
川
管
理
施
設
の
取
扱
い
に

つ
い
て

○
国
有
林
野
を
道
路
敷
地
と
し
て
使
用
す
る
場
合
の

取
扱
い
に
つ
い
て

一道
路
管
理
事
務
担
当
者
便
り
-

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
企
画
係

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
総
務
部

道
路
局
道
路
総
務
課

建
設
経
済
局
労
働
資
材

対
策
室
課
長
補
佐

道
路
局
道
路
環
境
課

環
境
計
画
係
長

河
川
局
砂
防
部
砂
防
課

9
年
7
月
号
(第
88
号
)虹
頁

9
年
5
月
号
(第
節
号
)第
頁

9
年
9
月
号
(第
卸
号
)虹
頁

○
島
根
県
の
道
路
と
維
持
管
理

○
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
道
路
の
改
築
工
事

○
維
持
管
理
か
ら
み
た
道
づ
く
り

○
新
潟
･
新
時
代
を
ひ
ら
く
み
ち
づ
く
り

○
青
森
県
に
お
け
る
道
路
の
維
持
管
理

一地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
-

○
大
分
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
福
島
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
石
川
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
栃
木
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
岡
山
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
秋
田
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
佐
賀
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
三
重
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
兵
庫
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

○
群
馬
県
に
お
け
る
｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

島
根
県
土
木
部
道
路
整
備
課

熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課

奈
良
県
土
木
部
道
路
維
持
課

新
潟
県
土
木
部
道
路
維
持
課

青
森
県
土
木
部
道
路
維
持
課

大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
課

福
島
県
土
木
部
道
路
建
設
課

石
川
県
土
木
部
道
路
建
設
課

栃
木
県
土
木
部
道
路
建
設
課

岡
山
県
土
木
部
道
路
建
設
課

秋
田
県
土
木
部
道
路
建
設
課

佐
賀
県
土
木
部
道
路
課

三
重
県
土
木
部
道
路
建
設
課

兵
庫
県
土
木
部
道
路
建
設
課

群
馬
県
土
木
部
道
路
建
設
課

9
年
7
月
号
第̂
斑
号
)野
頁

　

　

　

9
年
8
月
号
(第
鞘
号
)“
頁

9
年
11
月
号
(第
靴
号
)鎚
頁

10
年
1
月
号
(第
%
号
)虹
頁

10
年
2
月
号
(第
%
号
)鋳
頁

9
年
4
月
号
(第
範
号
)邱
頁

9
年
5
月
号
(第
部
号
)銘
頁

9
年
6
月
号
(第
館
号
)“
頁

9
年
7
月
号
(第
郡
号
)鞘
頁

9
年
9
月
号
(第
節
号
)“
頁

9
年
10
月
号
(第
錠
号
)脳
頁

9
年
11
月
号
(第
鰡
号
)贅
頁

9
年
12
月
号
(第
鯰
号
)郊
頁

10
年
1
月
号
(第
製
号
)“
頁

10
年
2
月
号
(第
%
号
)鋭
頁

馨
認
鬘

松本
豊和
9
年
智

支
第
磐
E
資

坂
崎

賢
俊

フ
リ
ー
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ス
ト

フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

高
橋

明
格

編

集

部

10
年
3
月
号
(第
%
号
)n
頁

10
年
3
月
号
(第
%
号
)雄
頁

10
年
3
月
号
(第
%
号
)似
頁

10
年
3
月
号
(第
%
号
)"
頁

10
年
3
月
号
(第
%
号
)船
頁

9
年
7
月
号
(第
鍵
号
)“
頁

10
年
1
月
号
(第
鋭
号
)節
頁

10
年
3
月
号
(第
%
号
)節
頁

9
年
4
月
号
(第
範
号
)野
頁

9
年
5
月
号
(第
節
号
)故
買

9
年
6
月
号
(第
館
号
)税
頁

増
嘩
端
遷

村
上
行
弘

警

察

庁

資

料

笠
原
富
美
古

道
路
局
路
政
課

道
路
局
路
政
課

○
花
貫
大
橋
路
面
凍
結
防
止
装
置
遠
方
監
視
シ
ス
テ

茨
城
県
土
木
部
道
路
維
持
課

○
岩
手
県
に
お
け
る
道
路
の
維
持
管
理

○
落
石
･
雪
崩
等
の
発
生
に
備
え
る
道
路
応
急
復
旧

シ
ス
テ
ム
の
構
築

岩
手
県
土
木
部
道
路
維
持
課

滋
賀
県
土
木
部
道
路
課

勝
又

正
秀

9
年
11
月
号
(第
班
号
)捌
頁

前
内

永
敏

10
年
1
月
号
(第
製
号
)“
頁

9
年
5
月
号
(第
節
号
)"
頁

岡
島

良
弘


